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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開   会 

○議長（遠藤榮吉議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  開会前に、恒例によりまして、４月１日付で

人事異動がありましたので、ここで職員を紹介

いたします。 

  初めに、議会事務局の異動職員を私から紹介

いたします。 

  事務局長の太田徹でございます。 

  事務局長補佐兼議事係長の江口美和でありま

す。 

  よろしくお願いいたします。 

  次に、当局側の御紹介を大沼副市長より、お

願いいたします。 

○副市長  おはようございます。 

  ４月１日付の職員人事異動の発令をいたしま

したので、異動の課長級職員を私から紹介させ

ていただきます。 

  議員各位より向かって、左側から順に申し上

げます。 

  初めに、１列目でございます。 

  税務課長、大沼清隆。 

  続きまして、３列目でございます。 

  情報システム主幹、小野勝司。 

  次に、右側に移ります。 

  ２列目でございます。 

  学校教育課長、安達心。 

  社会教育課長、田中聡。 

  監査委員事務局長併せてＤＸ普及主幹、佐野

毅。 

  続きまして、３列目でございます。 

  選挙管理委員会事務局長、吉田茂樹。 

  置賜広域病院企業団派遣、公立置賜南陽病院

事務長、鈴木聡。 

  以上でございます。どうぞ御指導、御鞭撻を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長  以上で紹介を終わります。 

  去る４月14日告示になりました令和７年南陽

市議会第１回臨時会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開   議 

○議長  ただいま出席されている議員は、16名

全員であります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本臨時会の運営等について議

会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 高橋一郎議員。 

  〔議会運営委員長 高橋一郎議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和７年第１回臨時会の

運営について、去る４月18日午前10時より議会

運営委員会を開催し協議いたしましたので、そ

の結果について御報告いたします。 

  最初に、会期について申し上げます。 

  本臨時会に提案されます議案は、条例案その

他議案５件であります。 

  当局より、総務課長及び財政課長の出席を求

め、提出議案の説明を受け、協議いたしました

結果、本臨時会の会期を本日１日とすることに

決しました。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 
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  まず、財産の譲渡についての議案１件につい

ては、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、

討論、表決の順で行うこととしました。 

  次に、条例案４件についてでありますが、一

括議題とし、提案理由説明、総括質疑の後、総

務常任委員会に付託し、本会議休憩中、委員会

を開催し審査、審査終了後、委員長報告、質疑、

討論、表決の順で行うことといたしました。 

  以上、本臨時会の運営について、議会運営委

員会において協議決定いたしましたので、議員

各位の御賛同と御協力を賜りますようお願い申

し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、７番佐藤信行議員、８番

小松武美議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  本臨時会の会期については、先ほど議会運営

委員長報告のとおり、本日１日としたいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本臨

時会の会期は本日１日と決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本臨時会に説明のため、出席を求めた者の職、

氏名、議員派遣の報告は別紙のとおりでござい

ますので、御了承願います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第４ 議第４０号 財産の譲渡について 

○議長  日程第４ 議第40号 財産の譲渡につ

いてを議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました議第40号 財産の譲

渡についての提案理由を申し上げます。 

  本案は、旧荻小学校を民間事業者に譲渡する

ため、地方自治法第96条第１項第６号の規定に

より、御提案申し上げるものでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第40号は、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略いたしたいと思います。これに、御異

議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

40号は委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑はございませ

んか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結
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いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第40号 財産の譲渡については、原案のと

おり決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

40号は、原案のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第５ 議第３６号から 

  日程第８ 議第３９号まで計４件 

○議長  日程第５ 議第36号 南陽市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてから、日程第８ 議第39号 

南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてまでの議案４件を、議事の都

合により一括して議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、議第36号 

南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてから、議第

39号 南陽市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の制定についてまでの議案４件につき

まして、一括して提案理由を申し上げます。 

  初めに、議第36号 南陽市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について申し上げます。 

  本案は、職員の子の看護等休暇につきまして、

対象となる子の範囲を拡大するため、条例の一

部を改正するものでございます。 

  次に、議第37号 南陽市税条例の一部を改正

する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人

市民税の所得控除における特定親族特別控除の

追加や軽自動車税における二輪車の車両区分の

見直しなど所要の改正を図るため、条例の一部

を改正するものでございます。 

  次に、議第38号 南陽市都市計画税条例の一

部を改正する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、地方税法の一部改正に伴い、項のず

れによる整理について所要の改正を図るため、

条例の一部を改正するものでございます。 

  次に、議第39号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

  本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、

課税限度額の引上げ及び低所得者に係る軽減措

置の拡充について所要の改正を図るため、条例

の一部を改正するものでございます。 

  以上、条例案４件につきまして、一括して提

案理由を申し上げましたが、御審議の上、御可

決くださいますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  ただいま議題となっております議案４件につ

いて、総括して質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております議案４件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、所管の総務常任委員会に付託

いたします。 

  なお、本議案の審査は、この後の休憩中に総

務常任委員会を開催し、審査願います。 
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令和７年第１回臨時会議案付託表 
 

                                                             ７．４．２１ 

付 託 

委員会 
議案番号 件          名 件 数 

総 務 

議第３６号 
南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

４ 

議第３７号 南陽市税条例の一部を改正する条例の制定について 

議第３８号 
南陽市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議第３９号 
南陽市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 
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○議長  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は予鈴によってお知らせいたします。 

    午前 １０時１４分 休 憩 

─────────────────── 

    午前 １０時４０分 再 開 

○議長  再開いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （総務常任委員長報告） 

○議長  ただいま議題となっております議第36

号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてから、

議第39号 南陽市国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の制定についてまでの議案４件に

ついて、総務常任委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員長 須藤清市議員。 

  〔総務常任委員長 須藤清市議員 登壇〕 

○総務常任委員長  私から総務常任委員会の報

告を申し上げます。 

  本臨時会において、当委員会に付託されまし

た議案４件について、先ほど第２委員会室にお

いて、関係課長等の出席を求め委員会を開催し、

慎重に審査いたしましたので、その経過と結果

について御報告を申し上げます。 

  初めに、議第36号 南陽市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを申し上げます。 

  本案は、職員の特別休暇である子の看護等休

暇について、対象となる子の範囲を拡大するた

めに条例の一部を改正するものであります。 

  当局より、現行の９歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある子から中学校就学の

始期に達するまでの子に拡大するものであり、

これは山形県と同じ取扱いとし、子育てを支援

するものとの説明がなされました。 

  委員からは、中学校就学の始期に達するまで

といった文言に改正される理由について質問が

あり、当局より、様々な事情で小学校就学の猶

予といった場合も想定されることから、具体的

な年齢での規定をしない旨の答弁がなされまし

た。 

  また、県の改正時期について質問があり、当

局より、県では平成25年の４月から適用されて

いる旨の答弁がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第37号 南陽市税条例の一部を改正

する条例の制定について申し上げます。 

  本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改

正を行うものであります。 

  当局より、主な改正内容のうち、個人市民税

では、扶養控除での所得要件の引上げがあり、

大学生世代である19歳から23歳未満の子どもを

扶養する場合に受けられる特定扶養控除につい

ても、扶養される子どもの所得要件を10万円引

き上げ、58万円とするとともに、新たな所得控

除として特定親族特別控除が追加され、扶養さ

れる子どもの所得金額の段階に応じ、45万円か

ら３万円までの幅で控除が受けられること、施

行期日は令和８年１月１日で、令和７年中の所

得に対する令和８年度の住民税の賦課から適用

されるとの説明がありました。 

  次に、軽自動車税の１点目は、今年11月から

実施される排出ガス規制を踏まえて、総排気量

が125cc以下での最高出力が４キロワット以下

に制御された二輪車が、従来の50cc以下の原動

機付自転車と同じ第一種原動機付自転車の区分

に追加されたため、これに係る軽自動車種別割

税率は従来の50cc以下の原動機付自転車と同じ

2,000円となり、併せて種別割減免の際の提出

書類の記載事項についても所要の改正を行うこ

と。 

  ２点目は、いわゆるマイナ免許証の運用開始

に伴い、軽自動車税の減免の際に必要となる免
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許証の提示についても、マイナ免許証を追加す

るものであること。 

  施行期日は公布の日から施行し、軽自動車税

の賦課期日の関係で今年４月１日に遡り、今年

度分から適用するものであるとの説明がありま

した。 

  次に、たばこ税では、加熱式たばこが紙巻き

たばこよりも税負担水準が低いことから、課税

の適正化を図るため、加熱式たばこの課税方式

を見直すものであること。 

  施行期日は令和８年４月１日であるが、令和

８年９月まで激変緩和措置が設けられることの

説明がなされました。 

  そのほか、今回、福島復興再生特別措置法に

よる固定資産税及び都市計画税の特例措置が終

了したことに伴い、地方税法附則に規定されて

いた条項が削除されたため、条例で引用してい

た項、番号のずれを整理するものであるとの説

明がありました。 

  委員からは、新しい規格となる原動機付自転

車、また、いわゆるマイナ免許証についてはそ

の内容について十分に浸透しておらず、市民生

活に支障をきたさないよう周知広報の必要があ

るとの意見が出されました。また、たばこ税の

値上がり幅について質問があり、当局より、報

道の情報では、上げ幅でおよそ50円から100円

程度になると見られているとの答弁がありまし

た。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第38号 南陽市都市計画税条例の一

部を改正する条例の制定についてを申し上げま

す。 

  本案は、地方税法の一部改正に伴い、所要の

改正を行うものであります。 

  当局より、都市計画税においても、議第37号

同様、福島復興再生特別措置法特例措置の終了

に伴う引用項、番号のずれの整理であるとの説

明がありました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第39号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について申し上げ

ます。 

  本案は、地方税法施行令の一部改正に伴い、

所要の改正を行うものであります。 

  当局より、改正内容の１点目は、課税限度額

の引上げであり、高所得者層に負担を配分して、

中間所得者層の負担増加の軽減を図るため、基

礎課税額を１万円引き上げて66万円とし、後期

高齢者支援金等課税額を２万円引き上げて26万

円とするもので、介護納付金課税額は据置きと

し、改正後の限度額の総額は106万円から109万

円になること。 

  また、軽減の判定基準額の引上げは、昨今の

物価上昇の状況を踏まえ、より広範囲の所得層

で負担軽減を受けられるよう、５割軽減、それ

から２割軽減の判定基準額を引き上げるもので

あり、特に被保険者数による加算の部分を増額

して、扶養関係にある世帯員が多いところを重

点的に対象とするものであることの説明があり

ました。 

  なお、具体的には、５割軽減については判定

基準額の被保険者１人当たりの加算額が１万円

増加して30万5,000円に、２割軽減については

１人当たり１万5,000円増加して56万円になる

ものであります。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 
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  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第36号 南陽市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てから、議第39号 南陽市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定についてまでの議

案４件については、総務常任委員長報告のとお

り決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

36号から議第39号までの議案４件については、

総務常任委員長報告のとおり決しました。 

  最後に、お諮りいたします。 

  本臨時会において、議決されました議案の中

で、整理を要するものについては、会議規則第

43条の規定により、その整理を議長に委任願い

ます。これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 

  以上をもって、本臨時会に提案されました議

案の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  令和７年第１回臨時会の閉会に当たり

まして、一言、御挨拶を申し上げます。 

  本臨時会におきましては、御提案申し上げま

した議案につきまして、慎重に御審議を賜り、

全議案とも原案のとおり御可決をいただきまし

たことに厚く御礼を申し上げます。 

  さて、昨年５月に発生した秋葉山林野火災の

惨事を繰り返さないために、南陽市では４月９

日から５月17日までを林野・野火火災特別警戒

期間として独自に設定し、消防団や消防署の御

協力をいただき、火災予防運動を展開しており

ます。林野火災は、一人一人が防火意識を高め

ることで未然防止を図ることが肝要であること

から、市民の皆様には、火災予防について広く

知っていただけるよう、様々な機会を利用して

呼びかけをしているところでございます。乾燥

する季節でございますので、火の取扱いにはく

れぐれも御注意くださいますようお願い申し上

げます。 

  春の風物詩であります第69回山形県縦断駅伝

競走大会が27日から開催され、最終日の29日に

ランナーが南陽市を通過いたします。前回大会

では、南陽・東置賜チームは惜しくも総合２位

となり12連覇を逃しましたが、今回は総合優勝

奪還を目指し、冬のうちから遠征を行い、レベ

ルアップを図っていると伺っております。チー

ム及びランナーの皆さんに向けて、沿道から皆

様の応援をお願い申し上げます。 

  結びになりますが、桜咲く季節を迎え、議員

各位におかれましては、各般にわたり、御健勝

にて御活躍されますことを心から御祈念申し上

げまして、御礼の挨拶といたします。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉   会 

○議長  これをもちまして、令和７年南陽市議

会第１回臨時会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  どうも御苦労さまでした。 
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    午前 １０時５５分  閉  会 

 

南陽市議会議長  
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同        
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第１号 

令和７年６月２日（月）午前１０時開議 

 

議会報告  議会運営委員長報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 

日程第 ２ 会期の決定 

 

日程第 ３ 諸般の報告 

 

日程第 ４ 表彰状の伝達 

 

日程第 ５ 報第 １号 令和６年度南陽市一般会計予算繰越明許費の繰越額報告について 

 

日程第 ６ 報第 ２号 令和６年度南陽市一般会計予算事故繰越しの繰越額報告について 

 

日程第 ７ 報第 ３号 令和６年度南陽市水道事業会計予算の繰越額報告について 

 

日程第 ８ 報第 ４号 令和６年度南陽市下水道事業会計予算の繰越額報告について 

 

日程第 ９ 報第 ５号 南陽市土地開発公社経営状況説明書の提出について 

 

日程第 10 同意第３号 南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

日程第 11 同意第４号 南陽市池黒財産区管理委員の選任について 

 

日程第 12 議第 42号 財産の取得について 

 

日程第 13 議第 43号 南陽市介護保険給付基金条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

日程第 14 議第 44号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定について（小滝辺地） 

 

日程第 15 議第 45号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定について（中川辺地） 
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日程第 16 議第 46号 南陽市道路線の廃止について 

 

日程第 17 議第 47号 南陽市道路線の認定について 

 

日程第 18 議第 41号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第１号） 

 

日程第 19 予算特別委員会の設置について 

 

日程第 20 請願の付託 

 

  散   会 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第１号に同じ 
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───────────────────────────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１６名） 

  １番   髙  岡  遼  多  議員   ２番   大  友  太  朗  議員 

  ３番   茂 出 木  純  也  議員   ４番   佐  藤  和  広  議員 

  ５番   中  村  孝  律  議員   ６番   外  山  弘  樹  議員 

  ７番   佐  藤  信  行  議員   ８番   小  松  武  美  議員 

  ９番   濱  田  藤 兵 衛  議員  １０番   伊  藤  英  司  議員 
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 １３番   島  津  善 衞 門  議員  １４番   高  橋  一  郎  議員 

 １５番   板  垣  致 江 子  議員  １６番   遠  藤  榮  吉  議員 

◎欠席議員（０名） 
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説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

長 沢 俊 博 総 務 課 長  穀 野 純 子 み ら い 戦 略 課 長 

小 野 勝 司 
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主 幹 

 島 貫 正 行 財 政 課 長 

大 沼 清 隆 税 務 課 長  川 合 俊 一 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  髙 橋 直 昭 福 祉 課 長 
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課 長 

山 口 広 昭 農 林 課 長  渡 邊 正 規 商 工 観 光 課 長 

嶋 貫 幹 子 観 光 振 興 主 幹  加 藤 善 和 建 設 課 長 

遠 藤 晃 司 上 下 水 道 課 長  髙 橋 宏 治 会 計 管 理 者 

堀   裕 一 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

安 達   心 学 校 教 育 課 長  田 中   聡 社 会 教 育 課 長 

角 田 朋 行 史 跡 文 化 主 幹  吉 田 茂 樹 
選 挙 管 理 委 員 会 
事 務 局 長 

青 木   勲 代 表 監 査 委 員  佐 野   毅 
監査委員事務局長 
（併）ＤＸ普及主幹 

山 内 美 穂 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

   

──────────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

太 田   徹 事 務 局 長  江 口 美 和 局 長 補 佐 

小 阪 郁 子 庶 務 係 長  楠   賢 史 書 記 
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 会 期 日 程 表

月 日 会 議 時 間 委員会 場 所 適 用

６月２日

（月）
本会議

午前

１０時
議 場

開会、会期決定、議案上程、提

案理由説明、総括質疑、予算特

別委員会設置、議案・請願委員会

付託、散会

６月３日（火）・４日（水） 休 会

５日

（木）
本会議

午前

１０時
議 場 一般質問

６日

（金）
本会議

午前

１０時
議 場 一般質問

７日（土）・８日（日） 休 会

９日

（月）
本会議

午前

１０時
議 場 一般質問

１０日（火） 休 会

１１日

（水）
休 会

午前

１０時
総 務 全協室 事件審査

１２日

（木）
休 会

午前

１０時

文 教

厚 生
全協室 事件審査

１３日

（金）
休 会

午前

１０時

産 業

建 設
全協室 事件審査

１４日（土）～１６日（月） 休 会

１７日

（火）
休 会

午前

１０時

予 算

特 別
議 場 補正予算審査

１８日

（水）
休 会

午前

１０時

予 算

特 別
議 場 補正予算審査

１９日（木） 休 会

２０日

（金）
本会議

午前

１０時
議 場

委員長報告、質疑、討論、表決、
追加議案上程、提案理由説明、

質疑、討論、表決、閉会
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開   会 

○議長（遠藤榮吉議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  去る５月26日告示になりました令和７年南陽

市議会６月定例会を開会いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開   議 

○議長  ただいま出席されている議員は16名全

員であります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第１号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで本定例会の運営等について、議

会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 高橋一郎議員。 

  〔議会運営委員長 高橋一郎議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  私から、議会運営委員会の報告を申し上げま

す。 

  本日招集されました令和７年６月定例会の運

営について、去る５月30日午前９時より議会運

営委員会を開催し協議いたしましたので、その

結果について御報告いたします。 

  本定例会に提案されます議案は、報告５件、

同意案２件、条例案その他議案６件、補正予算

案１件の計14件であります。 

  当局より、総務課長及び財政課長の出席を求

め、提出議案の説明を受け、議案数及び一般質

問の通告を考慮し、協議いたしました結果、定

例会の会期を本日から６月20日までの19日間と

決した次第であります。 

  この19日間の会期において、お手元に配付し

てあります日程表に従い、本会議、各常任委員

会及び予算特別委員会を開催し、御審査くださ

るようお願い申し上げます。 

  次に、議案の審査について申し上げます。 

  まず、報告５件につきましては、一括して説

明を求め、質疑を行うことといたしました。 

  次に、同意案２件については、１件ずつ議題

とし、提案理由説明、委員会付託省略、質疑、

討論省略、表決の順で行うことといたしました。 

  次に、条例その他議案６件でありますが、財

産の取得についての議案１件については、提案

理由説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決

の順で行うことといたしました。 

  条例その他議案５件につきましては、一括議

題とし、提案理由説明、総括質疑の後、所管の

各常任委員会に付託といたしました。 

  次に、補正予算案１件につきましては、提案

理由説明、質疑省略、予算特別委員会設置、同

委員会に付託の上、審査をしていただくことに

いたしました。 

  次に、一般質問でありますが、通告議員は８

名でありますので、御報告いたします。 

  最後に、請願について申し上げます。 

  受理いたしました請願は１件であります。別

紙、請願付託表により、所管の総務常任委員会

で審査することにいたしましたので、御了承を

お願い申し上げます。 

  以上、本定例会の運営について、議会運営委

員会において協議、決定いたしましたので、各

議員の御賛同と御協力を賜りますようお願いを

申し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行

います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長が指名いたします。 

  会議録署名議員は、１番髙岡遼多議員、12番

山口裕昭議員の両議員を指名いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第２ 会期の決定 

○議長  日程第２ 会期の決定を議題といたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期については、先ほどの議会運

営委員長報告のとおり、本日より６月20日まで

の19日間としたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、本定

例会の会期は本日より６月20日までの19日間と

決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長  日程第３ 諸般の報告であります。 

  本定例会に説明のため出席を求めた者の職、

氏名、議員派遣の報告、議会庶務報告、定例監

査報告について、別冊諸般の報告のとおりでご

ざいますので、御了承願います。 

────────────────── 

○事務局長  ここで、遠藤議長に代わりまして、

島津善衞門副議長、議長席にお願いいたします。 

  〔島津善衞門副議長 議長席に着席〕 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第４ 表彰状の伝達 

○副議長（島津善衞門議員）  日程第４ 表彰

状の伝達であります。 

  去る５月20日、東京で開催されました第101

回全国市議会議長会定期総会において、遠藤榮

吉議長が市議会議員25年在職として表彰され、

さらに全国市議会議長会評議員としての功績に

より感謝状が贈られました。 

  受賞されました遠藤議長には、長年の御功績

に対し、心より敬意を表します。 

  それでは、このたび全国市議会議長会から表

彰されました遠藤議長に対し、これより表彰状

と感謝状の伝達を行います。 

  遠藤議長、前にお進み願います。 

（表彰者登壇） 

────────────────── 

表  彰  状 

南陽市 遠 藤 榮 吉 殿 

  あなたは市議会議員として、25年の長きにわ

たって市政の発展に尽くされ、その功績は特に

著しいものがありますので、第101回定期総会

にあたり、本会表彰規程によって特別表彰をい

たします。 

  令和７年５月20日 

全国市議会議長会 

会長 丸 子 善 弘 

────────────────── 

感  謝  状 

南陽市 遠 藤 榮 吉 殿 

  あなたは全国市議会議長会評議員として会務

運営の重責にあたられ、本会の使命達成に尽く

された功績は誠に顕著なものがありますので、

第101回定期総会にあたり、深甚な感謝の意を

表します。 

  令和７年５月20日 

全国市議会議長会 
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会長 丸 子 善 弘 

────────────────── 

○副議長  ただいま表彰状と感謝状の伝達を行

いましたが、遠藤議長は、地方自治の進展に多

大なる御功績を挙げられ、これが認められ表彰

されました。誠におめでとうございます。 

  今後とも市政の発展と市民福祉の向上にます

ますの御活躍をお願い申し上げ、お祝いの言葉

といたします。 

  それではここで、遠藤議長から御挨拶をお願

いいたします。 

  登壇の上、お願いいたします。 

  〔16番 遠藤榮吉議員 登壇〕 

○遠藤榮吉議員  ただいま、私のために時間を

つくっていただきまして、誠にありがとうござ

います。 

  25年前を振り返りますと、１番の議席でござ

いました。髙岡議員、そこですが、私はテレビ

のところでした。23人が議員定数で、毎年、そ

れから選挙するたびに２名ずつ議員が減ってい

ったのかなと。 

  前回、私が議長のときに議員定数を減らしま

せんでした。25年はすごい歳月だなというふう

に、四半世紀ですから。そのとき、この議場に

いた人はたった一人しかいません。山内美穂。

私にバッジをつけてくれた人。ここに何十人、

50人くらいいますが、あとは誰もいません。も

う一人いました。須藤議員が私の三つ上くらい

にいたんです。二人でした。本当に長い月日が

だんだんと身にしみて、大変なことをやってい

るんだなというふうに今思っております。その

頃は、本当にやんちゃで何でもありの議員でし

た。でも、年とともに丸くなって、皆さんのこ

とを考えながら議会に臨んでおります。 

  本当に人との出会い、荒井市長が初めての市

長で、その次に塩田市長、今は白岩市長です。

本当に人と人がしゃべって、この間も言ったん

ですが、政治というのは言葉を形にするだけで

す。市民の福祉向上のために何かできることを

やっていきたいというふうに思って、ずっとあ

っという間に25年が過ぎたんだなというふうに

思います。 

  そのとき、小林武夫さんが30周年のとき、お

かげさんというはがきを頂きました。いいこと

はおかげさん、相田みつをが言うように悪いこ

とは身から出たさびと。少し襟を正しながら、

もうちょっといいことをやっていきたいなとい

うふうに思います。支持者の皆さんのおかげで、

25年を達成したことにつきましては、本当に支

持者の皆さんに感謝しております。 

  評議員の感謝状を頂きましたが、議員の皆さ

んが私を議長にしてくれたので、頂いた感謝状

でございます。本当に議員の皆さんにも感謝を

しつつ、もうちょっと頑張ってやりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

  本日は誠にありがとうございました。（拍手） 

○副議長  以上で、表彰状の伝達は終了いたし

ました。 

────────────────── 

○事務局長  遠藤議長、議長席にお願いいたし

ます。 

  〔遠藤榮吉議長 議長席に着席〕 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第５ 報第１号から 

  日程第９ 報第５号まで計５件 

○議長  日程第５ 報第１号 令和６年度南陽

市一般会計予算繰越明許費の繰越額報告につい

てから、日程第９ 報第５号 南陽市土地開発

公社経営状況説明書の提出についてまでの報告

５件を、議事の都合により一括して議題といた

します。 

  この際、市長より説明を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 
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○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました報第１号 令和６年

度南陽市一般会計予算繰越明許費の繰越額報告

についてから、報第５号 南陽市土地開発公社

経営状況説明書の提出についてまでの報告案５

件につきまして、一括して提案理由を申し上げ

ます。 

  初めに、報第１号 令和６年度南陽市一般会

計予算繰越明許費の繰越額報告について申し上

げます。 

  本案は、令和６年度予算に計上しましたデジ

タル社会実現に向けた行政システム改修事業費

をはじめとする各種事業につきまして、令和６

年度事業費の執行が困難であることから、繰越

明許費として令和７年度に繰り越したため、地

方自治法施行令第146条第２項の規定により、

御報告するものでございます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

願います。 

  次に、報第２号 令和６年度南陽市一般会計

予算事故繰越しの繰越額報告について申し上げ

ます。 

  本案は、令和６年度予算に計上しました災害

対策一般事務費につきまして、国の通知により、

事故繰越として令和７年度に繰り越したため、

地方自治法施行令第150条第３項の規定により、

御報告するものでございます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

願います。 

  次に、報第３号 令和６年度南陽市水道事業

会計予算の繰越額報告について申し上げます。 

  本案は、令和６年度に予算計上した事業のう

ち、国の補正予算により３月に補正の追加を受

けたため、事業執行を翌年度に繰り越す案件の

１件を建設改良費繰越として、地方公営企業法

第26条第３項の規定により御報告するものでご

ざいます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

願います。 

  次に、報第４号 令和６年度南陽市下水道事

業会計予算の繰越額報告について申し上げます。 

  本案は、令和６年度に予算計上した事業のう

ち、国の補正予算により３月に補正の追加を受

けたため、事業執行を翌年度に繰り越す案件が

１件、また、工事施工に伴い、地元関係機関と

の調整に不測の日数が生じ、年度内の完成が困

難である案件が１件の計２件を建設改良費繰越

として、次に、工事施工に伴い、地中障害物の

撤去作業に不測の日数が生じ、年度内の完成が

困難である案件の１件を事故繰越として、地方

公営企業法第26条第３項の規定により御報告す

るものでございます。 

  繰越額につきましては、繰越計算書を御高覧

願います。 

  次に、報第５号 南陽市土地開発公社経営状

況説明書の提出について申し上げます。 

  本案は、地方自治法第243条の３第２項の規

定により、南陽市土地開発公社から提出されま

した令和６年度決算書及び令和７年度事業計画

につきまして御報告するものでございます。 

  初めに、令和６年度事業についてでございま

すが、令和６年度実施の事業はございませんで

した。 

  財務状況につきましては、財産目録及び貸借

対照表のとおりでございます。 

  次に、令和７年度の事業計画でございますが、

現段階で具体的な事業計画はございませんが、

市から代行用地取得依頼や工業団地造成等の要

請があった場合に対応できるよう一定の予算を

計上しております。 

  詳細につきましては、決算書及び予算書を御

高覧願います。 

  以上でございます。 

○議長  ただいまの報告５件について、総括し

て質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 
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○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  報第１号から報第５号までの報告５件につき

ましては、報告事項でありますので、御了承願

います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１０ 同意第３号 南陽市固定資産評

価審査委員会委員の選任につい

て 

○議長  次に、日程第10 同意第３号 南陽市

固定資産評価審査委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、同意第３号 

南陽市固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて提案理由を申し上げます。 

  本委員のうち、１名が本年６月30日をもって

任期満了となりますので、議案書記載のとおり、

再任の１名を適任と認め選任いたしたいので、

御提案申し上げるものでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております同意第３号は、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。 

  よって、同意第３号は委員会付託を省略する

ことに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。 

  同意第３号は討論を省略したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第３号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  同意第３号 南陽市固定資産評価審査委員会

委員の選任について、これを同意したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって同意第

３号は同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１１ 同意第４号 南陽市池黒財産区

管理委員の選任について 

○議長  次に、日程第11 同意第４号 南陽市

池黒財産区管理委員の選任についてを議題とい

たします。 

  この際、市長に対し提案理由の説明を求めま

す。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、同意第４号

南陽市池黒財産区管理委員の選任について提案

理由を申し上げます。 

  本財産区管理委員のうち、１名が欠員となっ

ておりますので、議案書記載のとおり、新任の

１名を適任と認め、選任いたしたいので、御提

案申し上げるものでございます。 

  御審議の上、御同意いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長  お諮りいたします。 
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  ただいま議題となっております同意第４号は、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略いたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、同意

第４号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  お諮りいたします。 

  同意第４号は、討論を省略したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって同意第

４号は討論を省略することに決しました。 

  お諮りいたします。 

  同意第４号 南陽市池黒財産区管理委員の選

任については、これを同意したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって同意第

４号は、同意することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１２ 議第４２号 財産の取得につい

て 

○議長  次に、日程第12 議第42号 財産の取

得についてを議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、議第42号 

財産の取得について提案理由を申し上げます。 

  本案は、冬期間の安全な市民生活や産業経済

活動が確保できるように、除排雪対策の充実を

図るため、除雪ドーザを更新いたしたく、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により、御提案申し

上げるものでございます。 

  なお、取得予定価格、取得の相手方などは、

議案書記載のとおりでございますので、御審議

の上、御可決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第42号は、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略することにしたいと思います。これに

御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

42号は委員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ございません

か。 

  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  一つお伺いしたいと思います。 

  この除雪ドーザに関しましては、更新をする

というふうなことでお伺いしておりますけれど

も、古いドーザの処分が出てくるわけですけれ

ども、処分については当然会計上、売払いとい

う形になるとは思うんですが、その辺について

お伺いをしたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  加藤建設課長。 

○建設課長  ただいまの質問にお答えいたしま

す。 

  今の除雪ドーザにつきましては、今後、南陽

市除雪組合と協議しまして、処分等について協

議する予定でございます。 

  以上です。 
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○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  その場合は、売払いではなく

て、例えば除雪組合のほうに譲渡するんだった

ら譲渡するというふうな形になるんでしょうか。 

  要するに、鉄の売払いという形での収入見込

みというのがあるのかなと思ったものですから、

お伺いした次第です。 

○議長  答弁を求めます。 

  加藤建設課長。 

○建設課長  ただいまの質問にお答えいたしま

す。 

  今までの事例でございますが、有償による売

渡し等もございました。今回のドーザにつきま

しては、これから協議しますので、まだ未定で

ございます。 

  以上です。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  あまりに古くて使い物になら

ないというようなことだとは思うんです。その

場合は売払いという手段もあるのかなというふ

うに思って、どっちみち、使わないということ

であれば、そのようなこともあるのかなと思い

ますので、協議の中で決定していくということ

ですので、ぜひよろしくお願いします。 

○議長  よろしいですかね。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

  質疑がございませんので、質疑を終結いたし

ます。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第42号 財産の取得については、原案のと

おり決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

42号は原案のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１３ 議第４３号から 

  日程第１７ 議第４７号まで計５件 

○議長  次に、日程第13 議第43号 南陽市介

護保険給付基金条例等の一部を改正する条例の

設定についてから、日程第17 議第47号 南陽

市道路線の認定についてまでの議案５件を議事

の都合により一括議題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、議第43号 

南陽市介護保険給付基金条例等の一部を改正す

る条例の設定についてから、議第47号 南陽市

道路線の認定についてまでの議案５件につきま

して、一括して提案理由を申し上げます。 

  初めに、議第43号 南陽市介護保険給付基金

条例等の一部を改正する条例の設定について申

し上げます。 

  本案は、介護保険法に基づく保健福祉事業の

実施につきまして、新たな保健福祉事業を追加

し、その財源に南陽市介護保険給付基金を活用

することから、南陽市介護保険条例及び南陽市

介護保険給付基金条例の一部を改正するもので

ございます。 

  次に、議第44号 辺地に係る公共的施設の総

合的な整備計画の策定（小滝辺地）について及

び議第45号 辺地に係る公共的施設の総合的な

整備計画の策定（中川辺地）について申し上げ

ます。 

  本案は、小滝地区及び中川地区が辺地に係る

公共的施設の総合整備のための財政上の特別措

置等に関する法律における辺地に該当すること

となったことから、小滝地区及び中川地区に係

る公共的施設の総合的な整備計画を策定するこ

とについて、同法第３条第１項の規定に基づき、
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議会の議決を求めるものでございます。 

  次に、議第46号 南陽市道路線の廃止につい

て申し上げます。 

  本案は、南陽市道路線を県に移管するため、

廃止するものでございます。 

  次に、議第47号 南陽市道路線の認定につい

て申し上げます。 

  本案は、市道３路線を認定するものでござい

ますが、初めに南陽警察署北西線及び若狭郷屋

玉ノ木線につきましては、民間の宅地開発道路

が完成したことにより認定するものでございま

す。 

  次に、蒲生田関口３号線につきましては、蒲

生田関口線が開通したことに伴い、第１蒲生田

踏切が閉鎖となったため、既存の道路の取付道

路として認定するものでございます。 

  なお、廃止、認定路線名等は議案書記載のと

おりでございます。 

  以上、議案５件につきまして、一括して提案

理由を申し上げましたが、御審議の上、御可決

くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。 

  ただいま議題となっております議案５件につ

いて総括して質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がございませんので、質疑を終結

いたします。 

  ただいま議題となっております議案５件は、

会議規則第37条第１項の規定により、別紙議案

付託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会

に付託いたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１８ 議第４１号 令和７年度南陽市

一般会計補正予算（第１号） 

○議長  次に、日程第18 議第41号 令和７年

度南陽市一般会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ただいま上程されました、議第41号 

令和７年度南陽市一般会計補正予算（第１号）

につきまして、提案理由を申し上げます。 

  補正の主な内容は、高齢者新型コロナウイル

スワクチン接種費用の追加、令和７年１月から

の大雪に起因する農林水産物等災害対策事業費

補助金の追加、県補助金を受けて実施する農業

関係事業補助金の追加、企業版ふるさと納税基

金を活用した秋葉山焼損森林再生事業費の増額

補正、辺地対策事業債を活用したロータリー除

雪車購入費の追加などであり、財源につきまし

ては、国県支出金、繰入金などで措置するもの

でございます。 

  また、債務負担行為の追加、地方債の変更を

いたすものでございます。 

  以上、提案理由を申し上げましたが、御審議

の上、御可決くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  質疑は、予算特別委員会において行うことと

し、この際、質疑を省略したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１９ 予算特別委員会の設置について 

○議長  日程第19 予算特別委員会の設置につ
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いてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議第41号の補正予算案を審査するため、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置したいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議長

を除く全員をもって構成する予算特別委員会を

設置することに決しました。 

  議第41号の補正予算案は、ただいま設置いた

しました予算特別委員会に付託をいたします。 

  予算特別委員会は日程に従い、委員会を開催

し、審査願います。 
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 議 案 付 託 表

７．６．２

付 託

委員会
議案番号 件 名 件 数

総 務

議第４４号
辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定に

ついて（小滝辺地）
２

議第４５号
辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定に

ついて（中川辺地）

文 教

厚 生
議第４３号

南陽市介護保険給付基金条例等の一部を改正する条

例の設定について
１

産 業

建 設

議第４６号 南陽市道路線の廃止について

２

議第４７号 南陽市道路線の認定について

予 算

特 別
議第４１号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第１号） １
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  日程第２０ 請願の付託 

○議長  日程第20 請願の付託であります。 

  本定例会において受理いたしました請願は、

１件であります。別紙請願付託表のとおり、所

管の総務常任委員会に付託をいたします。 
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 請 願 付 託 表

７．６．２

付 託

委 員 会

受理年月日

受 理 番 号

件 名

請 願 者
紹 介 議 員 摘 要

総 務 ７. ５. ２６

請願第２号

日米地位協定の見直しを求める意見書

の提出について

鶴岡市水沢字行司免 43－13

沖縄に応答する会＠山形

代表 漆山 ひとみ

板垣 致江子
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請願第２号

日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について

紹介議員 板 垣 致江子

（請願趣旨及び理由）

第 2次世界大戦終結後 80年を迎える本年、世界情勢はロシアのウクライナ侵攻をはじ

めイスラエルとパレスチナのガザ地区での紛争など「力の支配」への回帰が見られる中、

我が国では国際法に則った「法の支配」を世界に継続して訴え続けています。

しかし、その中にあって我が国国内では日米地位協定という不平等条約のなか基本的人

権が踏みにじられる事案が継続して発生しています。

特に在日米軍基地周辺での航空機の騒音や振動、演習などに伴う環境問題をはじめ、繰

り返される米軍人による性暴力などの事件、事故により住民の生活が脅かされるなどの社

会問題が深刻化しているほか、我が国首都上空の一部が米軍の管制下にあることで民間機

の運航に影響が生じるなどの問題も発生しているが、日米地位協定により在日米軍などに

は原則として我が国の国内法が適用されないなど、我が国の主権が大きく制限されている

状況となっています。

一方、我が国同様に米軍が駐留している他国ではそれぞれの国内法が原則として米軍に

適用されており、我が国への対応との矛盾が見られるところです。

よって、国においては在日米軍基地に起因する諸問題から国民の生命財産及び基本的人

権を守るため、在日米軍に我が国の国内法の原則適用を旨とする日米地位協定の即時見直

しを強く要望するものです。

地方自治法第 124条の規定により、上記のとおり請願書を提出します。

令和７年５月２６日

請願者住所 鶴岡市水沢字行司免 43－13

氏 名 沖縄に応答する会＠山形

代表 漆 山 ひとみ

南陽市議会議長 遠 藤 榮 吉 殿
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散   会 

○議長  以上をもちまして本日の日程は全て終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  どうも御苦労さまでした。 

    午前１０時３９分  散  会 

－39－



 

 

 

 

 

 

 

 

 令 和 ７ 年 ６ 月 ５ 日 （ 木 曜 日 ）  

 

 

 

 

 本  会  議  
 



 

令和７年６月５日（木）午前10時00分開議 
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議事日程第２号 

令和７年６月５日（木）午前１０時開議 

 

日程第 １ 一般質問 

 

  散   会 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 
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──────────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１６名） 

  １番   髙  岡  遼  多  議員   ２番   大  友  太  朗  議員 

  ３番   茂 出 木  純  也  議員   ４番   佐  藤  和  広  議員 

  ５番   中  村  孝  律  議員   ６番   外  山  弘  樹  議員 

  ７番   佐  藤  信  行  議員   ８番   小  松  武  美  議員 

  ９番   濱  田  藤 兵 衛  議員  １０番   伊  藤  英  司  議員 

 １１番   須  藤  清  市  議員  １２番   山  口  裕  昭  議員 

 １３番   島  津  善 衞 門  議員  １４番   高  橋  一  郎  議員 

 １５番   板  垣  致 江 子  議員  １６番   遠  藤  榮  吉  議員 

◎欠席議員（０名） 
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説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

長 沢 俊 博 総 務 課 長  穀 野 純 子 み ら い 戦 略 課 長 

小 野 勝 司 
情 報 シ ス テ ム 
主 幹 

 島 貫 正 行 財 政 課 長 

大 沼 清 隆 税 務 課 長  川 合 俊 一 総 合 防 災 課 長 

伊 藤 直 人 市 民 課 長 補 佐  髙 橋 直 昭 福 祉 課 長 

佐 藤 幸 代 障 が い 支 援 主 幹  嶋 貫 憲 仁 
す こ や か 子 育 て 
課 長 

山 口 広 昭 農 林 課 長  渡 邊 正 規 商 工 観 光 課 長 

嶋 貫 幹 子 観 光 振 興 主 幹  加 藤 善 和 建 設 課 長 

遠 藤 晃 司 上 下 水 道 課 長  髙 橋 宏 治 会 計 管 理 者 

堀   裕 一 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

安 達   心 学 校 教 育 課 長  田 中   聡 社 会 教 育 課 長 

角 田 朋 行 史 跡 文 化 主 幹  吉 田 茂 樹 
選 挙 管 理 委 員 会 
事 務 局 長 

佐 野   毅 
監査委員事務局長 
（併）ＤＸ普及主幹 

 山 内 美 穂 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

──────────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

太 田   徹 事 務 局 長  江 口 美 和 局 長 補 佐 

小 阪 郁 子 庶 務 係 長  楠   賢 史 書 記 
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開   議 

○議長（遠藤榮吉議員） 御一同様、御起立願い

ます。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は16名全員であ

ります。 

  よって、直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より、説明員竹田啓子市民課長が

都合により欠席の旨、通知がありましたので、

代わりに伊藤直人市民課長補佐が出席しており

ますので、御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第２号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  本定例会において一般質問の通告があった議

員は８名であります。 

  一般質問においては、発言される議員、答弁

される執行部ともに簡明に行い、その成果が十

分に得られるよう、そして市民の負託に応えら

れますよう、特段の御配慮をお願いいたします。 

  なお、本定例会の一般質問において、中村孝

律議員、山口裕昭議員、高橋一郎議員より、映

像を使って説明したい旨の申出がありましたの

で、これを許可いたします。 

  それでは、順序に従い一般質問に入ります。 

─────────────────── 

濱 田 藤兵衛 議員 質 問 

○議長  初めに、９番濱田藤兵衛議員。 

  〔９番 濱田藤兵衛議員 登壇〕 

○濱田藤兵衛議員  皆さん、おはようございま

す。 

  ９番、日本共産党の濱田藤兵衛です。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

  まず、３月議会で一般質問の直前になってコ

ロナ感染が分かりまして、突然欠席をしたとい

うことで、議長さん、それから市長、そして市

当局、それから議会事務局の皆さんにも大変御

迷惑をおかけしたことをまず冒頭にお詫びして

おきたいと思います。どうもすみませんでした。 

  さて、私の一般質問は訪問介護についてであ

ります。 

  後は読み上げる形で説明をしていきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  （１）私は、昨年６月議会に引き続き、訪問

介護の問題について質問したいと思っておりま

す。その理由は、介護サービスの充実は昨年の

共産党市民アンケートで３番目に多かった要望

事項であり、市内の高齢者の多くが強い関心を

持つ事柄だからであります。 

  その中の一人の声を紹介いたします。「様々

な事情から在宅介護が困難な、あるいは入院中

で退院を勧められても受け入れる老健施設や特

養施設が待機者でいっぱいで、すぐに入るとい

うのは全く不可能なのが現状のようです。これ

では、保険と言いながら、いざ給付が必要とな

ったら「行くところがない」というのでは、ま

さに国家的な詐欺です。」と記入されておりま

した。 

  この方の場合、在宅介護にして訪問介護サー

ビスを受けることになりますが、今、全国で訪

問介護事業所の倒産、廃業が相次いでいるとい

います。そのために、訪問介護サービスが受け

られるとは限らない。介護保険は2000年に始ま

りますが、2000年の介護保険開始時の介護保険

料平均月額2,911円から始まって、今は平均月

額6,225円を支払っております。 

  これを仮に私の場合に当てはめて、仮に私の
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場合に当てはめるといいますのは、私は2000年

に介護保険が開始されましたけども、当時既に

45歳でして、最初の５年間は保険料を支払って

おりません。そういうこともありまして、仮に

というふうに言葉をつけておりますので、補足

をしておきたいと思います。 

  40歳から64歳まで月額2,911円を25年間、65

歳から平均寿命の80歳まで6,225円を16年間払

えば、総額約200万円の保険料を支払うことに

なります。それなのに、いざ介護保険を利用し

たいときに、入所施設に空きがなく、訪問介護

サービスも使えなければ、非難されても当然で

はないでしょうか。厚労省老健局長を務め、制

度創設を主導した堤修三氏も改悪を続けた現行

介護保険制度を「国家的詐欺」と批判している

ことが報道されております。 

  さて、2024年４月から訪問介護基本報酬が２

から３％減額されて１年が経ち、市内の介護事

業所の事業収入の面、運営の面でどう影響した

かをまず明らかにしていきたいと思っておりま

す。 

  全国の状況は、2019年度から2023年度までの

５年間で、8,600以上の訪問介護事業所が消滅

をしました。全国約1,700自治体のうち、約４

分の１弱に当たる374自治体で、訪問介護事業

所はゼロまたは１か所のみであります。山形県

の状況は、2017年の訪問介護事業所数を100と

した場合、2022年は95.4に減少し、全国ワース

ト７位、また高齢者１万人当たりの山形県の訪

問介護事業所の数は5.8となり、全国ワースト

２となっております。 

  市町村別に見ると、訪問介護事業所がゼロの

自治体は大江町、大蔵村、戸沢村、白鷹町、１

か所は尾花沢市をはじめ12市町村、この中には

置賜地区の川西町、小国町も入っております。 

  また、高齢者やその家族の相談に乗り、介護

サービスの利用に欠かせない計画書、ケアプラ

ンを作る介護支援専門員、ケアマネジャーの不

足も深刻になりつつあるといいます。 

  ケアマネジャーが働く、居宅介護支援事業所

が一つもない自治体は昨年末時点で全国29町村

に上り、事業者が残り一つの自治体が201市町

村あることが明らかになっています。 

  以上、全国と県内の実情を踏まえて、以下、

質問をいたします。 

  ①施設入所を希望しながら待機させられてい

る高齢者の数は、どれほどあるのでしょうか。 

  ②今現在、南陽市内で稼働している訪問介護

事業所は、幾つあるのでしょうか。南陽市の高

齢者１万人当たりの訪問事業者数は、幾つにな

るのでしょうか。 

  ③南陽市の介護保険運営協議会の資料を見る

と、令和５年までに二つの事業所が閉鎖されて

います。その理由は何なのでしょうか。特に、

公的な役割を持つ社会福祉協議会が令和４年３

月に訪問介護の事業を中止したのは、どのよう

な理由によるのでしょうか。 

  以上、お答えをいただきたいと思います。 

  続いて、（２）訪問介護事業所が事業を中止

する主な原因は、第１にホームヘルパーやケア

マネジャーなどの人材不足にあるといいます。

一般の労働者に比べて、月額７万円から８万円

以上低い賃金の問題、長時間・過密労働の厳し

い労働環境の下で、介護職員の離退職が相次い

でいますが、新規採用希望者は極めて少ないと

いいます。 

  実際、ホームヘルパーの有効求人倍率は、

2023年度で14倍を超えています。また、ヘルパ

ーの年齢構成は、20歳代は僅か４％、60歳代が

40％を超え、80歳代のヘルパーも現役として重

要な戦力になっており、「公的老老介護」と言

われる職員構成となっております。いずれ、高

齢のヘルパーの方々の退職が進んで、厚労省の

予測では、2026年度全国で必要なヘルパー240

万人のうち10％、25万人が不足すると予測をし

ております。 
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  訪問介護事業所を閉鎖する第２の原因は、介

護事業所の大幅な減収による経営危機でありま

す。 

  国が決める介護の公定価格である介護報酬は、

2003年度から2021年度に介護報酬の本体部分は

5.74％も削減され、さらに昨年４月から２から

３％削減されています。この結果、ほぼ平均的

な規模の訪問介護施設、20人前後のホームヘル

パーを雇用する小規模の事業者では、およそ年

額250万円以上の収入減になっているといいま

す。 

  もともと訪問介護事業所の約４割の事業所が

利益率０％未満の赤字事業所でありましたが、

厚労省のこの３月公表の2024年度訪問介護事業

所に関する事業所調査によれば、全国の訪問介

護事業所の６割近くが改定前より大幅な減収と

なったと報道されております。 

  厚労省は、「基本報酬を下げたものの、介護

職員の賃金引上げに充てる「処遇改善加算」を

ほかのサービスより高く引き上げているので事

業収入全体では影響はない」と語っております。

しかし、介護報酬がプラス改定になるのは、処

遇改善加算を取得していなかった事業所が新た

に取得する場合だけであり、プラス改定事業所

は全体の１割にも達しないといいます。 

  また、加算要件を見ますと、サービスの質が

より高い訪問介護への特定事業所加算は算定要

件が厳しく、24時間の連絡体制とそれに対する

訪問介護の体制整備、職員の３割以上が国家資

格の介護福祉士を持っている、研修体制の整備、

複雑な事務処理などの要件があり、大半を占め

る小規模事業所が加算要件をクリアするのは容

易ではないとお聞きしました。 

  さらに、老人保健施設の事業者など介護10団

体が全国１万1,203事業所について、この４月

に行った緊急調査によると、全体の79.7％が政

府の賃上げ支援策、5.4万円を申請し、78.1％

が介護職員処遇改善加算の最上位を算定してお

りますが、それでも賃上げ率は他産業との格差

が広がっており、政府の処遇改善策が極めて不

十分であると指摘しております。 

  こうした訪問介護事業所の厳しい経営実態と、

それによる訪問介護サービスを受けられない高

齢者の増加について、まず昨年６月に衆議院厚

生労働委員会で、全員一致で、2024年度の報酬

改定の影響について現場の意見を聴取し、必要

な措置を行うことを政府に求める決議が可決さ

れております。 

  次いで、全国市長会でも、この３月17日に訪

問介護基本報酬の減額について、緊急で十分な

財政支援、報酬改定期、あと２年半後になりま

すけれども、報酬改定期を待たず、必要な見直

しができる仕組みの導入という緊急要望書を国

に提出しております。 

  以上の概況を踏まえて、質問いたします。 

  ①市内の訪問介護事業所のヘルパーの数、正

規と非正規との割合、おおよその賃金は幾らか。 

  ②南陽市内の訪問介護事業所の23年度までと

24年度との事業収入変動はどうか、お答えいた

だきたいと思います。 

  （３）以上のような訪問介護事業への報酬引

下げによる事業所の大量の撤退・廃止・倒産が

進めば、介護事業に直接責任を持たせられた市

町村こそが住民から厳しい批判を受けることに

なります。 

  これを避けるために、新潟県村上市、人口５

万4,000人は報酬引下げによる減収分を昨年４

月の改定に遡って独自に援助し始めました。引

下げ前の23年、訪問介護の基本報酬に本体部分

の平均引上げ率とした0.61％を上乗せした額と、

引下げ後の実績の報酬額との差額を市内17の訪

問事業所に支払うものであり、３月に計年800

万円支払う予定だったと聞いております。 

  また、ガソリン代の高騰が事業を圧迫してい

るのをカバーするため、燃料費支援金として、

車１台につき月3,000円を支給するそうです。

－65－



 

さらに、利用者宅まで７キロ以上かかる訪問介

護に１回50円を上乗せするそうです。事業規模

は、600万円だということです。 

  この支援策は、次期介護報酬改定まで３年間

の措置で総額4,200万円、介護保険給付等準備

基金を取り崩すというものであります。 

  同様に、東京都世田谷区では、262の訪問介

護事業所に、１事業所当たり88万円を支給した

そうです。 

  また、北海道中頓別町は、「民間では耐えら

れない額の赤字だ。町が事業を救うしかなかっ

た」と、訪問介護事業所を町営化いたしました。 

  さらに、千葉県流山市では、事業所の賃金と

は別に、介護福祉士の資格を持った介護職員に

月9,000円の賃金補助を行っていると聞いてお

ります。 

  以上の全国の先進自治体の訪問介護事業への

支援策を踏まえて、南陽市行政としてもどのよ

うな支援を考えておられるのか質問したいと思

います。 

  ①国からの訪問介護基本報酬引下げの中で、

物価高、ガソリン価格高騰と、南陽市内の訪問

介護事業所の運営も厳しい。南陽市としても助

成を検討中と聞いておりますが、どのような助

成か、具体的にお聞きしたいと思います。 

  ②南陽市内の訪問介護サービス事業所では、

何よりも訪問介護ヘルパーの人材確保を望んで

おります。そのためには、何よりも訪問介護ヘ

ルパーの賃金引上げが必要であります。既にあ

る山形県の施策、福祉施設での非正規女性労働

者への賃金助成金年５万円に加えて、市独自の

上乗せ賃金施策が必要ではないでしょうか。市

長の考えをお聞きしたいと思います。 

  以上、どうぞよろしく御回答をお願いしたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ９番濱田藤兵衛議員の御質問にお答え申し上

げます。 

  初めに、訪問介護事業所の実情に係る御質問

の１点目、施設入所を希望している高齢者の待

機者数についてでございますが、南陽市内の施

設サービス提供を行っている事業所における待

機者は延べ287名になります。 

  なお、この287名の中には、複数の施設に申

込みをしている方、既に別の施設への入所が決

まっている方やお亡くなりになっている方など

も含まれるため、実人数ではございませんので、

あくまでも参考の数値として御理解をいただけ

ればと存じます。 

  次に２点目、今現在、南陽市内で稼働してい

る訪問介護事業所の数と高齢者１万人当たりの

訪問事業者数についてでございますが、訪問介

護事業所は市内に５施設、高齢者１万人当たり

の訪問事業者数は4.84事業所となっております。 

  次に３点目、令和５年までに二つの事業所が

閉鎖された理由は何か。特に、社会福祉協議会

が訪問介護の事業中止した理由についてでござ

いますが、閉鎖された事業所につきましては、

社会福祉協議会、訪問介護と介護サービスあん

ずの二つの事業所になります。 

  いずれも、事業継続していくために必要な介

護職員の確保が難しいなどの理由から、社会福

祉協議会訪問介護は事業を休止し、介護サービ

スあんずは事業を廃止しております。 

  次に、訪問介護事業所が事業中止する原因に

係る御質問の１点目、市内の訪問介護事業所の

ヘルパーの数、正規と非正規の割合、おおよそ

の賃金についてでございますが、市内のホーム

ヘルパーは58名、割合は正規が53％、非正規が

47％となっております。 

  また、市内ホームヘルパーの賃金については、

民間企業情報でもあり、答弁を差し控えさせて

いただきたいと存じます。 
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  ちなみに、厚生労働省の令和６年度介護従事

者処遇状況等調査結果によりますと、賞与を含

む月額が常勤で月平均約33万円と公表されてお

ります。なお、非正規についての数値は確認で

きませんでした。 

  次に２点目、南陽市内の訪問介護事業所の

2023年度までと2024年度との事業収入変動につ

いてでございますが、令和６年度と介護報酬改

定前の令和５年度を比較した場合、減少幅に

３％から10％のばらつきがあるものの、いずれ

の事業所も年間事業収入は減少しているとお聞

きしております。 

  次に、南陽市の支援に係る御質問の１点目、

南陽市としても助成を検討中と聞いたが、どの

ような助成かについてでございますが、市内の

訪問介護事業所に対して、訪問介護サービスに

おける基本報酬の引下げ分相当分を支援金とし

て交付することとし、その財源には介護保険給

付基金を活用したいと考えております。 

  また、実施期間としては、次期介護報酬改定

までの令和７年度及び令和８年度分と考えてお

りますが、その間に国において報酬等の改善が

図られれば、その時点で事業を終了する予定と

しております。 

  次に２点目、市独自の上乗せ賃金施策につい

てでございますが、現在の介護職の人材不足の

深刻な状況、また、少子高齢化により、将来に

至るまでの人手不足については深く懸念してお

り、山形県市長会や東北市長会で訪問介護サー

ビスの提供体制の維持に必要な報酬の在り方に

ついて国への要望、提言を重ねてまいりました。 

  市独自の取組といたしましては、物価高騰対

策支援として、複数回にわたり光熱費等に対し

て支援金を給付してまいりましたが、賃金の上

乗せを継続的に実施することは困難と考えてお

ります。 

  介護保険制度は、全国一律の基準を用いる社

会保障制度であることから、まずは介護事業に

関わる職員が安心して業務に従事できる賃金水

準を国の責任において確保するよう、今後も

様々な機会を捉えて強く要請してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ９番濱田藤兵衛議員。 

○濱田藤兵衛議員  ただいま回答いただきまし

て、誠にありがとうございました。 

  私自身も五つの事業所を回って、実態と要望

をお聞きしております。先ほどの御回答と重な

る部分、またちょっと重ならない部分もありま

すが、いずれも市のほうからの聞き取りのほう

が正確かと思いますが、私のほうの聞き取りの

ほうについても参考にしていただきたいと思い

ます。 

  訪問介護事業の収入については、報酬単価の

減額を、訪問回数を増やすことで補い、何とか

23年度並みにできたという施設が二つほどあり

ました。しかし、20％以上減額だったという施

設もございました。そういう中で、先ほど市長

からの答弁にもありましたが、物価高騰対策と

して30万円を頂いたのが大変ありがたかったと

いう話を聞いております。付言しておきたいと

思います。 

  ヘルパーの構成については、先ほど58人とい

う話がありましたが、私は50人ほどというふう

につかまえておりますけれど、訪問介護ヘルパ

ーのうち正規職員は平均年齢が50歳前後、非正

規職員は65歳前後となっております。70歳以上

の職員は10人ほどいました。ある施設では、訪

問介護ヘルパーが不足しているために、外国人

６人を採用した。しかし、言葉が不自由なため、

訪問介護ができないというふうに考えて、施設

内の入所者サービスを行って、今、研修中だと

いうふうに語っておりました。 

  介護の要請に応えられなかったことがありま

したかというふうに聞きましたら、人手不足の

ため、市外からの要請は断らざるを得なかった
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というふうに回答しております。 

  南陽市への要望については、何よりも職員の

確保が事業継続の鍵であり、職員の確保への支

援助成が欲しい、訪問介護ヘルパーへの賃金改

善助成が欲しい、次いでガソリン代の補助、ヘ

ルパーの資格取得への補助というものでありま

した。 

  賃金については、これはおおよそお話しして

いただいたところだけということになりますが、

正規職員は17万円から27万円、非正規職員は10

万円から12万円ほどでありました。 

  印象に残った言葉としては、「この仕事もや

れば面白いんですけどね」というふうに声があ

りました。当然その後に、言われなかったのは、

賃金が低いために、面白い仕事なんだけど続か

ないです、希望がないんですということがある

と思われます。 

  それから、ちょうどテレビのドキュメンタリ

ー番組で、89歳の訪問介護ヘルパーが自転車で

活き活きと各家庭を回って仕事をする様子が報

じられていた。御覧になった方もいらっしゃる

かと思います。在宅で高齢者が待っていてくれ

るのが励みだというふうに語っていました。 

  先ほどの市長の回答では、訪問介護事業所へ

の２年間の支援が新規に行われる計画だという

ことでありました。これについては、５月17日

付の山形新聞でも、県内で同様の支援策を打ち

出すのは初めてとの高い評価が行われておりま

す。 

  先進地区や新潟県村上市への情報収集も行わ

れ、国の訪問介護報酬削減の方針に逆らって、

独自の助成で報酬を元に戻す決断や、新しい条

例の作成までの事務量の多さを考えますと、市

長、副市長、担当課長、関係者の勇断と労力に

大いに敬意を表したいと思っております。 

  新潟県村上市の高橋市長さんは、国が減額を

決めたものを市が勝手に補ったりすれば、ペナ

ルティーが課せられるのではないかというふう

に心配したそうです。しかし、学校給食の完全

無償化等では、国会での答弁もあり、市町村、

県が応援するのは差し支えないという答弁があ

り、それなら介護保険事業でも訪問介護事業で

も同じではないか、そういうふうに勇気を得た

というふうに語っております。 

  ところで、訪問介護事業所の撤退、廃業、破

産のもう一つ大きな原因である訪問介護ヘルパ

ーの人手不足に対する施策については困難だと

いうような回答がございました。 

  しかし、ここを何とか超えないことには、特

に若い訪問介護ヘルパーの採用がかなわないと

いうことになるのではないでしょうか。実際に、

一般的な労働者の平均賃金よりも月額８万円以

上低いという全国的な統計ですが、最新の統計

では月額11万円低いという統計もあります。 

  そういう中で、若い人が専門学校まで行くか

どうか分かりませんけれども、必要な試験を通

って、そして資格も取って、そしてそれなりに

お金がかかった上で就職するには、11万円、８

万円低い事業所に就職するかと思えば、それは

なかなか困難だというふうに思うのが自然だと

思います。 

  どうぞ、市長におかれましては、ぜひ直接支

援の方策を考えていただきたいと思います。 

  そして、いろいろ資料を調べましたら、特に

大きな問題だということで指摘されていたのは、

職業紹介所、テレビ等でも幾つも幾つも職業紹

介のコマーシャルが出ますけれども、あれが一

体どれぐらいの費用がかかるのかということに

ついて、私も保育園の理事もしておりましたし、

いろんな情報を得ましたら、年収の２割から３

割、50万円から60万円を１回に支払わないと、

人材紹介会社を紹介してくれないというふうに

聞いております。 

  ただでさえ赤字の大きい事業所が一時的にそ

んな大金を支払えるかといったら、それはなか

なか困難です。 
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  そういうことを考えましたら、ぜひ市長には、

住み慣れた自宅で老後を送りたいという南陽市

の高齢者の要望に応えて、介護保険制度の運営

主体であり、責任と権限を持つ南陽市長がさら

なる勇断を奮って、訪問介護ヘルパーの賃金引

上げ助成の施策を実現していただきたいと考え

ておりますが、いかがでしょうか。 

  具体的には、山形県が既に実施しているよう

な時給を50円以上引き上げた福祉施設に非正規

労働者１人当たり年５万円の助成をすると、そ

れを市としても独自に上乗せをすると、そうい

うことなんかはもう既に県がやっていることで

すから、市でもできないというふうにはならな

いのではないか、そんなふうに思いますが、い

かがでしょうか。 

  どうぞ、南陽市の高齢者や訪問介護事業所の

期待に応えて、これからこういう方向を示した

いと、そういうことがございましたらお伺いし

たいと思います。市長、どうぞよろしくお願い

します。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  御質問にお答え申し上げます。 

  まず、全体的な感想としまして、この訪問介

護の基本報酬が減額されたことについては、全

国的に大変大きな問題となっており、南陽市と

しても危惧しているところでございます。そう

したこともあって、山形県市長会、春の市長会

におきまして、南陽市から訪問介護に係る報酬

の見直しについて独自に提案をしまして、それ

が採択され、先般行われた東北市長会において

も、その提案も採択され、そして昨日ですけれ

ども、全国市長会がありまして、その場で東北

市長会から出た本市の訪問介護に係る提案は採

択され、全国市長会全体として、国、政府への

提言になることになります。 

  国においては、基本報酬を下げたものの介護

職員の賃金引き当てに充てる処遇改善加算をほ

かのサービスよりも高く引き上げているので、

事業収入全体では影響はないと。収入全体では

影響はないかもしれないわけですが、処遇改善

加算というのは、処遇を改善する、賃金を増や

すということは人件費を増やす、その分が上乗

せされても、上乗せ分は賃金として出費に充て

られるので、プラス・マイナス・ゼロ、報酬の

削減額だけが実質的な収支のマイナスとして残

ってしまうと、そういう問題があり、もともと

利益を潤沢に計上している事業者であれば、そ

れは吸収可能かもしれませんが、ほとんどの事

業所はそうではないと、そして、特に山形県も

そうですし、東北や地方において、移動距離が

長い、しかも人材が不足している訪問介護分野

においては、経営がますます圧迫されていると

いう状況です。 

  このままでは、山形県内にもある訪問介護事

業所がゼロの自治体が次第に増えていく。南陽

市としても、その危惧を抱えているところであ

りまして、何とかしなければいけないというふ

うに思っております。 

  そこで、担当課のほうから訪問介護事業所の

声を受けて、今回の市の支援施策について提案

がありまして、それはやらなければいけないと

いうふうに思い、実施したところであります。 

  先ほど、村上市の高橋市長のお話がありまし

て、おとといも会議で一緒でありましたけれど

も、これは国の方針に逆らってというよりは、

国が全体を見て、制度を改定したけれども、現

場の実情と合わなかった部分については、やは

り現場の市町村が一番よく分かる話ですので、

そこをいかに是正していくかという、いずれに

しても制度を改善しようという中での模索だと

いうふうに思っております。 

  こういった実情を国に届けていくことが大切

だと感じています。 

  そして、御質問にありました訪問介護ヘルパ

ーの賃金上乗せにつきまして、本市でも検討い
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たしましたが、まずは、基本報酬減額分の穴埋

めとして一定の支援をさせていただくというこ

とで今回は考えましたけれども、今後も状況を

しっかり注視しながら必要な対応を取ってまい

りたいと考えております。 

○議長  ９番濱田藤兵衛議員。 

○濱田藤兵衛議員  御回答をありがとうござい

ました。 

  そして、東北市長会、全国市長会でのこちら

の要望の取入れなど、奮闘なさっていることに

ついて感謝申し上げたいと思います。 

  しかし、重ねて言うようですが、南陽市への

要望について私が伺ったことについて繰り返し

ます。何よりも職員の確保が事業継続の鍵であ

り、職員の確保への支援助成が欲しい、訪問介

護ヘルパーへの賃金改善に助成が欲しい、この

ように言っているということであります。 

  そしてまた、賃金については、常勤は38万円

だという御回答がありましたが、先ほど言いま

したとおり、常勤であっても南陽市の場合は17

万円から27万円だというふうに聞いております。 

この辺りについて、より正確な額があればいい

のでしょうが、私が聞いているところと市長の

御回答に大分乖離があります。間違いなく賃金

が低過ぎるというところに介護事業の訪問介護

事業の困難さがあるんだと思います。 

  ぜひもう一度、直接の訪問介護ヘルパーさん

への賃金改善等を考えていただくよう再度要望

いたしまして、私の質問を終了させていただき

ます。 

  ありがとうございました。 

○議長  以上で、９番濱田藤兵衛議員の一般質

問は終了いたしました。大変御苦労さまでござ

いました。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、11時といたします。 

    午前１０時３９分 休 憩 

─────────────────── 

    午前１１時００分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

中 村 孝 律 議員 質 問 

○議長  次に、５番中村孝律議員。 

  〔５番 中村孝律議員 登壇〕 

○中村孝律議員  改めまして、おはようござい

ます。 

  議席番号５番、保守公明クラブ、中村孝律で

す。 

  一般質問の機会をいただき、ありがとうござ

います。会派と議長に感謝申し上げます。 

  ６月に入り、周りを見渡しますと、田植を終

えた美しい田園風景や実をつけた果実園、ジベ

づけが始まったぶどう園が目に入ってきます。

心が落ち着き、穏やかな気持ちになる時期です。

この美しい風景は、農家の方々が先祖から受け

継いだ土地への愛着と感謝、誇りの表れである

と思います。この美しいふるさとの風景は、そ

れぞれの個人の財産でありますが、未来につな

がる本市の共有財産であるとも考えます。この

美しい風景を守ることは、この地に住み続ける

人たちや、これから移住を考える人たちの希望

や将来を担う子どもたちの郷土愛につながる大

切なものだと考えております。 

  しかし、その美しい風景が減り始め、荒れ果

てた農地が目につくようになってきております。

荒れた風景は、確実に市民をネガティブな気持

ちにさせていると思います。その原因は多様で、

減反政策、終わりのない獣害、採算が取れない

農業、後継者不足など、原因は多くあります。 

  高度成長は産業の中心を農林業から工業、商

業へ展開してきたと思います。工業、商業の発

展は大変重要です。また、農林業も同じで、本

市においては、その両立が求められていると思

います。全ての産業を発展させ、交流人口を増

やし、活気ある生活を維持する上では、交通イ
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ンフラは重要であり、日常社会生活、地域間交

流、物流に大きく影響するものと考えます。 

  話は変わりますが、本市出身のプロ野球選手

菅井信也選手について少し触れたいと思います。

彼は小学校３年生から野球を始め、中学校では

エースとして活躍し、山本学園高等学校、現在

の惺山高等学校に進学し、南陽市赤湯在住の野

球部監督から投手としての指導を受け、プロ志

願届を出すまでに成長しました。山本学園高等

学校は甲子園出場の経験は一度もありませんが、

二人もプロ野球選手を出している学校でありま

す。 

  本人の努力はもちろんですが、南陽市在住の

野球部監督のすばらしい指導と人脈の結果でも

あります。2021年度のドラフト会議で、育成枠

３巡目で指名を受けました。2024年の６月に支

配下選手契約を結び、背番号71を獲得しました。 

  入団から４年が経った今季、菅井選手は４勝

目をマークしました。育成出身投手から出場選

手登録、１軍昇格を果たしてのこの結果は快挙

であり、本市としては誇るべきことです。この

快挙に、本市を挙げて祝福し、盛り上げていく

べきだと強く考えております。 

  参考ですが、2024年12月に菅井選手が所属す

るプロ野球本拠地において、１日警察署長を務

めております。また、他県において講演会の開

催、野球教室も行い、多くの交流を深めている

ようです。本市としても、後援会の立ち上げへ

の後押し、様々なイベント開催をぜひともお願

いしたいものです。 

  それでは、通告に従い、一般質問をさせてい

ただきます。 

  スマートインターチェンジ整備と中川地区新

産業団地計画について質問させていただきます。 

  （１）第６次南陽市総合計画、施政方針に掲

げているスマートインターチェンジの整備は、

産業振興、交流人口の拡大が図られ、経済の活

性化が期待されます。スマートインターチェン

ジ候補地付近には企業も多く、本市の活性化に

は重要かつ必要不可欠と考えます。 

  ①スマートインターチェンジは必要と思うか、

改めて質問いたします。 

  （２）中川地区の企業の新工場が上山市の

「かみのやま温泉インター産業団地」に建設す

ることで、新産業団地整備計画への影響はある

のかお聞きします。 

  ①新産業団地整備予定地は、国道、県道に挟

まれ、ＪＲの駅も近くにあり、今年度から閉館

となった児童館と休校となった小学校に面して

いるほか、近くには休校した中学校もあること

から、予定地の新産業団地整備は市の財産であ

るその施設の利活用には大きく影響する事業で

あります。地区内には、大小合わせて15社以上、

ここでちょっと訂正させてもらいますが、実質

は20社以上ございました。企業があることから、

産業団地の整備は今後の産業経済発展にはとて

も不可欠と考えます。市内地区内の企業に残っ

ていただくためにも、新産業団地は現在の整備

予定地に必要であると考えます。 

  そこで、市長のお考えをお聞きしたいと思っ

ております。 

  ２番目として、災害時の水源確保についてで

あります。 

  （１）近年、全国で大規模災害が発生してお

ります。阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊

本地震、能登半島地震などであります。現場に

おいて、緊急時の水確保問題は切実で、被災地

自治体が行った市民アンケートでは、地震後に

最も困ったこととして、水の確保が挙げられて

おります。これは、災害時の水供給体制に改善

の余地があると思われます。上下水道といった

水循環を構成する水インフラの耐震化は一層の

推進が必要と考えます。 

  今回は、もしもに備え、代替水源としての地

下水有効活用について伺います。地下水は飲料

水、生活用水、農業用水、工業用水などの水資
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源のほか、消雪やエネルギー源など、多様な用

途に利用される地域の貴重な資源であります。

災害時の水インフラの被災において、地下水が

生活用水の代替水源として重要な役割を果たし

ております。 

  本市においても、災害時に備え、地下水、い

わゆる井戸の活用について検討する必要がある

のではないでしょうか。 

  呼び名は様々ございますが、ここでは災害時

協力井戸と表現させていただいております。井

戸の所有形態は、公有、私有に大きく分かれま

すが、市内の井戸の所有主体を詳しく調査する

ことで、潜在的な災害時協力井戸の発見につな

がるものと考えております。 

  ①大規模災害が本市で発生し、給配水管や水

道設備が損壊したときの復旧までに要する最悪

の状況の想定について教えていただきたいと思

います。 

  ②災害時に役立つ代替水源は必要と思うのか、

お聞きいたします。 

  ③全国的に関心が高い井戸の活用、湧き水の

活用など、他自治体の取組を調査検討したこと

はあるでしょうか。 

  ④代替水源確保の重要性から、地下水活用推

進に向けた検討委員会などを設置する考えはあ

るでしょうか。 

  以上、質問とさせていただきます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ５番中村孝律議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、スマートインターチェンジ整備と中

川地区新産業団地計画についての御質問の１点

目、スマートインターチェンジは必要と思うか

についてでございますが、東北中央自動車道に

おきましては、米沢八幡原インターチェンジ以

北のインターチェンジ間の中で、南陽高畠イン

ターチェンジからかみのやま温泉インターチェ

ンジまでの距離が15.3キロメートルと最も長い

区間となっております。 

  この区間にスマートインターチェンジを設置

することにより、産業振興、観光の推進、経済

の活性化、物流の効率化が図られるほか、道路

網の多重ネットワーク形成による災害時の緊急

輸送路の確保及び救援物資の輸送、復旧支援活

動等の迅速化が期待されるため、スマートイン

ターチェンジは必要と考えております。 

  次に２点目、中川地区の企業の新工場がかみ

のやま温泉インター産業団地に建設されること

で、新産業団地整備計画への影響はあるかにつ

いてでございますが、産業団地の整備につきま

しては、議員がおっしゃるとおり、今後の産

業・経済発展には重要と考えております。 

  また、中川地区につきましては、配電盤関連

の企業が多く集積されており、地区全体の産業

活性化を維持していくためにも、地元企業支援

に引き続き力を注いでまいりたいと考えており

ます。 

  その一方で、産業団地の整備につきましては、

５月21日の議員全員協議会の中でも申し上げま

したが、今年度、副市長をトップにした産業団

地整備検討会を開催し、中川地区を含めた市内

全域において、改めて新産業団地の候補地を選

定していきたいと考えているところでございま

す。 

  次に、災害時の水源確保についての御質問の

１点目、大規模災害が本市で発生し、給配水管

や水道設備が損壊したときの復旧までに要する

最悪の状況の想定についてでございますが、本

市では、平成29年に作成した南陽市上下水道管

路更新計画におきまして、大規模地震発生時の

被害想定をまとめております。 

  その中では、平成28年11月に策定された山形

県地域防災計画に基づき、本市で最大の被害が

予測されるマグニチュード7.7規模の長井盆地
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西縁断層帯地震で設定しておりますが、市が管

理する配水管への被害につきましては、財団法

人水道技術研究センターが平成23年３月に発刊

しました地震による水道管路被害予測の手引き

に記載されている予想式を使用し、管種、継手、

口径、地形を考慮して算出すると、１キロメー

トル当たり0.93件の水道管の破損被害が発生す

ると予測され、管路延長253キロメートルの総

被害件数は234件、断水率は93.55％と見込んで

おります。 

  なお、応急復旧までに要する日数につきまし

ては３週間以内を目標として復旧対策を検討し

ております。 

  次に、２点目の災害時に役立つ代替水源確保

は必要と思うかについてでございますが、本市

は水源に乏しく、水道水の全量を山形県から受

水しております。そのため、大規模災害が発生

して、広域的な断水となった場合、他団体から

の給水支援に頼らざるを得ない状況にあります

ので、各御家庭におきましては、日頃からポリ

タンクや飲料水などを防災グッズとして備蓄す

ることを推奨しているところです。 

  非常時に備えた代替水源の確保は、災害時に

おける水の確保手段を多様化する有効な手段の

一つであると考えておりますが、本市では大規

模な水源が存在しないのが実情です。 

  次に、３点目の井戸や湧き水の活用など、他

自治体の取組を調査検討したことはあるのかに

ついてでございますが、現時点では、特定の自

治体の事例を基にした調査研究は実施しており

ません。 

  しかしながら、近年の自然災害の激甚化や断

水時における応急給水体制の重要性を踏まえま

すと、地域資源を活かした多様な水源の確保は

今後ますます求められてくるものと考えており

ます。 

  こうした認識の下、今後は本市の地域特性も

踏まえながら、飲料水としての確保は難しいも

のの、生活用水としての井戸や湧き水の活用に

ついて検討を進めてまいります。 

  次に、４点目、代替水源確保の重要性から、

地下水活用推進に向けた検討委員会等を設置す

る考えはあるかについてでございますが、議員

御指摘のとおり、災害時に備えた代替水源の確

保は重要であり、地下水の活用についても有効

な選択肢の一つと認識しております。 

  今後は、他自治体における先進的な事例や井

戸の衛生管理、供給体制、地域との連携の在り

方について情報収集を行い、本市における活用

可能性について研究してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ５番中村孝律議員。 

○中村孝律議員  スマートインターチェンジ整

備について、市長の答弁について再度質問させ

ていただきます。 

  市長の答弁は、令和元年、2019年、６年前の

６月定例会での山口正雄議員と同じ年の12月定

例会の白鳥議員の一般質問への答弁と同じこと

を今言われておりました。また、2017年、８年

前の市長のコラムでも同じ内容を言われており

ます。 

  本市は2017年、平成29年度よりスマートイン

ターチェンジ設置実現に向け、調査、検討を進

めたと認識しております。残念ながら、現在で

も国が調査する準備段階調査に至っていない状

況であります。本市における計画・検討、調整

が進まないことで、国として必要性が確認でき

ないため、選定箇所として調査対象に至ってい

ないものと私としては認識しております。 

  今のことについて、市長に質問します。その

ような感じで状況が進んでいないというのは、

現在そうなんでしょうか。国の準備段階調査が

至っていないという現状です。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長  スマートインターチェンジ整備に向け

た進捗の状況については議員のおっしゃるとお

りであります。その中でも、様々に状況の変化

や新たな課題が発生しているところでございま

す。 

  スマートインターチェンジに最も必要なのは、

どれだけ利用するのかということ、それから、

それがもたらす地域への効果がどれだけあるの

かと、そういった必要性がございますけれども、

私も国交省に行った折に担当の方と直接お話を

して、課題についていろいろ議論をさせていた

だいています。 

  その中では、その課題の一つとして、ＪＲ奥

羽本線との交差についてＪＲ側との議論につい

て進捗が図られることが必要というお話もいた

だいているところです。 

  また、議員も御存じのとおり、新たに山形県

の土砂災害特別警戒区域として、南陽パーキン

グエリアが含まれる警戒エリアが設定されたと

いうような状況もございます。ただ、これにつ

きましては、指定は最近でありますけれども、

数年前からその可能性についてはお話があった

ところでありまして、これについても非常に課

題だなというふうに感じているところです。 

  進捗をするには、それらの課題をいかに前進

させるかというのが必要というふうに考えてお

ります。 

○議長  ５番中村孝律議員。 

○中村孝律議員  市長答弁をありがとうござい

ます。予測していた私の内容と全く同じような

答弁でございました。 

  先ほど言いましたとおり、市長がスマートイ

ンターチェンジ整備に関する思いというのを、

過去の資料、様々に見させてもらいました。内

容を読みますと、市長の強い覚悟と必要だとい

う思いが十分伝わっておりました。 

  ぜひその思いが現在も変わることなく、強い

思いで事業に向けて進めていただきたいと強く

要望させていただきます。 

  次に、産業団地について再質問させていただ

きます。 

  新産業団地候補地の再検討に至った理由とい

うのは、近隣自治体に市内大手企業の新工場建

設が決まったことが影響しているのではないで

しょうか、お聞きします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  私からお答え申し上げます。 

  先月、中川地区の企業の新たな今後の投資計

画について公表があり、その中で、そういった

議員のおっしゃる動きがございました。そのこ

とと中川地区の産業団地については、当然関連

があり、影響はあるところでございます。 

  もともと市内の企業の振興あるいは企業誘致

においては、企業の動向を踏まえながら我々は

対応しているところがございます。そういった

中で、今回こういう公表になったことは、南陽

市としては大変残念に思っておりますが、最も

重要なことは南陽市に本社がある企業がさらに

発展し、雇用を拡大し、業績を伸ばしていただ

く、そういったことだというふうにも認識して

いるところで、今後も当該企業の皆さんとは連

携を密にしながら、今回の話で全て何か終わっ

たような話ではなくて、今後さらに中長期的な

企業の業績を進展させるための経営の方策など

についても、これは公表していないところでご

ざいますので、詳細は控えますけれども、お聞

きしているところですので、そういったものを

踏まえながら、南陽市としてできる限り市内企

業の振興に努めてまいりたいと考えております。 

○議長  ５番中村孝律議員。 

○中村孝律議員  このたびの大手企業が新工場

を近隣の自治体に建設するというニュースは、

これは大変大きなニュースでありまして、中川

地区はもとより、市内、県内、県外にまで衝撃

が走ったことが私の情報としてございます。 
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  60年間にわたり本市に本社工場を置き、多く

の市民が長く勤めていた大企業であります。地

域のシンボル的存在でもあります。そして、本

市においては宝であり、なくてはならない企業

であると思っております。 

  新工場が近隣自治体に建設することになった

要因は、今、市長が言われたとおり、様々な理

由、事情があったんだろうと思います。しかし、

その原因をしっかり調査し、対応が正しかった

のか、対応が遅かったのか、あらゆる角度から

検証し、反省をし、対策をしなければならない

と私は考えております。 

  中川地区や市内を回り、多くの経営者の方と

私は話をしてきました。多くの社員の方々も、

そして市民の方々とも、私の行動できる範囲の

中ですけども、できるだけ多くの方の意見を直

接会ってお話を聞いてきました。 

  ここでちょっと市長に提案がございます。現

在の商工観光課の体制では、市内企業、市外、

県外の企業への対応が間に合っていないと私は

考えております。 

  総務省のサテライトオフィス開設状況調査に

よると、地方公共団体が誘致または関与した開

設数は、新型コロナ感染症の影響などから、都

市部から地方への移転の流れもあり、近年増加

傾向となっております。新設企業による立地地

点の選定では、関連企業への近接性、人材、労

働力の確保、経営者などの個人的なつながり、

国、地方自治体の助成、高速道路を利用できる

か、地価、市場への近接性、原材料などの入手

の便などが挙げられているようです。そのよう

な市場調査、企業からの増設計画、将来の投資

計画などをしっかり調査し、適切に対応する専

門の課が私は必要だと思っております。 

  ぜひとも、企業誘致課のような組織を本市に

も設置願いたいと思っております。同じことが

起きぬよう、強く継続的に今後要望していきた

いと思っております。 

  今回のことは、本市の政策、方針をも変える

ほど影響が大きいと私は感じております。人口

減少の大きな要因にもなり得る出来事だと思っ

ております。 

  中川地区新産業団地整備事業は継続しなけれ

ばならないと私は考えておりますし、地域の声、

地元の企業の声でもあります。先ほど言いまし

たが、地域には大小合わせて約20社以上の企業

があります。そこには市民も働いていますが、

上山、山形からも通っている社員の方も多くい

らっしゃいます。経営者も市内の方だけではあ

りません。ここで整備をやめれば、事業を中断

すれば、本市への信頼は失墜し、失望と落胆さ

え感じ始める事態になることが予測されます。 

  スマートインターチェンジを実現するために

も、交通量の確保、利用台数が重要になります。 

  この地域には産業団地の整備、開発は絶対に

必要と私は思っております。計画をやめる選択

は私にはありません。計画の見直しは多くの信

頼を失い、失望させ、希望と未来を失うことに

もなるでしょう。 

  市長は、コラムでもマニフェストでも過去の

答弁でも同じ考えを言っておりました。スマー

トインターチェンジの必要性、産業団地も含め

交通量の確保が必要だという思いも、私も含め、

地元の経営者、地元住民、市民の方は見ており

ます。今だからこそ、試されているのだと私は

思っております。 

  市長の覚悟と本気を、市長はどうしたいのか、

どんな未来を望むのか、どうすれば実現するの

か、強い思いがあるからこそ、本気で努力し、

真剣に考え、知恵を絞り、仲間をつくり、信頼

し、実現に向けて諦めず前へ進んでいけるもの

だと私は思っております。私はそう信じてこれ

まで自分も生きてきましたし、自分の子どもに

もそう教えてきました。その考えは、私はこれ

からも変わりません。信念を曲げることはない

と思っております。 
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  改めて、市長に伺います。中川地区の産業団

地整備、開発の必要性、私が自分なりに情報を

集め、企業を回ってお聞きしたところ、必要だ

という意見が大半で、ほとんどでございました。

それに対して、市長の考えをお伺いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  スマートインターチェンジの必要性や

産業団地の必要性については、これまでも様々

な機会で述べさせていただきましたけれども、

それについて中村議員とは思いが一致している

というふうに思っております。 

  その中で、先ほどの質問の中でもお答えを申

し上げましたけれども、企業の今後の在り方や

経営の考え方、そういったところの情報収集は

非常に重要でございます。そういったことも踏

まえながら、南陽市として最適な対応を図って

いきたいというふうに考えておりまして、先ほ

どの答弁でも申し上げましたけれども、副市長

をトップに検討会を開催するに当たっては、そ

ういった視点で考えてまいりたいというふうに

思っております。 

○議長  ５番中村孝律議員。 

○中村孝律議員  まず、市長の考えをお聞きで

きまして、ありがとうございます。 

  副市長をトップに考えていく上で、中川産業

団地に関しては、私は継続を望みながら、そし

て、ほかの地域はほかの地域で、南陽市の発展

のために様々な検討をしていただくという考え

で、私はいっていただきたいと強く要望したい

と思っております。 

  ぜひ、夢と希望と魅力ある南陽市を築くため、

強く熱い思いと本気の覚悟を市長には要望いた

します。 

  続きまして、災害時の水源確保についてでご

ざいます。 

  山形県が平成28年11月に策定した山形県地域

防災計画は、同年に発生した熊本地震後になり

ます。令和６年１月１日に発生した能登半島地

震の状況は反映されていないと私は思っており

ます。本市が製作しました南陽市上水道管路更

新計画は平成29年作成ですので、同様に能登半

島地震は含まれておりません。 

  本市上下水道課から職員２名の派遣と給水車

１台が富山県のほうに派遣され、応援をしてき

ていると承知しております。飲料水に関しては、

私も市長と全く同じで、これは市民一人一人が

日頃から備蓄に心がけることが大事であるとの

認識をもちろんしております。 

  国は、能登半島地震で井戸水が活用された地

域があったことから、昨年11月から12月にかけ

て、全国の市区町村に井戸活用状況の政府調査

を行いました。1,490ある市区町村から回答を

得たとして、内閣官房の有識者会議に報告した

と発表されております。生活用水として使える

災害用井戸があるとした市区町村が全体の32％

にとどまっているとの発表です。 

  この政府による実態調査は初の試みで、政府

は今年度中に、井戸の設置に向けた指針を作成

し、自治体に周知するとのことです。主に民間

所有の井戸を災害用に登録する際の手順などを

示した指針をつくる予定とのことです。そうい

ったことからも、ぜひ検討していただきたいと

思います。 

  そこで、ちょっと映像のほうをよろしくお願

いしたいと思います。 

  今回の画像に対しまして、議長の許可をいた

だいております。また、モニターを使用して画

像を映すことに、自治体様の御協力、了解を得

ております。あと、市議会議員の方も含まれて

おりますので、その方の了解も私のほうで直接

得て、今回画像を使わせてもらうことになって

おります。御協力に感謝申し上げます。 

  初めに、こちらは大阪府藤井寺市の看板です。

こちらは登録申請を自治体へ要望しまして、登

録しますという方のところに、一般の方や市民
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の方が道路からよく見える場所に貼る看板でご

ざいます。 

  次、写真をお願いいたします。こちらは石川

県白山市の看板であります。 

  次、お願いいたします。こちらは千葉県習志

野市の看板です。 

  次、お願いいたします。こちらは、和歌山県

海南市の登録事業案内のチラシ、パンフレット

であります。このようなチラシを市民の方にお

配りして、登録要請の協力をお願いしたという

ものでございます。 

  次、お願いいたします。こちらは先ほどの石

川県白山市の募集案内のチラシであります。 

  次、お願いいたします。この写真は市内のあ

る企業の敷地内に設置された井戸の画像です。

この井戸は停電を想定し、手動でも汲み上げら

れるよう手押しポンプを昨年追加設置しており

ます。 

  画像は以上です。ありがとうございます。 

  このほかにも、ある自治体の民間の企業では、

井戸を利用した水洗の仮設トイレも開発してお

ります。そちらのほうはちょっと民間の画像だ

ったものですから、今回の画像には含まれてお

りませんが、私のほうでは資料がありますので、

後ほど必要であればお出ししたいと思っており

ます。 

  手押しポンプを設置した井戸を利用すれば、

停電時でも水洗トイレが災害時でも使用できる

ということで進められて、実際に設置している

ところも増えてきているようです。 

  もしものときの備えとして、市民の安心安全

のためにも、地下水、井戸を利用した代替水源

の確保に向けて前向きに検討していただきたい

と思っております。市長のお考えをお聞きしま

す。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員御質問の中で、能登半島地震の言

及もございましたけれども、昨日、おととい、

能登半島の珠洲市長、それから輪島市長とも災

害の会議で御一緒させていただきました。能登

半島地震では、地形の特性からインフラが次々

と断たれていって、生活に必要な機能の復旧に

相当な期間を要したと、その間の対応において

は、住民の皆さんからこの井戸水の活用をなさ

れたことが、避難生活において生活を守ってい

くための重要な要素の一つとなったと、国土交

通省もそのように認識しているとお聞きしてお

ります。 

  そうした意味からも、本市においても、この

災害時の協力井戸についてはぜひ前向きに取り

入れていきたいなというふうに思っているとこ

ろです。 

  ただ、市内には地下水の利用が適すところと

適さないところがありますので、適すところか

ら、そして協力いただけるところから順に、少

しでも災害時協力井戸が増えていけば、少なく

とも近隣の皆さんにとっては行政からの支援が

たとえ及ばなくとも、生活用水が確保できると

いうことですので、議員の御提言を踏まえて前

向きに進めていきたいと考えております。 

○議長  ５番中村孝律議員。 

○中村孝律議員  ありがとうございます。 

  ほかの自治体も、やはり避難場所に指定され

ている学校、そういったところに公共の井戸と

して設置をして、生活用水、一番はやっぱりト

イレです。私の調べたところでは、そういった

ことで利用するということで、避難場所に設置

している自治体がそれなりにございました。 

  本市においても、できればそういった避難場

所、水源が非常に困りそうな場所、そういった

ところに前向きに研究、検討していただきなが

ら進めてもらえればと思っております。 

  やはり政府のほうで、国のほうで、今年度、

そういったことで各市区町村に指針を出すとい

うことですので、その内容をまず見ていただき
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ながら、本市としてはどういった進め方がある

のかということも研究してもらいながら、しっ

かり市民の安心安全の確保のために、能登半島

の大きな地震が全てですけども、東日本も含め、

そういった経験を踏まえまして、最悪の事態を

想定した対応に取り組んでいただければ、なお

市民の安全安心につながるものと考えておりま

す。備えあれば憂いなしということでよろしく

お願いしたいと思います。 

  これで私からの質問を終わります。ありがと

うございました。 

○議長  以上で５番中村孝律議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

    午前１１時４２分 休 憩 

─────────────────── 

    午後 １時００分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

山 口 裕 昭 議員 質 問 

○議長  次に、12番山口裕昭議員。 

  〔12番 山口裕昭議員 登壇〕 

○山口裕昭議員  12番、保守公明クラブの山口

裕昭です。 

  先日腰を痛めてしまいまして、幾分動きに支

障があるためにちょっとお見苦しい面もあるか

と思いますけれども、御容赦いただければ幸い

です。 

  また、今回は昨年６月議会以来１年ぶりの一

般質問となります。これだけ期間を空けたこと

は初めてですので、少々緊張感もありますが、

よろしくお願いいたします。 

  さて、昨年の改選から１年が経過し、新しい

議場の雰囲気にもやっと慣れてきました。その

ような中、本市ではこの１年間、秋葉山の林野

火災や民間棟の住宅火災が複数発生するなどの

暗い話題や、本市に本社を構える大手企業の新

工場が市外へ流出するなどの大きな転換点での

出来事が多くありました。 

  大手企業の新工場移転の件については、この

後、高橋議員の一般質問でも詳しく取り上げら

れものと考えますので、この場では割愛いたし

ますが、昨年の本市の出来事で、もう一つ忘れ

てはいけない問題として、旧ハイジアパーク南

陽の問題があります。 

  旧ハイジアパーク南陽の施設は、本市の買戻

しから４月で１年が経過しました。この間、新

たな事業所の公募などを経て、市から今後の方

針が示されないままに、３月には二色根源泉の

廃止と送湯管の閉塞工事が決まり、これで温泉

施設としての再利用の道はひとまず絶たれたも

のと考えます。 

  しかし、建設当時、大きな予算を費やして開

業以来、長年市民の憩いの場として親しまれ、

その後も経営継続のために長年本市が多くの予

算を計上してきた旧ハイジアパーク南陽の今後

については、今現在も市民の大きな関心事であ

り続けています。 

  早い段階で、今後の道筋を市民に示すことは

行政の大きな使命であるとの観点から、以下の

質問を行わせていただきます。 

  まず最初に、旧ハイジアパーク南陽、施設の

現状について伺います。 

  昨年まで民間事業者が館内の解体工事を進め

ており、その内部については公開されていない

ため、不明な点が数多くあります。 

  また、本施設は営業を停止してから５年余り

の時間が経過しており、どのような建物でも長

年使用していない状況では必ず大きな問題が発

生することから、施設の経年劣化についても大

きな不安があると考えます。 

  そこで、何点かお伺いいたします。 

  ①外壁や屋根などについて、現状の点検は行

っていると思いますが、行っていれば現状につ
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いて御説明ください。 

  ②内部は解体工事が進められていたとのこと

ですが、進捗はどの程度だったのか、お教えく

ださい。 

  ③旧ハイジアパーク南陽は開業後33年が経過

し、通常考えても、設備の更新が必要な時期に

来ていると考えられますが、附帯設備、電気設

備等は使用可能な状態で保たれているのでしょ

うか。 

  次に、今後の方針について伺います。 

  温泉を廃止した現状では、今後の方針は解体

撤去して一旦更地とし、改めて今後の活用方法

を検討していくのか、または温泉施設以外の活

用を念頭に施設改修を行うの２択となってくる

のかと考えます。 

  このような状況で、今現在本市ではどのよう

な展望を持ち、進めていく方針でいるのか、お

聞かせください。 

  続いて、国民保護協議会の本市での状況つい

て伺います。 

  国民保護協議会とは、都道府県または市町村

が武力攻撃事態等において国民を保護するため

の措置に関する重要事項を審議し、国民保護計

画を作成する際に諮問機関として設置される協

議会であり、国民保護法に基づき、国、県、市

が連携して国民保護措置を講じる体制が整備さ

れており、国民保護協議会はこの体制を円滑に

機能させるための重要な役割を担っています。 

  世界情勢が不穏な昨今、市民の生命財産を守

ることは行政の大きな責務となるとの認識から、

以下の質問をさせていただきます。 

  （１）本市では、任期満了により国民保護協

議会の委員が選任されていない状況となってい

るようですが、この件に関して幾つかお伺いい

たします。 

  ①本市では、いつから国民保護協議会委員が

選任されていない状況が続いているのでしょう

か。 

  ②法定設置が義務づけられている２号委員、

現役自衛官もいない状況は非常に問題だと思い

ますが、このような状況についてどのように認

識されておられるのでしょうか。 

  ③最後に協議会が開催されたのはいつだった

でしょうか。 

  （２）ロシアのウクライナ侵攻やイスラエル

のガザ地区への攻撃、そして昨今の東アジアの

情勢を考えれば、危機は身近に迫っているとの

認識を持つ必要があり、国民保護法に則った対

応は必須と考えますので、本市の現状について

お伺いいたします。 

  ①県では、国民保護法制定に伴い、平成18年

には指針を示しているようですが、本市での対

応はどのようになっていたでしょうか。 

  ②現状、国民保護法に規定されるような事態

が発生した場合、本市の対応の根拠は何に基づ

いて行われるのでしょうか。 

  ③国民保護法では緊急事態においての住民と

の協力についても記載がありますが、本市の体

制は十分と言えるものとなっているのでしょう

か。 

  以上、壇上からの質問といたします。御回答

をよろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  12番山口裕昭議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、旧ハイジアパーク南陽の今後につい

ての御質問の施設の現状についての１点目、外

壁や屋根などについて現状の点検は行っている

のかについてでございますが、旧ハイジアパー

ク南陽は、現在は施設の外壁や屋根などを目視

で点検しております。 

  また、令和元年度には、施設の長寿命化を図

るため、建物全体の劣化がどの程度進行してい

るか、施設状況調査を実施いたしました。 
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  次に、２点目、内部は解体工事が進められて

いたとのことだが、進捗はどの程度だったのか

についてでございますが、譲渡先であった民間

事業者は、旧ハイジアパーク南陽の再開発事業

のため、建物内部のタイルカーペットの剥離作

業のみを行っており、建物の構造上の変更はな

いと確認しております。 

  次に、３点目、附帯設備は使用可能な状態で

保たれているのかについてでございますが、旧

ハイジアパーク南陽は、先ほど申し上げました

施設状況調査の結果から、施設や設備を使用す

るためには、経年劣化や耐用年数の経過から、

多くの修繕が必要であると認識しております。

平成４年の竣工から30年以上が経過し、営業時

から施設の老朽化が課題となっておりましたの

で、その状態については、基本的に使用できる

と認識しておりますが、部分的には破損してい

る場合もあろうかと存じます。 

  次に、今後の方針についてでございますが、

売買契約解除以降、広く市内外へ旧ハイジアパ

ーク南陽の活用に関する意向調査を行ってまい

りましたが、残念ながら具体的な提案までには

至りませんでした。 

  現在は、令和７年３月に二色根温泉を廃止し、

最低限度の施設の維持管理を行っているところ

でございます。 

  今後については、庁内で検討会を開催し、施

設の解体を含めて方向性を検討しているところ

でございます。 

  次に、国民保護協議会についての御質問の１

点目、本市ではいつから委員が選任されていな

い状況が続いているのかについてでございます

が、最後に任命された委員の任期は、平成31年

３月31日をもって終了しております。したがい

まして、それ以降、正式な任命は行っていない

状況でございます。 

  次に、２点目の法定設置が義務づけられてい

る２号委員もいない状況についての認識につい

てでございますが、本市では、これまで防衛大

臣の同意を得て、陸上自衛隊第６師団第20普通

科連隊長を２号委員として委嘱しておりました

が、現在は任期が終了し、以降後任の委嘱はな

されていない状況でございます。 

  現在、関係機関と調整を進めており、できる

か限り早期に任命を行い、適正な体制の下、国

民保護体制の強化に努めてまいります。 

  次に、３点目の最後に協議会が開催されたの

はいつかについてでございますが、平成31年１

月31日が最後となっております。 

  なお、協議会の開催につきましては、国民保

護計画の見直しなど開催を要する事案などがな

かったため、開催には至っていない状況でござ

います。 

  今後につきましては、適切な時期で協議会の

開催に向け、準備を進めてまいります。 

  次に、国民保護法に則った対応についての１

点目、県では平成18年に指針を示しているが、

本市の対応はについてでございますが、国にお

きましては、平成16年９月に国民保護法が施行

され、平成18年に国民の保護に関する基本方針

が示されております。山形県ではこれを受けま

して、平成18年１月に山形県国民保護計画を策

定しております。 

  本市におきましても、国・県の指針を踏まえ、

平成19年２月に南陽市国民保護計画を策定し、

武力攻撃や大規模テロなどへの対応として、市

民の避難、救援、物資供給等の体制を定めてお

ります。 

  今後も、県や関係機関と連携しながら、必要

な見直しや訓練等を通じて、実効性のある体制

づくりに努めてまいります。 

  次に２点目、国民保護法に規定されるような

事態が発生した場合、本市の対応の根拠は、何

に基づくのかについてでございますが、本市の

対応につきましては、国民保護法その他の法令、

国民の保護に関する基本指針、山形県国民保護
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計画及びこれらを踏まえ策定された南陽市国民

保護計画に従い、対応することになります。 

  この計画に基づき、国や県、関係機関と連携

し、避難や救援など必要な措置を講じてまいり

ます。 

  次に、３点目の緊急事態においての住民との

協力についての本市の体制についてでございま

すが、緊急事態が発生し、国民保護法の規定に

より、避難住民の誘導や救援、そして消火、負

傷者の搬送など、武力攻撃災害への対処に関す

る処置、保健衛生の確保に関する措置を行う必

要が生じた場合には、市が住民に対し、必要な

援助についての協力を要請することとしており

ます。 

  こうした協力体制を確保するため、本市では、

自主防災組織と連携しながら、訓練や広報を通

じて、住民の理解を得られる体制づくりを進め

ております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  先ほども申し上げましたけれ

ども、１年ぶりでありまして、非常に緊張して

おります。発言がちょっと不安定になることも

あるかと思いますけども、御容赦いただきたい

なと思います。 

  まず、旧ハイジアパークなんですけども、先

ほども壇上のほうでお話しさせていただきまし

たけれども、今、送湯管のほうも閉塞工事が決

まったということですので、取りあえずは解体

撤去か施設の再利用、どちらかの方法しかない

のかなと思うんですけれども、今現在、ある施

設のほうを解体撤去した場合ですけれども、ど

のぐらいの費用がかかるのかというのは、試算

はされておるのでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  ハイジアパークを解体したときの費用という

ことでございますが、民間事業者に譲渡する際

に、旧市民会館を解体したという実績がござい

ましたので、それを基にして延床面積で割り返

して試算をしたという数字はございます。その

後、旧ハイジアパークのほうからはアスベスト

が発見されているということもありまして、試

算の数字と多分大きく違うのかなということも

考えられますので、試算した結果については回

答を控えさせていただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  大まかな試算はされていると

いうことだとは思うんですけども、ここではっ

きり幾ら幾らと言っちゃうと、なかなか記録に

残ってしまって、今後に問題があるということ

で言えないんだろうなというのは、想像に難く

はないんですけど、まず、確認したいのは、解

体撤去の場合と施設の改修した場合で、現状に

ついての調査というのは必要になってくると思

うんです。 

  今現在、先ほどの、壊した場合は大体どのく

らいになるのかという試算をしているのかとい

う話もありますけれども、それ以外に、例えば

一番は外観ですよね。屋根ですとか、壁、構造

物の部分について、例えば屋根から雨が漏れな

いようにするとか、壁が崩れないようにすると

か、そういう大まかな部分についての試算とい

うのは、例えば、する場合、調査等にはどのぐ

らい時間とお金が必要なのかというのは大体分

かるでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  先ほど市長答弁で申し上げま

したハイジアパークに関しての施設状況調査と

いうものをしております。そのときの金額です

が、当時で152万円ほどかかってございますの
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で、現在、同じような調査をするということで

あれば、200万円くらいはかかるのかなと考え

ているところです。 

  以上です。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  解体撤去については、取りあ

えず幾らかかるか分からないとして、もしも再

利用する場合なんですけども、先ほども課長の

ほうから話がありましたけれども、今回、民間

事業者の事業が頓挫している理由のほうには、

アスベストの問題もあったと思うんです。 

  ただ、アスベストの問題というのも、実際の

ところは、タイルカーペットを剥がしたときに

出てきた接着材から微量に検出されたという内

容だったと思うんですけれども、カーペットと

いうのは、剥がせば出てきますよね、接着材な

ので。例えば剥がさないで、そのまま上から貼

っちゃえば問題なかったとか、そういう部分じ

ゃないかと思うんです。 

  今現在、下のほうは全部剥がしちゃったとい

う状況だと思うんですけども、壁については今

も壁紙が貼られているような状況かと思います。

これについては、もう一回上から新しいカーペ

ットを貼っちゃえば問題ないというような認識

で大丈夫なんでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  国土交通省で解説しているア

スベスト対策に関わるホームページ、こちらの

ほうを見ていただくと、アスベストが飛散しな

いように封じ込めを行うか、囲い込みを行えば

そのまま使っていいですよというような解説が

書いてございます。 

  そのようなことから、議員がおっしゃるよう

に、壁のほうには新しいアスベストを含まない

ような接着材なりで覆う、囲い込みをする、封

じ込めするような対策を取れば、問題ないと考

えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  だとすれば、今さらなんです

けども、そもそも、そんなに床材を剥がさなか

ったら、上から貼っちゃえば何も問題なかった

んじゃないかと思うんですけど、それについて

は、市長はどう思いますか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  壇上での答弁でも申し上げましたけれ

ども、平成４年の竣工から既に30年以上経って

おりまして、その間、大規模なリニューアルと

かは行っておりませんでした。 

  そうした経過があったことから、手をいじら

なければ何も問題ないかと言いますと、やはり

老朽化の問題は避けて通れないかというふうに

思っております。 

  もし、大規模にリニューアルした場合には、

当時で10億円以上の費用がかかったかと思いま

すので、現在においてはさらに何割増しかとい

う状況になっているかと思います。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  私が言いたいのは、そういう

ことじゃないんですね。 

  例えば、去年、あっちこっちに公募とかをし

たわけじゃないですか。いろいろな問題があっ

て不調に終わったという話も聞いていますけれ

ども、前回の民間事業者さんのほうが辞めると

きに、一番最初の理由に挙げたのがアスベスト

が検出されたという問題があったということだ

ったと思うんです。 

  ただ、私が思うに、先ほども言いましたよう

に、剥がせば出てくるんだったら、剥がさなき

ゃいいんじゃないのと、上から貼っちゃえばい

いんじゃないのというふうに私は思ったわけで

すよ。ただ、単純にそういう話なんですよ。 

  ほかの施設に関しては、市長もおっしゃった

ように、古いので、当然壊れている部分もある
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と思いますし、直す必要もあるとは思うんです。

ただ、言い方が悪いんですけど、あそこでアス

ベストの問題を前面に出されると、非常に印象

も悪くて、その後の対応が非常に難しくなるん

じゃないのかなというように私は思ったもので

すから、そういう発言をさせてもらっているわ

けなんですね。 

  実際、あそこの施設というのは、赤湯地区で

すとか、駅前ですとか、宮内のほうからもすご

く見えるんですよ。物すごく目立つので、市民

の方からもどうしてもやっぱりそう言われるん

ですよね。忘れたようでも、ちょっと見ると、

あそこにあるなというふうに目についちゃうん

で、そうすると、どうなっているのという話に

なっちゃうんですね。市民の関心が非常に高い

んです。あそこにあれがあるんだけど、いつま

であのままなのというふうになっちゃうんです

ね。 

  やっぱりいつまでもああやって塩漬けにして

おくと、不審者が立ち入ってしまったり、野生

動物が巣を作って変なふうになっちゃったりと

いうこともあり得ると思うんですね。 

  だから、それをやっぱり何とかするためには、

今後の指針のほうを早めに決めて、早急に動き

を進めることが必要じゃないかなと思うんです。

中途半端な状況というのが一番良くないと思う

んですね。 

  なので、一定の指針を早急に示すべきだと思

うんですけども、それについては、市長のほう

はどのようにお考えですか。 

○議長  答弁を求めます 

 市長。 

○市長  議員のおっしゃるとおり、非常に大き

な建物であり、眺望が良いということは下から

も見えるということですので、関心事になるの

は当然のことというふうに思います。 

  そうした中で、できるだけ早く示したかった

わけですが、なかなか難しい状況で現在に至っ

ているということです。 

  民間への譲渡を決めた状況と、あと、それか

ら、今の市の状況、あるいは経済状況、様々な

外部要因が変化してきているということもあり、

それに対応するような検討を今しているわけで

ありますけれども、できる限り早く結論を出せ

ればそれが望ましいということは、議員の認識

と一致しているところでございます。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  自分も、旧ハイジアパーク南

陽を何度も利用したことがありまして、温泉も

確かに良かったんですけれども、やっぱり眺め

がすごく良かったんですよね。置賜平野を一望

できるような絶好のロケーションで、夜になる

と夜景も結構きれいで、すごくいいなと、お風

呂に入っていても、露天風呂から見る景色なん

て本当に最高だったなと、自分は思っているん

です。 

  自分の個人的な意見としては、解体撤去とい

うのも悪くはないのかもしれないんですけども、

絶好のロケーションですので、ぜひロケーショ

ンを活かすために施設を再利用して、交流人口

の拡大につながるような事業を展開するのが望

ましいんじゃないかなと、個人的には思ってい

るんです。 

  費用面や運営面などの問題は物すごくいっぱ

いあると思います。再利用するにしても、お金

はどっから持ってくるのと、運営はどこでする

の、そういう部分では問題も確かにかなりある

とは思うんです。 

  ただ、あそこの場所というのは、本市の大切

なレガシーでもありますので、ぜひ何とか利用

していただいて、皆で良い知恵がないか、知恵

を出し合って考えていくのが一番いいんじゃな

いのかなと私は思うんですけれども、その辺、

ぜひよろしくお願いしたいということで、一言

市長のお考えを今後についてお伺いしたいと思

うんですけども。 
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○議長  一言で結構です。答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  旧ハイジアパークに係る維持管理経費

が膨大だったということと、もしそれをそのま

ま維持した場合には、この冬の除雪も大変厳し

かったのではないかということを踏まえながら、

今後の在り方については検討してまいりたいと

思います。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  その部分については、たしか

そのときも私は議員でいましたので、施設のほ

うを修繕等すると、10億円とか何億円もかかる

というようなお話も伺っていました。確かにそ

の金額を支払って、事業を継続するのが可能か

どうか、あとは毎年何千万円という経費のほう

をかけながら続けていくのが正しい方向だった

かというのは、確かに問題だと思います。 

  ただ、やはりあそこに対する市民の思いとい

うのは結構大きいんですよね。先ほども市長が

言われたように、眺望がいいということは下か

らも見えるので、どうしてもやっぱり下から見

て、どうなっているの、あれと皆さんに言われ

るんです。それについては、議員の私たちにも

非常に責任のあるところだと思いますので、ぜ

ひ何とかうまい具合にできるように、議会も考

えていきますので、市長のほうでも知恵を絞り

ながら、やっていただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  続いて、国民保護協議会についてになります

けども、まず、国民保護法について、内容に対

する説明のほうは先ほど壇上のほうで行ってい

るわけですけれども、分かりやすく説明してい

る図が防衛省のホームページにありましたので、

画像で見ながら再質問したいと思います。 

  最初の画像のほうをお願いします。 

  この図を見て分かるように、この国民保護法

での基礎自治体の役割というのは、最終的に住

民の皆さんと接するアウトプットの部分になる

わけです。しかしながら、本市ではここ数年間

にわたって委員の選任を行っておらず、協議会

の開催のほうも当然行っていないということで

す。 

  こういうことは、普段からの意識づけという

ものが非常に大切になってくるわけで、例えば

総合防災訓練での避難訓練がこれに対応すると

言ったとしても、協議会が開催されない今の現

状では、当然先頭に立って指導、監督するべき

委員の方がいらっしゃらないわけですので、こ

れは武力攻撃事態にも対応する訓練だとはっき

り言わない限りは認識が薄くなってしまうのは

仕方ないと思うんですけども、これについては、

市長、どうお考えですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長 

○市長  北朝鮮によるミサイル発射が頻繁に行

われていた時期から現在は、比較すれば、その

当時よりはまだ落ち着いている状況ではありま

すが、いつ、何どき、またミサイルを連続して

発射するような事態に至るかは誰も予想ができ

ないところでありまして、それに対する国民保

護の備えというのは、基礎自治体の役割も大き

いというふうに思っております。 

  そうした中ではありましたけれども、コロナ

禍という特殊な事情もあったにせよ、協議会の

委員が任期切れになっているということについ

ては遺憾に思っておりまして、適正な体制を今

後きちんと取れるようにしてまいりたいと思い

ますし、それから、シェイクアウト訓練、頭を

守ってしゃがむ訓練、そうしたものについても

総合防災訓練などで行ってきたこともございま

す。そうしたことも含めて、市民の皆さんの意

識向上は今後も継続して図ってまいりたいと思

います。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  今、市長が言われたように、

総合防災訓練等でも、シェイクアウト訓練、す

－84－



 

みません。横文字弱くて分からないんですけど

も、そういうのをやっていたということなんで

すけども、先ほども言ったように、やはりこう

いうことにも対応した訓練ですよということで

はっきり言っておかないと、その場、その場で

対応というのはなかなか難しいのかなと。 

  意識づけというのがやっぱり大事なので、そ

れがないとやっぱりどうしてもうまい具合にい

かないんじゃないかなと私は思うんですよね。

ぜひそこをお願いしたいなと。 

  また、図を見て分かるように、国や県の指示

とか、救援物資の搬入などの事態があった場合

に、最終的に関与するのは基礎自治体になるわ

けでして、市がボトルネックになって、市民に

必要な情報が伝わらないとか、救援物資が届か

ないというような事態があってはいけないと私

は思うんですよね。 

  まず、有事における市民の安全確保といった

観点から言いますと、令和４年６月議会、ちょ

うど今から３年前のこの場ですけども、市の姿

勢について質問したことがあったわけです。そ

のときは、当局や市長からは再三国民保護法や

県の国民保護計画を踏まえて対応するといった

発言があったようです。しかし、実際には、こ

の時点で、国民保護協議会は本市で開催されて

いないんです、既に。それで、また当然委員の

ほうは専任すらされていないという状況だった

というわけです。これというのは、いわゆる言

っていることとやっていることが一致していな

いという状況なんじゃないのかなと私は思うん

です。 

  この段階で、市長は、国民保護協議会の現状

について、当局のほうには確認されていたんで

しょうか。 

○議長  答弁を求めます 

  市長。 

○市長  その段階で担当に国民保護の協議会に

ついて確認していたかどうかということで申し

上げますと、私自身、確認はしておりませんで

した。 

  先ほども申し上げましたけれども、必要に応

じて国や県の様々な方針が変更され、それが市

町村の計画に反映されなければいけないという

ときに協議会を開催して、それを市の計画に反

映させるという性格のものでございますので、

そういった必要性がない場合にどう対応するか

というのは、この協議会は発足したものの、そ

ういった事態がなかなか起きていなかったとい

うこともありまして、協議会の開催はされてい

なかったところでございます。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  市長の今のお話ですと、そう

いう法律の改正とか、そういう事態が起きてい

なかったので、協議会のほうは開催していなか

ったということだとは思うんですけども、正直

協議会を開催する、しないと、委員がいる、い

ないでは別の次元の話なんですよ。協議会を開

催しなくても、取りあえず委員の選任だけはし

ておかないと、何かがあったときに、突然集め

ようと思っても、委員がいなかったら集められ

ないじゃないですか。取りあえずは、まず委員

の選任だけはしておかなくちゃいけなかったと

思うんです。 

  ここで２枚目の画像お願いしたんですけども、

これなんですけども、県から入手した画像なん

ですけど、まず任命なしの自治体が３自治体ほ

どあります。これは問題なんですけども、任期

満了が本市を含めて６自治体で、なぜか置賜地

区に多いんですけど、これは一旦任命して、そ

の後、任期満了でそれっきりということは、平

成18年、2006年の国や県からの指導でその状況

を見て、協議会を立ち上げて、委員の選任はし

てみたものの、北朝鮮からの度重なるミサイル

発射や戦況のこう着した感じの垣間見えるロシ

アのウクライナ侵攻などの状況に慣れ切ってし

まっていて、まさにゆでガエル状態になってい
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て、全く何もしなかったということではないか

と思うんですね。ちなみに、ゆでガエルという

のは、カエルを熱湯に入れる、熱くて飛び出し

ますけども、水からずっとゆでていくと、熱い

ことに気づかずに、そのままゆで上がってしま

うというような穏やかな環境に慣れ切ってしま

うと、致命的な結果を招くということの教訓な

んですけども、まさにこんな感じじゃないかと

思うんです。 

  これに関して、市長の認識はいかがでしょう

か。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ゆでガエルのようかどうかということ

の認識につきましては、ゆでガエルかどうかは、

私からはちょっと意味合いがいろいろあると思

いますので、直接的な認識の披れきは差し控え

ますけれども、いずれにしても、本来であれば、

定まっている任期ごとに任命をさせていただい

て、協議会を開くか、開かないかは別として、

協議会の形式は整えておくべきだという議員の

御意見についてはごもっともなことでありまし

て、そのとおりだというふうに思っております。 

  したがいまして、今後につきましては、適切

に協議会をいつでも開催できるような準備を進

めてまいらなければいけないと思っているとこ

ろでございます。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  ゆでガエルの話は、ちょっと

極端な話ではあるんですけども、これは私が会

社員時代に上司からよく言われた言葉で、自分

らの立場に安穏としていると、いつの間にか世

の中が変わっていくことに気づかないで、取り

残されるよというような話で、教訓としてよく

言われていた言葉なんですよね。 

  これが、ゆでガエルが今回の内容にそのまま

つながるかと言えば、ちょっと言葉的に強いか

なという気がしないではないんですけれども、

一つの例として、それでは良くないということ

を私は申し上げたいわけです。 

  協議会についてこういう状況であったという

のは間違いないわけですので、市長のほうでも、

ぜひ今後引き締めていただきたいなと思うとこ

ろなんです。 

  それでは、最後の画像のほうをお願いいたし

ます。 

  これも、防衛省のホームページからの画像に

なりますけども、すごく強い画像の絵が入って

いるので、これを出すか、出さないかで迷った

部分ではあるんですけども、実際にこれだけの

危機が身近に迫っているということです。 

 2022年というのは、令和４年ですので、前回、

私が質問を行ったときが59発ということで一番

多いということになります。このときに自分が

質問を行った意図としては、これだけミサイル

が飛んできている状況で、本当に安全が保たれ

るのかということを多分言いたかったんだろう

なと思うんですけれども、ただ、この状況、確

かにかなり減ってはいますけども、去年とおと

としとかの状況を見ても、二十何発と全然少な

くないわけですよね。 

  この状況、この資料を見て、市長、どう思わ

れますか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  これも一般的な認識になるとは存じま

すけれども、近隣の国において、具体的には北

朝鮮がこのような発射を繰り返すという事態に

ついては、この地域の平和と安定を大いに危う

くするものであって、国際社会が協調して、こ

れに対しては適切に北朝鮮への働きかけを行わ

なければいけないですし、我が国といたしまし

ては防衛力の整備、あるいは様々な備えをして

いかなければいけないと思いますけれども、基

礎自治体の役割として、現実的にミサイルが発

射された場合に、どのような対応をしなければ
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いけないのかという想定や準備についてしてい

かなければいけないというふうに思っておりま

す。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  基本的に外交防衛エネルギー

政策というのは、国がやるべきことで、基礎自

治体でやるべきことではないわけですよね。な

ので、基礎自治体でやれるのは、国や県のほう

の指導に従って、住民の安全が保たれるように

することだと私は思うんです。 

  それをするために、国民保護法があって、国

民保護協議会というのがあって、委員が任命さ

れているわけですので、法律でも決まっている

ことですので、ぜひそこについてはお願いした

いなと思うんです。 

  ただ、今後、協議会の再開と委員の選任につ

いては、行っていただけるというようなお話は

いただいていますので、これ以上の質問という

のは控えたいなとは思うんですけれども、令和

６年にも言ったように、ここは北緯38度05分な

んですよ。38度線というのは、ちょうど大橋の

付近なんですよね。この辺はこのままずっと西

のほうに行っちゃうと、北朝鮮と韓国の軍時境

界線の上、紛争地域のまっただ中なんですね。

そういうこともありますので、ちょうど感じや

すい場所だと、私は思うんです。 

  例えばですけれども、先日、ロシアのほうで、

弾薬不足があって、北朝鮮のほうからミサイル

や砲弾のほうがかなり前線のほうに送られたと

いうようなニュースがあったんですけれども、

実際のところ、北朝鮮から持っていったミサイ

ルや砲弾の命中率というのは本当に低かったと

ように聞いているんです。実際二、三十％しか

目標に到達していないと。 

  38度線の付近から、例えば、この辺の自衛隊

だと、神町ですとか角田のほうに基地あるわけ

ですけども、そこにミサイルを飛ばした場合に、

ここに落ちる可能性もあるわけですよ。実際、

精度が高い武器であれば、こんな軍事施設もな

いし、特別重要な拠点もないところに、わざわ

ざ飛ばす必要はないと思うんです。何十億円も

かかるミサイルを落としても、費用対効果が少

ないと思うので。 

  ただ、どうなるか分からないじゃないですか。

ろくなものを作っていないんだから、実際のと

ころ言って、どこに落ちるか分からないわけで

すよ。途中でふらふらと落ちてくる可能性だっ

てあるわけです。そうなったときに、困るじゃ

ないですか。そのときのための備えというのは、

間違いなく必要だと思うんですよ。 

  そこについては、やっぱりこんなところは狙

われないだろうなという希望的観測というのは、

私は持っちゃ駄目だと思うんです。そこについ

ては、備えあれば憂いなしですので、ぜひ市民

の安全安心のために適切な対応をお願いしたい

と思うんですけども、最後に一言だけ、それに

ついて市長の考えをお聞かせください。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  国の国民保護のホームページを御覧い

ただきますと、最初に出てくるのは、ミサイル

着弾時に国民がすべき行動が掲載されておりま

す。それがまさしく爆風から身を守るところに

身を隠すことであったり、何もなければ地面に

伏せて頭を守るといった行動でありまして、そ

のことの有効性が国民に広く浸透しているかと

言うと、私はまだまだ理解されていないのでは

ないかというふうに思います。 

  頭を下げると冗談で言っているんですかみた

いな反応が国民の多くから聞こえてくるところ

でありまして、しかしながら、直立している状

況と地面に身を伏せる状況とでは、その破片や

爆風からの影響が大きく違うということは現実

でありまして、そのことを理解してもらえるよ

うに努めなければいけないと思っております。 

  そうしたことも含めて、総合防災訓練で、市
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民の皆さんのそういった意識の涵養に何ができ

るか、今後も議員の意見を賜りながら考えてま

いりたいと存じます。 

○議長  12番山口裕昭議員。 

○山口裕昭議員  先ほどもちょっと言ったんで

すけど、ミサイルが落ちなくても、部品が上空

何千メートルから落ちただけでも、とんでもな

い威力なんですよ。その辺も踏まえて、そうい

うことがあり得るということを肝に銘じて、ぜ

ひ防災のほうを行っていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  これで私の一般質問は終わります。ありがと

うございました。 

○議長  以上で、12番山口裕昭議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労さまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、午後２時といたします。 

    午後 １時４４分 休 憩 

─────────────────── 

    午後 ２時００分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

佐 藤 信 行 議員 質 問 

○議長  次に、７番佐藤信行議員。 

  〔７番 佐藤信行議員 登壇〕 

○佐藤信行議員  皆さん、こんにちは。 

  私、昨年の４月に議員になって、６月に初め

て一般質問させていただきました。その初心を

忘れないために、昨年６月に行った一般質問で

の決意表明から入らせていただきます。 

  市議会議員になり、１年２か月が経ち、市民

の皆様よりたくさんの要望や御意見、質問、激

励などをいただき、すぐできることはすぐ動き、

時間のかかることは丁寧にさせていただき、い

ろいろ勉強させていただいております。 

  ここまで感じたことは、一番大事なものは市

民の生の声を聞き、親身になって相談に乗り、

一つ一つ、具体的には側溝や道路の整備、通学

路の安全確認、騒音や悪臭の問題、免許返納者

や一人暮らしの方、子育てや介護の問題をよく

聞いた上で、行政や議員仲間への相談、やるこ

と、やらねばならないことが山ほどあると感じ

ております。 

  これからも市民に相談されやすい、すぐ動く、

市民に寄り添う市議会議員になれるように努力

と勉強をしてまいります。よろしくお願いいた

します。 

  それでは、一般質問に入らせていただきます。 

  １、本市におけるふるさと納税の現状と今後

の課題並びに未来に向けた施策について。 

  ふるさと納税返礼品制度は、2008年、平成20

年５月に始まり、地方と大都市の格差是正、人

口減少地域での税収減対策、地方創生を目指し

た寄附金税制の一つとして位置づけられていま

す。当初は、故郷への納税を目的とする人が多

かったものの、2011年の東日本大震災を契機に、

都市部への税制集中に対処し、国民が寄附先を

自由に選択できるようにすることで、地方自治

体間の競争を促し、地域活性化を目指した制度

です。 

  令和７年度も本市にはこの勢いで頑張ってい

ただきたいので、市民にも本市のふるさと納税

について理解していただき、いろんなアイデア、

アイデア商品を出して、ますます盛り上がるよ

うに、そして本市のふるさと納税に関する現状

を早く把握し、課題を明らかにするとともに、

当局からの回答を通じて、具体的な施策や改善

点が明らかになることを期待しております。 

  （１）本市のふるさと納税の現状について。 

  ①令和６年度ふるさと納税申込み実績、具体

的な寄附額や寄附者数を教えてください。 

  ②寄附者の属性、年齢層や地域などについて

もお伺いいたします。 

  ③企業版ふるさと納税と個人の寄附額と寄附

者数の割合。 
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  ④返礼品の部門別割合、人気ランキング。 

  ⑤約10億円の寄附金のうち、実際に本市に入

る金額は（返礼品、ポータルサイト経費などを

引いた金額）。 

  ⑥ふるさと納税寄附金実質額の使い道、地域

振興、教育・福祉、インフラ整備、環境保護、

防災対策などを教えてください。 

  ⑦本市の市町村別ランキング、山形県の都道

府県別ランキングを教えてください。（寄附件

数、金額）。 

  （２）現在、本市のふるさと納税における主

な課題は何でしょうか。例えば、返礼品の魅力

やプロモーション活動の不足、寄附者のリピー

ト率の低さなどが考えられますが、これに対す

る本市の認識を教えてください。 

  （３）ふるさと納税を活用した地域振興や特

産品の開発について、今後どのような施策を考

えているのか、具体的にお聞かせください。ま

た、他の自治体の成功事例を参考にする考えは

ありますか。 

  （４）地元住民や企業との連携を強化するた

めの取組はどのように進めていくのか、本市と

しての方針をお聞かせください。特に、地域の

声を反映させる仕組みについてもお伺いしたい

です。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。

ありがとうございました。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ７番佐藤信行議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、本市のふるさと納税の現状について

の１点目、令和６年度申込み実績、具体的な寄

附額や寄附者数についてでございますが、本市

の個人によるふるさと納税の令和６年度実績は、

寄附件数が３万5,118件、寄附金額は10億4,340

万円となっております。 

  次に、２点目の寄附者の属性についてでござ

いますが、年齢層につきましては、確定申告で

寄附金を控除される方については、生年月日の

申請が必要ではありませんので、割合は不明で

ございます。 

  また、寄附者の地域につきましては、上位３

地域を順に申し上げますと、関東地方が１万

8,514件で、金額が５億6,576万2,800円、割合

が約54.2％、関西地方が5,697件で、金額が１

億4,841万8,200円、割合が約14.2％、中部地方

が4,460件で、金額が１億2,295万1,000円、割

合が約11.7％となっております。 

  次に、３点目の企業版ふるさと納税と個人の

寄附額と寄附者数の割合についてでございます

が、令和６年度の企業版ふるさと納税の実績額

は13件で、2,090万円でございました。 

  寄附額の割合につきましては、１点目で申し

上げた個人によるふるさと納税の実績と合わせ

ますと、個人によるふるさと納税が約98％、企

業版が約２％となっております。 

  また、寄附者数の割合につきましては、個人

によるふるさと納税の寄附者数は、３万272名

でございましたので、個人によるふるさと納税

が約99.9％、企業版が約0.1％となっておりま

す。 

  次に、４点目の返礼品の部門別割合、人気ラ

ンキングについてでございますが、部門別割合

につきましては、令和６年度実績の金額ベース

で果物類が約45.1％、米が約21.7％、温泉宿泊

券等が約14.4％となっております。人気ランキ

ングといたしましては、金額順で、１位が置賜

産はえぬき10キログラム、２位が果物定期便、

３位がオーダーメイド靴仕立券となっておりま

す。 

  次に、５点目の約10億円の寄附額のうち実際

に本市に入る金額についてでございますが、総

務省からふるさと納税の寄附額に占める経費の

割合を50％以内とすることが基準とて定められ
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ており、本市でもこのルールを遵守しているこ

とから、約10億円の寄附のうち本市に残る金額

は５億円となります。 

  次に、６点目のふるさと納税寄附金の実質額

の使い道についてでございますが、本市では、

寄附を申込みいただく際に、子育て・教育、地

域づくり・定住促進、賑わいの創出、市政一般

の四つ使い道からお選びいただいております。 

  令和６年度の内訳としましては、子育て・教

育が約４億6,400万円、地域づくり・定住促進

が約１億4,100万円、賑わいの創出が約9,700万

円、市政一般が約３億3,200万円となっており

ます。頂いた寄附金につきましては、寄附者の

指定に沿った事業に適切に活用いたしておりま

す。 

  次に、７点目の本市の市町村別ランキング、

山形県の都道府県ランキングについてでござい

ますが、総務省が公表する実績は、個人による

ふるさと納税だけでなく、個人が地方公共団体

に寄附した寄附金が含まれた実績となっており、

総務省から令和６年度実績はまだ公表されてい

ないため、令和５年度の実績で回答いたします。 

  本市の令和５年度の実績は、寄附件数が３万

8,978件、寄附金額が９億6,236万1,700円でし

た。この実績は、全国全ての市区町村と都道府

県を含めた1,788団体中、寄附件数順で340位、

金額順で291位という結果でございます。 

  また、市区町村と都道府県の実績を合計した

都道府県ごとのランキングについてでございま

すが、山形県は寄附件数順で４位、金額順で６

位となっております。 

  次に、本市のふるさと納税における課題につ

いてでございますが、本市のふるさと納税返礼

品の特徴として、先の４点目で申し上げたとお

り、果物や米が非常に人気となっておりますが、

返礼品に供していただく農産物の数に限りがあ

るということが課題として挙げられます。 

  次に、ふるさと納税を活用した地域振興や特

産品の開発について、他の自治体の成功事例を

参考にする考えについてでございますが、各事

業者からは、創意工夫をいただきながら、新し

い返礼品を御提案いただいております。 

  市といたしましても、市内事業者の販路拡大

及びさらなる返礼品のラインナップ充実のため、

既存事業者からの紹介や地場産品として返礼品

登録が可能と思われる商品を生産する事業者に

個別にお声がけをすることで、新規返礼品事業

者の参画と返礼品の登録促進に取り組んでおり

ます。 

  また、地域振興や特産品の開発について、他

の自治体の成功事例等がありましたら、ぜひ御

指導を賜りたく存じます。 

  次に、地元住民や企業との連携を強化するた

めの取組や地域の声を反映させる仕組みについ

てでございますが、本市のふるさと納税の主力

返礼品として、赤湯温泉の宿泊券がございます。

他の返礼品と違い、実際に本市を訪れていただ

けることが大きな特徴でございます。本市の特

産品であるフルーツ、ブランド米、米沢牛、ワ

インや地酒、ラーメンを実際に味わっていただ

き、熊野大社やスカイパーク等の観光資源、地

域の方々との触れあいも含めて、体験していた

だくことができます。こうした機会を最大限に

活かし、地元住民や市内事業者との連携を強化

し、関係人口の創出に取り組んでまいりたいと

考えております。 

  また、従来行政が行っていた情報発信に加え、

訪れた方がＳＮＳなどで情報発信していただく

ことで、さらなる本市のファン獲得を目指して

まいります。既に返礼品事業者の中には、ＳＮ

Ｓでの発信を実践されている方もおられますが、

議員の皆様をはじめ、市民の皆様には高品質な

本市の特産品を友人、知人等にＳＮＳなどを通

じて御紹介いただけましたら幸いに存じます。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 
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  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  分かりやすい細かい回答をあ

りがとうございました。 

  まず、最初に返礼品の取り扱っている地元業

者の数と職種、さっきの答えとちょっとかぶっ

た面もありますけども、教えていただきたいと

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  返礼品に対する地元事業者の数でございます

が、120の事業者に協力していただいておりま

す。多い順に事業者の職種、上位３種を申し上

げますと、農業者の方から56事業者の方がいら

っしゃいますが、協力していただいています。

率にして46％でございます。 

  また、精肉を除いた果物とかを出している小

売業者さん、こちらのほうは16事業者で13者ご

ざいます。あと、ワイナリーを含んだ加工業者、

食品加工なさっている事業者の方が15事業者で

12％となっております。この３事業者で約全体

の７割を占めているような構成でございます。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございます。 

  次に、返礼品に対する市民へのＰＲ、また出

品業者へのＰＲ、ぜひ出してくださいという業

者へのＰＲ、呼びかけ等はどうやっていますで

しょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの質問にお答えしま

す。 

  返礼品の登録事業者の募集につきましては、

年１回、市報のほうに掲載していますし、市の

ホームページのほうに通年を通して掲載をして

おります。 

  そういう感じで出してくださいという呼びか

けをしておりますが、実はやっぱりそういう媒

体を見ての問合せというのは非常に少なくて、

先ほど市長答弁でも申し上げましたが、実際は、

新たに事業を始める方とか、まだふるさと納税

のほうを始めていない方のほうに、私どものほ

うから声がけをさせてもらって、こういう制度

がありますよということを御紹介させていただ

いています。 

  そのほかに、先ほど業種のほうで農家の方が

多いという御紹介をさせていただいたんですが、

農家の方の情報網で、こういうふるさと納税と

いう制度があって、市のほうに出すと売っても

らえるよということを御紹介していただいて、

新たに出品の申出というケースがございます。 

  このような形で、当課としてはふるさと納税

の取扱いのほうを推進しているというような形

になります。 

  以上です。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございます。 

  農産物が多いということで、例えば、今、米

が多分人気が出ると思いますし、また、サクラ

ンボの場合は毎年生産量にばらつきがあると思

います。そういう点の対応はどうされています

でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  まず、お米については、実は今年産というか、

今年の５月まではＪＡさんのほうから、この量

で取り扱っていいですよと、量があったので、

それを出すことができたんですけど、６月から

は止めてくださいという申出があったので、今

は休止している状態です。 

  同様に、サクランボについても、昨年度から

このくらい出せますよという事業者のほうから
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申出があったんですが、ここ数年の気象状況、

不作が続いているということを勘案しまして、

当課としては、申出数量の全てを募集にかける

んじゃなくて、まずは50％に押さえさせていた

だいて、募集をかけています。そのことについ

ては、募集をかけている中では、ほとんど埋ま

っているところですが、一部情報では双子果が

多いということも聞いてございますので、昨年

同様に出せるのかというところで調整しながら、

取りこぼしなく出していきたいなと考えている

ところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  次に、企業版ふるさと納税に

ついてなんですけど、個人に次いで、かなり金

額は低いんですけども、企業版ふるさと納税の

企業へのＰＲ、そして本市に関わりのない企業

の場合のＰＲ、また上場企業へのＰＲはどのよ

うに行っていますでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  穀野みらい戦略課長。 

○みらい戦略課長  ただいまの御質問にお答え

いたします。 

  まず、企業版ふるさと納税につきましては、

本市におけるまち・ひと・しごと創生総合戦略

の事業に対しまして、企業様より御寄附を頂い

た場合に、企業様が税額の減免を受けられると

いう制度でございます。 

  また、個人のふるさと納税のように返礼品等

はございませんので、あくまで本市の事業に対

して押印していただくことが目的となっており

ます。 

  企業様にとっては、減税のほか社会貢献など

を広く皆様にお示しするメリットがある事業と

なっております。 

  また、企業版ふるさと納税をＰＲするという

ことでございますが、推進するに当たりまして

は、国が主催いたします企業と地方公共団体と

のマッチングというものに参加いたしまして、

こちら側の寄附の呼びかけなどを行うほか、あ

と、本市と何らかの関わりがある事業者様に対

しまして、企業版ふるさと納税の御案内をさせ

ていただいているところでございます。その御

案内をさせている中に、上場企業があることは

把握しているんですけども、そこに特化しての

ＰＲということはしておりません。 

  また、首都圏での企業懇談会など、そういっ

た席でも企業版ふるさと納税の御案内をさせて

いただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございました。 

  次に、契約しているポータルサイトは、何社

ありますか。そして、そのポータルサイトの売

上げといいますか、寄附額が多い順に教えてい

ただきたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  現在、ウェブ型というか、インターネット上

で申込みをしていただける募集サイトが15あり

ます。15のほかに、直接南陽市とは契約してい

ないんですが、関連するサイトのほうで募集を

好意でかけていただいているというのが、連携

サイトといいますが、それは四つあります。 

  そのほかに、現地決済型と言って、南陽市に

実際に旅行に来られて、例えば旅館とかで、こ

ういう制度、ふるさと納税でできるんだという

ことで、現地決済でできる方が一つ、あとは、

外商さん、大きいデパートがお客様のほうに直

接行って、こういう品物がありますよというこ

とで、紹介していただくような営業スタイルな

んですけど、その方も全部含めて21のところと

契約をしているところでございます。 

  昨年度、６年度の金額ベースで上位の四つを
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ちょっと御紹介させていただきたいと思います。

ふるさとチョイス、あと楽天市場、Ｇコール、

さとふる、この４サイトが上位４社になってお

ります。この４者で、７割の寄附額を頂いてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  すみません、ふるさとチョイ

スと楽天市場、あと二つは何だと、再度。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  すみませんでした。Ｇコール、

アルファベットのＧにコールと書きます。これ

は、セゾン系のクレジット会社で、そこに寄附

をなさる方でございます。あとは、さとふると

いうサイトでございます。 

  以上でございます 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  次に、2019年６月から返礼品

は金額の３割以下、地場産品に限るというルー

ルができたんですけども、それに対する本市の

見解を教えていただきたいと思います。 

○議長  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  本市のふるさと納税の取組と

いたしまして、市内で生産された高品質な品物

をふるさと納税の返礼品として取り扱うことで、

市内産品のＰＲを行い、生産された事業者の経

営支援を行うと、そういうスタンスで取り組ん

でございます。そのため、総務省令というか、

先ほどの2019年６月に改正になった前から、適

正な対価をお支払いして、ふるさと納税に取り

組んでいただいています。 

  ほかの自治体の話になるんですが、このルー

ルができる前については、自分ところの産品じ

ゃないもの、具体的に言えば全国で使えるよう

な商品券を、寄附額の大半を商品券でお返しす

るというような自治体もございました。これに

対しては、地域振興にも全然役立っていないで

しょうということで、総務省のほうからＮＧが

出たと、駄目だということでの改正があったと

思います。 

  そのような意味で言われれば、そういう高額

というか、消費者からすればお得なんでしょう

けど、本来の趣旨と違うような寄附制度を運用

している自治体から、私どものような自治体に

寄附が流れたのかなということを考えれば、い

い影響があったのかなと考えているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  この2019年６月に改正する前

から、本市は真面目に取り組んでいたというこ

とで、大したものだと。失礼いたしました。 

  それでは、続きまして、2025年10月から今度

は、ポイント等を付与するポータルサイトを通

じての寄附募集の禁止というルールが課されて

おります。今年の10月ですから、まだやってい

るところはあるとは思うんです。 

  この分岐点を迎えたふるさと納税に対して、

本市の対応はどうするか、教えていただきたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  実は、５月28日になりますが、先ほど言った

主要なポータルサイトのほうをちょっと訪問さ

せていただいて、今回の10月からの改正につい

ての情報交換をしてまいりました。その際に、

ポータルサイト側では、何らかの対策を行うつ

もりだということをお聞きはしたんですが、じ

ゃあ、具体的にどうするのということは、今の

時期は、まだ言えないんですということでござ

いました。 

  ただ、ポータルサイトについては、南陽市だ

けにしてくれるわけじゃなくて、全国一律に取
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り扱うものですので、国のルールがそうなった

ということであれば、それに従わざるを得ない

というところでございます。 

  本市といたしましては、ポイントの付与の有

無にかかわらず、中間事業者というか、カタロ

グギフトの大手さんですので、そちらと手を組

みながら魅力的な商品を展開できるように、先

ほど言われたお米もそうなんですが、そういう

ものを取りそろえてアピールしていけたらなと

考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  本市も含めて、山形県東北は

大生産地ということで、ふるさと納税に対して

は非常に有利な制度だと思いますので、ぜひ有

利な制度を活用して、どんどん売上げを増やし

て、寄附額を増やしていただきたいんですけど

も、他の自治体の成功事例といたしまして、ふ

るさと納税の金額が１兆円を超えて、ポータル

サイト間の競争が激化している中で、大阪府泉

佐野市という町が、関西空港を抱えている町で

ございます。人口約９万9,000人で、令和５年

度に175億円突破、1,788自治体中全国３位。ち

なみに、１位は宮崎県都城市、193億円、２位

は北海道紋別市、192億円。 

  泉佐野市の返礼品の上位といたしまして、１

位が泉州元気ハラミ肉、２位が割烹松屋カニ飯

上、３位が牛タン暴れ盛り、４位が泉佐野市で

全国シェア４割を誇る泉州タオルメーカーの各

種バスタオルと、ここまでは普通なのですが、

特徴的なのは泉州タオルメーカーが約１億

5,000万円、ふるさと納税から調達して工場の

一部を改修して、工場見学しながらカフェを楽

しめるようにしたと、これが一つ。 

  また、新たな地場産品の熟成肉を作る工場に

寄附していただければ、工場完成後に返礼品を

もらう仕組みをつくったと。 

  これに関して、市長、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  泉佐野市長、千代松市長は、私が全国

青年市長会の会長だったときに、次期会長に私

から指名させていただいた大変有力な市長でご

ざいまして、総務省とも係争しても、このふる

さと納税について、泉佐野市の主張を通してい

くというような強い思いを持った方でもござい

ます。 

  泉佐野市さんは、千代松市長が就任する前に

非常に財政的に厳しい状況でありまして、それ

を再建するために、千代松市長はふるさと納税

の制度を活用して大変頑張っておられるという

ふうに思っております。 

  今、御紹介いただきました事例も含めて、泉

佐野市さんとは観光の協定も結んでおりますし、

いろんな知見を学ばせていただきながら、本市

の状況と泉佐野市の状況は違いますけれども、

その中でも何か取り入れられるものがないかと

いうことについては、今後、研究させていただ

きたいと思っております。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございます。 

  次に、山梨県富士吉田市、人口は約４万

6,000人、88億円を集めて全国６位。 

  １位が寝具、２位がミネラルウオーター、炭

酸水等でございますけども、特徴的なのは、ふ

るさと納税で富士山の麓で捕獲された鹿の肉を

加工販売する施設をオープンさせたと。 

  次に、地場産品の焙煎珈琲をスティック状に

して返礼品にした。 

  また、富士山が見えるところに新たな道の駅

を造る計画を立てたと。 

  また、富士山と五重の塔が見える古くなった

展望デッキをふるさと納税で蘇らせたと。 

  これに関して、市長、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長  逐次的に一つ一つ見解を問われれば、

ちょっと苦しいところがございますけれども、

いずれにしても、すばらしい特徴的な取組だな

というふうに思っております。 

  壇上での答弁でも申し上げましたけれども、

そして、議員もおっしゃっておりますが、東北、

とりわけ山形県は果物やお米など魅力的なふる

さと納税の返礼品を多々そろえていることから、

全国の中でも、上位のふるさと納税の有力県で

ございます。 

  しかしながら、私が答弁を申し上げました中

で、返礼品の数をそろえることが課題であると

いうふうに申し上げました。といいますのは、

例えば、天童市さんや東根市さんと比べて、生

産量が相当違うと。何倍というレベルよりも多

く違うわけでありまして、それがふるさと納税

の寄附額にも反映されております。それは、本

市の農業経営形態が、複合経営の農家の方々が

多いという特徴もあってのことでありまして、

この構造に変化をもたらすということは非常に

難しいわけでありますけれども、いずれにしま

しても、先進自治体の事例は研究させていただ

きたいというふうに存じます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございます。 

  次に、ふるさと納税は、年収に応じて年間の

上限額が決まっているということで、それを超

えた場合、同じポータルサイト運営の大型ＥＣ

モールにも出すこともできるということで、ま

た、返礼品に出せない地場産品も大型ＥＣモー

ルで取り扱えることになったということです。 

  南陽市も大型ＥＣモールにも出す予定はある

かどうか、お聞かせ願いたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  大型ＥＣモールというのが恐

らく某市場のことをおっしゃっているのかなと

思います。 

  個人じゃなくて事業者が出品をするという意

味でございましたら、各事業者様が出品をされ

て、ふるさと納税にかかわらず、事業を展開し

ているケース、市内事業者でも、農業者の方が

六次産業的な意味合いで、自分の生産したもの

を商品として大型出品モールのほうに出品して

いるケースがございますので、ふるさと納税の

制度にかかわらず、そういうふうな経済活動を

していただくことは可能だと思います。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  よく分かりました。 

  私の友人も、うどんを大型ＥＣモールに出品

しておりますので、そういうものもあるという

ことを市民にもどんどん紹介していただければ

と思います。 

  次に、大都市の東京都千代田区が令和６年10

月、ふるさと納税が始まって16年、初めてふる

さと納税に参加、アイモバイルという大手ポー

タルサイトが運営するふるなび、掲載自治体数

1,442のふるなびトラベルというのがあるんで

すけども、110自治体が参加しているふるなび

トラベルに参加して、寄附額の３割をトラベル

ポイントとして還元、千代田区のホテルや飲食

店、御当地グルメの神田カレー店などで使える。 

  流出額100億円以上の都市部の逆襲が始まっ

ているということでございますけども、これに

対して、危機感を感じているでしょうか。よろ

しくお願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  そのニュースを見たときに、危機感を

感じたか、感じなかったかという意味で言いま

すと、感じました。 

  と言いますのは、100億円流出していても潰

れない自治体なわけです。普通は100億円も流

出していたら、潰れるんですよね。それでも潰

れず、さらに攻勢に打って出る余力があるのが
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千代田区。 

  という意味では、一般的な日本の市町村とは

全く財政状況が違うところが、その財政力を活

用してふるさと納税市場に本気で参入してきた

場合には、他の自治体、特に財政力の弱い自治

体にとっては、大変大きな影響があるだろうと

いうことは想像に難くないわけです。 

  ただ、今後の展開がどうなるかということは

読めませんけれども、いずれにしても、自治体

ごとに競争してもらって、より地域の魅力を発

信して、その地域を応援してもらおうという、

かつて菅元総理が総務大臣だったときにこの制

度が導入されたわけですけれども、そうした趣

旨に則って、適切に競争して、本市も負けない

ように頑張ってまいりたいと存じます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  私もそう思っておりまして、

都市部がどんどん参加したら、このふるさと納

税の意義がなくなってしまうんではないかとい

うふうに思っておりますので、この辺はぜひ気

をつけて見ていきたいと思っております。 

  次に、大手ポータルサイトのふるさとチョイ

ス大感謝祭というのがあるそうで、来場者が２

日間で１万5,000人、昨年で10回目になるそう

なんですけども、160の自治体が出品ブースを

出して、例えば、北海道根室市がじゃが塩辛、

大阪府泉佐野市が泉州元気ハラミなど返礼品を

アピールするイベントがあるということなんで

すけども、このイベントに南陽市は参加したこ

とがあるのか、それとも参加を検討しているの

か、それとも参加する意思はないのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  質問にお答えします。 

  ただいまの質問にありましたリアルイベント、

実際に会場に運んでふるさと納税の品物を見て、

応援したい自治体に寄附をなさるということで

ございます。 

  こちらのほうに出展するに際して、出品料で

あったり、人件費などかかるものがございます。

先ほど、ふるさと納税のほうの経費といたしま

して、50％が上限ですよというお話が市長答弁

のほうでもあったんですが、南陽市のほうもき

つきつでやっている関係もございまして、もし

もそちらのほうに出た場合に、50％を超えると

いうようなことも考えられますので、現在のと

ころは、そのようなイベントに参加する予定は

ないところでございます。 

  あと、もう一つ、ちょっと訂正させていただ

きたいんですけど、先ほど私、Ｇコールの説明

の中で、セゾン系のクレジットカードですとい

うことで申し上げたんですが、ダイナースのク

レジットカードでしたので、訂正いたしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございます。 

  次に、ふるさと納税は被災地への寄附等、国

民は自分の税金を使ってもらいたい自治体に寄

附する制度、ふるさと納税、そして税金を考え

る機会にしつつ地方を応援する。自治体は選ん

でもらうために、地域を魅力的にする。 

  その制度の意義を考えていきたいと思います

けども、学校教育において、ふるさと納税制度

について、授業等でやっていますでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  安達学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの御質問にお答え申

し上げます。 

  ふるさと納税制度は、現代の社会制度として

大変重要なものであると認識しておりますが、

学校における税にかかる教育につきましては、

国が定める学習指導要領に基づき、児童、生徒

の発達段階に応じながら、内容を指導すること

になっております。 

  したがいまして、学習指導要領にふるさと納
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税そのものの記載がなく、本市におきましても

小学校６年生の社会科に税のことがあるのです

が、ふるさと納税という名前に触れる程度、そ

れから、租税教室というのを各小学校で行って

おるのですが、その際もふるさと納税というの

がありますよというのを小学生に教える程度、

また、中学校３年生の社会科、公民分野におき

ましては、ふるさと納税と南陽市の返礼品がこ

んなものがありますよというような程度の授業

となっております。 

  以上でございます。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございます。 

  例えば市外、県外に就職した南陽市出身者に、

ふるさと納税制度を使って、ぜひふるさとに寄

附していただきたいと、そのような授業をやっ

てもらいたいのですが、例えば南陽高校市役所

部、それとか、みらい議会においても、ふるさ

と納税の意義を考えるということをやっていた

だきたいんですけれども、これに対して、教育

長、いかがでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  堀教育長。 

○教育長  ただいまの佐藤信行議員の御質問に

お答えを申し上げます。 

  ふるさと納税を題材にして、南陽市役所部、

それから南陽みらい議会、そういったところで

取り組んでほしいということは、取組の仕方に

よっては可能なことではあるかなというふうに

も思いますし、また小学校、中学校、高校にも、

今、総合的な学習の時間という時間がございま

すので、例えばこの時間を利用して各学校でふ

るさと納税について学んだり、皆で話し合った

り、調べたりしながら、ふるさと納税における

南陽市の課題について取り組んでみるとか、そ

ういった取組も可能かなというふうに佐藤議員

のお話を聞いていて、感じたところでした。 

  いずれにしても、こういったふるさと納税を

題材にしながら、子どもたちの考え、アイデア

を利用しながら、さらには南陽市ふるさとを愛

する心を育む材料にもしていけたらなというふ

うに感じたところでございます。 

  以上です。 

○議長  ７番佐藤信行議員。 

○佐藤信行議員  ありがとうございました。 

  ふるさと納税について、皆で一緒に考えて、

今後どうやって寄附額を伸ばしていくのか、私

の一般質問で、未来に向けた議論がますます活

発になるように、そのことを願って、一般質問

を終わります。ありがとうございました。 

○議長  以上で７番佐藤信行議員の一般質問は

終了いたしました。大変御苦労さまでございま

した。 

  ただいま一般質問の最中でありますが、本日

はこれまでとし、日程に従い、明日に引き続き

行いたいと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散   会 

○議長  本日は、これにて散会したいと思いま

す。 

  御一同様、御起立願います。 

  どうも御苦労さまでした。 

    午後 ２時５０分 散 会 
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開   議 

○議長（遠藤榮吉議員） 御一同様、御起立願い

ます。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は16名全員であ

ります。よって直ちに会議を開きます。 

  なお、当局より説明員竹田啓子市民課長が、

都合により欠席の旨の通知があり、代わりに伊

藤直人市民課長補佐が出席しておりますので、

御報告いたします。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第３号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  日程第１ 一般質問 

○議長  日程第１ 一般質問であります。 

  昨日に引き続き一般質問を始めます。 

─────────────────── 

高 橋 一 郎 議員 質 問 

○議長  初めに、14番高橋一郎議員。 

  〔14番 高橋一郎議員 登壇〕 

○高橋一郎議員  おはようございます。 

  14番、真政会、高橋一郎です。 

  今日は、30度になるとの天気予報もあり、暑

い日になるようです。 

  ６月といえば、サクランボの季節、奇しくも

今日６月６日は、ＪＡ全農山形によって制定さ

れました山形さくらんぼの日です。サクランボ

の収穫が６月に最盛期を迎えることと、数字の

６がサクランボのシルエットに似ていることか

らとのことです。 

  ただ、今年は風の強い日が多くて、ハチが飛

べずに、結実が悪いようで、２年続けての不作

となれば、サクランボ農家は大打撃となるのが

心配です。 

  令和の米騒動のニュースが毎日のように流れ

ています。米の店頭売渡価格は安いほどいいの

ですが、農家生産者の売値が安くては赤字とな

り、再生産できない状態になります。政府は、

ようやく増産に向けた抜本的な米政策のために、

関係閣僚会議を開催しました。 

  私は、市場経済に任せるだけでは、農家、消

費者、流通業者ともに三方よしにはなかなかな

らないのではないかと思っています。 

  また、人口減少では、本県が100万人を切っ

たことが５月30日に報道されました。予想され

たこととはいえ、東北では、秋田県の約88万

4,000人に次いで約99万9,000人と、全国では12

番目の県になりました。 

  市町村においても軒並み減少しており、本市

も３万人を切って、６月１日現在では２万

8,771人になってしまいました。 

  しかし、嘆いてばかりではいられません。現

実を受け入れ、悲観せずに、将来は地方ほど若

者を呼び込むチャンスがあると、里山資本主義

を唱える日本総研主席研究員、藻谷浩介さんは

言われています。山形新聞の５月31日の記事と

しても取り上げられていました。前向きに捉え

ていくことが大事だと励まされます。 

  また、今月は６月13日告示、22日投開票の東

京都議選、そして来月７月には第27回参議院議

員選挙が７月３日公示、20日投開票予定です。 

  トランプ関税の不確実な情勢の中、国内外の

様々な課題について国民がどのような審判を下

すか、注視していきたいと思います。 

  それでは、通告していることについて質問い

たします。 

  最初に、中川地区大手企業の新工場の上山市

進出についてです。 

  なぜ当該企業は上山市に進出するのか、市長
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に次のことをお聞きします。 

  （１）当該企業が本市に上山市へ新工場建設

の話があったのは、いつでしょうか。そのとき

の理由は。 

  （２）（１）の理由に対して、どのような対

処をなされたか。新工場を本市内に建設する方

策はなかったのでしょうか。 

  ２、上山市と本市を比較分析することにより、

企業等の本市から他市町村へ流出することを防

ぎ、かつ、企業誘致の道を広げる一助になると

考えます。本市の産業振興の観点からも、次の

ことをお聞きします。 

  （１）上山市と本市の比較、令和５年度決算

額。私が調べた数字は次のとおりです。御確認

の上、不明、訂正箇所を御教示願います。 

  若干、決算の数字が違っていたことは、担当

部局から確認されております。 

  ただ、この比較については、表にしたもので

モニター、そしてお手元のタブレットにより御

説明いたしますので、壇上では割愛いたします。 

  ３、本市の企業誘致では、どのような産業

（教育機関も含む）の誘致を市長は現時点で考

えているか、お伺いします。 

  ４、交通に便利などの立地条件はもちろんで

すが、それ以前の基本的なこととして、自然が

豊かで、公害のないところが絶対条件と考えま

す。特に、昨今、清掃工場の排煙公害が問題視

されています。安心を得るためにも、次のこと

をお聞きします。 

  （１）置賜管内の近接の市町清掃工場等での

排煙基準や各種工場での排水基準は満たしてい

るのでしょうか。 

  （２）（１）と同様に、他管内の隣接する市

町はどうでしょうか。 

  以上、壇上からの質問といたします。真摯に

受け止めていただき、前向きな答弁を御期待申

し上げます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  14番高橋一郎議員の御質問にお答え申し上げ

ます。 

  初めに、中川地区大手企業の上山進出につい

ての御質問の１点目、当該企業が本市に上山へ

新工場建設の話があったのはいつか、そのとき

の理由はについてでございますが、当該企業か

ら新工場建設計画を本格的に検討するといった

話をいただいたのは、令和６年７月になります。 

  令和７年２月にかみのやま温泉インター産業

団地へ予約申込みを行うこと、５月に上山に正

式に決定したとの連絡を本市にいただいたとこ

ろでございます。 

  そのときの理由といたしましては、当該企業

が保有する内部留保の活用について、機関投資

家を含めた株主からの強い声があったため、可

能な限り早期に新工場建設への投資を行ってい

く経営判断を取締役会で決定したとの話をいた

だいたところでございます。 

  次に、２点目のどのような対処をしたか、新

工場を本市内に建設する方策はなかったかにつ

いてでございますが、本市といたしましては、

当該企業を想定し、中川地区において新産業団

地整備計画を進めてまいりました。 

  当該企業の新工場建設計画に沿った産業団地

となるよう、当該企業の経営陣とも面談を行い、

真摯に協議を重ねてきたところでございます。 

  令和６年９月議会におきましては、新産業団

地候補地選定概略設計業務委託料について、補

正予算を議決いただき、整備に向けた準備を行

ってまいりました。 

  最終的には、当該企業の経営判断により、本

市ではなく上山市へ新たな投資を行うことをこ

のたびの中期経営計画として公表があったとこ

ろでございます。 

  次に、上山市と本市の比較についてでござい
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ますが、本市の決算額につきましては、訂正箇

所等はございません。 

  なお、本市の土地開発基金残高3.9億円のう

ち、現金分が1,738万円、残りが土地の評価額

となっております。また、上山市の数字につき

ましては、令和５年度予算額の数字であり、決

算額につきましては、いずれも予算額を上回る

数字となっております。 

  なお、上山市の産業団地整備事業費は４億

1,641万円となっております。 

  次に、本市の企業等誘致ではどのような産業

の誘致を現時点で考えているかについてでござ

いますが、地域経済の持続的な発展と雇用の創

出を確保していくため、南陽市企業立地促進条

例では、製造業、情報通信業、運輸業及び卸売

業を対象として支援しているところでございま

す。 

  地域の特性や時代のニーズを踏まえた産業の

誘致を進めることで、持続可能な地域経済の構

築を目指してまいりたいと考えております。 

  また、新規立地企業の誘致だけではなく、市

内に既に立地している企業の事業拡張や設備投

資への支援にも力を入れ、既存企業の競争力強

化や雇用維持を図ってまいりたいと考えており

ます。 

  次に、清掃工場の排煙公害についての御質問

の１点目、置賜管内の近接の市町清掃工場等で

の排煙基準や、各種工場での排水基準は満たし

ているかについてでございますが、置賜管内の

一般廃棄物処理施設は南陽市を含む３市５町で

構成する置賜広域行政事務組合で設置し、維持

管理をしているものでございます。 

  一般廃棄物処理施設に関しましては、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律等の関係法令によ

り、放流水の水質や煤煙等について定期的に検

査し、公表することが義務づけされており、そ

の結果につきましては、いずれも基準値以内で

ございます。 

  次に、２点目の隣接市町はどうかについてで

ございますが、一般廃棄物焼却施設の排ガス中

のダイオキシン類濃度測定結果については、環

境省が公表しており、最新の令和３年度におい

ては、県内の施設では全て基準値以内と認識し

ております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  それでは、再質問に入りたい

と思います。 

  私のみならず、この経営者というんですか、

中川地区の大手企業が上山市に進出するという

新聞情報がまず先に入りました。それについて、

私だけでなくて、びっくりしたんですね。前に

も、去年だか、おととしあたりから、ちょっと

また上山に、どうもあそこの新しい産業団地に

進出するようだよというような形で、一旦は断

念したのかなというふうに思っていたものです

から、まさしく寝耳に水の状態でびっくりしま

した。 

  そこから端を発し、今回は定例会の一般質問

の中で、ぜひ市長と、今までも含めてですけれ

ども、これからの本市の産業経済の振興、発展

にうまくつながるような何か施策というか、そ

ういったものを見いだせないかというふうな思

いで私は今こうして立っているわけです。 

  最初にそこを、市長に糾弾するような形じゃ

なくて、私は、これは南陽市にとっては非常に

大きな問題だと思っていますし、ある意味で逃

げられたのかなとも思っています。表現が悪い

ですよ。そこまでいくと、抜本的な物事を考え

ていかないと駄目なんじゃないかなというふう

に思っています。 

  全員協議会等で、最初に市長から経過の説明

等がありました。でも、その説明の中、今日の

今の答弁を聞いて、私はちょっとがっかりして

います。 
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  なぜかと言ったら、やはり他人事ではないん

ですよね。これは本当に法人市民税も入ってく

ることも含め、後で話しますが、固定資産税が

入ってくることも含め、様々な意味で南陽市に

とっては大きな問題になってくると。まだ本社

機能はあるわけですからあれですけども、固定

資産税ということから見れば、あるいは建設す

るというふうな段階の、二百何十億円だか分か

りませんが、そういったことも含めていくと、

大きな損失になるのではないかなというふうに

思っています。 

  そこで、この工場建設の話があったのは、去

年だというふうなことがありました。今年の５

月にはもう正式に決定したよというふうな話で

した。 

  そんな中で、私は上山との比較というのをや

ってみたいと思いました。人口は、そんなに変

わりないですよね、ほとんど変わらない。そう

いうふうな中で、何が違うんだろうというふう

に思っています。 

  でも、考えてみれば、やっぱり上山市の企業

を誘致する、あるいはそのようなことを計画す

る、そういったものがもう南陽市よりも数段上

なんじゃないかなというふうに思っています。 

  御存じのとおり、大手豆製品のメーカーもあ

ります。あるいは大きな遊園地もあります。薬

品のメーカーもございます。あるいは大手のア

メリカのスーパーもあります。見晴台の丘のよ

うなところもあります。ゴルフ場もあります。

何でこのように違うのかなというふうに思った

次第です。 

  今の答弁の中で、株主からの強い希望もあり、

中期経営計画の中でそういうふうな判断したと

あります。 

  でも、私が例えば仮に社長であったりすれば、

このような状態であれば、やっぱり南陽市より

も上山市かなというふうに考えるかもしれませ

ん。それくらい、やはり逆に言えば上山の魅力

で、また逆に言えば南陽市の魅力がなくなって

いるのかなとも考えたわけです。 

  この中で、（２）のどのような対処をしたか

とあります。その中では、この中川地区におい

て新産業団地を造るというふうなことも計画し

ていますと、そういったことを協議を重ねたと

いうふうな答弁がありました。 

  そこでお伺いしたいんですが、そういうふう

な、南陽市の当局としては、貴社のためにこう

いうふうな団地も考えていますので、どうぞお

いでくださいというふうな説明をしているとは

思うんですけども、それに対して、向こうとし

ては、いや、それでは駄目だというような判断

をしたと思うんですが、どうもその説明がうま

くいかなかったというか、もっともっと積極的

な誘致に向けての思い、それから具体的なこう

いった団地構想というものが伝わっていなかっ

たんじゃないかなというふうに私は思っている

んですが、その辺についてはどうでしょうか。 

○議長  答弁を求めます 

  市長。 

○市長  御質問にお答え申し上げます。 

  本格的に話をいただいたのは昨年の７月なわ

けでありますけれども、その以前から、南陽市

における産業団地を当該企業の経営の見通しと

併せて整備していくことについて、当該企業の

経営陣の方とお話はさせていただいておりまし

た。 

  その中で、具体的にこういった場所で、この

ような広さで、造成の絵図なども示しながらお

話をさせていただいておりまして、そのやり取

りは数度にわたって重ねさせていただいたとこ

ろでありました。 

  しかしながら、やはり地盤の改良に費用を要

するといったこと、それから、一定の広さを確

保しなければいけないこと、それから、壇上で

も申し上げました株主の皆さんからの内部留保

を早く株主に還元するのか、それとも企業の経
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営を拡大するのか、どちらかに早く活用してほ

しいという声があったというふうにお聞きして

おりますけれども、その判断を早めざるを得な

かったということをお聞きしているところです。 

  そういった諸情勢の変化から、今回このよう

な経営判断となったというふうに承知しており

ますけれども、議員がおっしゃる南陽市の魅力、

あるいは南陽市としての対応に反省点はなかっ

たのか、あるいは、こうすれば良かったのでは

ないかということは、今後に向けて議員の意見

もお伺いしながら、しっかり考えていかなけれ

ばいけないというふうに思っているところでご

ざいます。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  何度かそういったやり取りが

当該企業とあったというふうなことで、その中

で、どうしても、例えば今のお話で言うと、例

えば軟弱地盤で改良しなきゃならない、その造

成費用もかかりますよとか、いや、ちょっと面

積が足りないんだよなとかと、そういうふうな

具体的な話があったときに、それは市長に報告

があるわけでしょうから、あるいは市長が直接

聞いたかもしれませんが、そのときに、だとす

れば、例えば本当は中川地区、もちろんあそこ

で発祥したわけですからでいいのでしょうけど

も、いや、でも南陽市としてやっぱり残して拡

大をしていくというようなことであれば、場所

も変えて、例えば西工業団地、梨郷地区のほう

に持っていくとか、そういった判断がなければ、

やはり上山との比較に負けてしまうというふう

なことだと思うんですけれども、その辺のあれ

はどうだったんですか。 

  こちらは中川で、いや、ちょっと駄目だとい

うことであれば、市内でちょっと考えてみよう

かとかというようなことはなかったんですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  そういった話もございました。候補地

を数点、数地点選定して、先方とお話をさせて

いただいて、その中で次第に具体的な候補地が

定まっていきまして、最終的には、やはり発祥

の地である中川地区が最も濃厚な線であるとい

うことで、そこで具体的なお話を煮詰めてまい

ったところでございます。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  ちょっとここで具体的にお伺

いしたいんですが、これはなかなか公表できな

いかもしれませんが、大ざっぱでいいんです。

例えば、法人税というのはあるわけですよね。

当該企業のあるいは法人税というのは、数字を

教えられないと思うんですけれども、例えば８

桁なのか、７桁なのか、その辺はどうでしょう

か。 

○議長  大沼税務課長。 

○税務課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  議員からありましたとおり、やはり税に関す

る情報ということで、こちらは守秘義務が固く

決められてございますので、この場といいます

か、答弁のほうは控えさせていただければと考

えております。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  そのようなことでしょうと思

ってお聞きしたわけですけれども、やっぱりこ

れから具体的な表でいろんな推敲をしていきた

いなというふうに思っておりますけれども、私

は、この当該企業のみならず、市の考え方、こ

れは市長の考え方になるんでしょうけども、ど

うもしっくりこないというか、おかしいなと思

うことがあります。 

  例えば、同じ中川地区では、芍薬です。それ

については、今、長井のピオニーのところに行

っています。私は、これも大きな財産だなとい

うふうに思っていますよ。なぜこちらのほうで

凌ぐことができなかったのか。 

  この中川地区の大手企業とは直接関係ないか
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もしれませんが、でも、逆に言えば、そういう

ふうなことをちゃんと南陽市の財産として大事

に持っていかないというのがあるんじゃないか

なというふうに思ってしまいます。その辺につ

いては、市長、どうですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  通告されていない御質問ではございま

すけれども、その件に関しましては、管理され

ていた方から、市で管理できないかというお話

がございました。 

  なかなか行政としては難しいということで、

長井市の民間の方の管理に委ねられることにな

ったとお聞きしておりまして、行政としての対

応はよく考えなければいけないのではないかな

というふうに思っております。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  すみません、通告していない

のにありがとうございました。 

  これも通告していないので、私の言いっ放し

になりますけれど、やはりそういったことで民

間がやっているわけですから、何か民間でやれ

なかったのかなと思ったわけです。そこは、今

日のこの場ではそう言うだけにしたいと思いま

す。 

  では、２番目の上山との比較についてですけ

れども、表を出していただきたいと思います。 

  見づらいかもしれませんが、タブレットにも

出ていますので、これをちょっと考えていきた

いなというふうに思っています。 

  まず、市税のことがこの表であります。この

南陽市と上山市、上段に南陽市、下段に上山市、

その差額を表示したものです。 

  先ほど、市長のほうから、上山市については

予算額というふうなことだったものですから、

決算額で収入済額として拾い直しましたので、

このような数字になっております。 

  市民税の個人分は、南陽市は十三億何がし、

上山市は11億円、その差額は1億7,965万3,000

円とあります。 

  これについては、同じような人口、ただし、

いわゆる生産年齢人口の割合が違うかもしれま

せんので一概には言えませんけれども、これを

見て、ひょっとすると南陽市のサラリー、給与

所得の方々は単価が高いのかなというふうに思

います。ということは、公務員の人が多いのか

ななんて思っております。これは、一概に言え

ませんけれども、そのような形で思っておりま

す。 

  それから、市民税の法人分としては２億

3,500万円が南陽市、上山市は１億7,200万円、

南陽市のほうが6,300万円多いと。 

  法人分で多いということはどういうことなん

だろうなと。これも、この数字からだけでは一

概には言えませんが、やはり南陽市のいわゆる

地元企業、本社が地元南陽市にある企業が多い

のかなというふうに思っております。 

  次に、固定資産税、これは本当にびっくりし

ました。 

  南陽市は16億円、上山市は19億円です。その

差が３億7,500万円ぐらいあります。これは何

を意味するのか。 

  当然、工場の償却資産を含めた固定資産税、

固定資産が多いというふうなことで、つまり工

場、生産メーカーの固定資産というか、償却資

産、機械器具類も含めたものがやっぱり多いの

かなというふうに思っています。 

  それから、次の市税の合計額も、最初の市民

税の個人、法人については南陽市のほうが上回

っているわけですけども、固定資産税を入れる

と、逆に上山市のほうが多くなると、１億

1,000万円ぐらい多いというふうになっていま

す。 

  これが今度は上山市に進出して新生産工場が

出れば、またこの差が大きくなっていくという

ふうに思っています。固定資産税の減免をどう
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いうふうにするかという問題はあるにしても、

でもやっぱり多くなってくるのかなというふう

に思っています。 

  このような市税の中の一部のことを見ただけ

でも、南陽市と上山市は、人口規模は同じなん

だけども、違うなというふうに思っています。 

  ここまでで、市長、この数字との比較を見て、

何かコメントするものがあればお伺いしたいと

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  先ほど、議員からお話があったように、

確かに上山市におかれましては、大きな工場が

多いなということは現実としてあるかなという

ふうに思います。そのことがこの固定資産税の

差額に表れているのではないかというふうに感

じております。 

  一方で、この市民税の個人分が多いことにつ

いては、これは本当になぜなのかというのは、

ぜひ分析して、どういう違いがあるのかとか、

あるいはこれを生産年齢人口の市民１人当たり

に直せば、実際はどうなのかというような比較

も見てみたいなと思ったところです。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  この表は本当に表面だけの数

字なものですから、これで一概にどうのこうの

とは言えません。 

  ただ、大きく言って、固定資産税がかなり違

うなというふうに思っています。なので、ここ

については、もっと上山市の戦略的に、あるい

は行政だけじゃなくて政治的なことも含めて、

やっぱり違うのかなというふうに思っています。 

  今まで、昭和42年から南陽市になって58年、

再来年で60年を迎えるわけですけれども、私た

ちの先輩の方々、市長も含めて先輩の市長、あ

るいは歴伝の市長も含めて大分頑張ってきて、

ここまで南陽市をつくってきたというふうに思

います。 

  これから南陽市をどういうふうにしていくの

かというようなときに、いわゆる企業が出てい

く。それから、あるいは昨日もありましたけれ

ども、旧ハイジアパークもなかなかうまく再生

できていないというようなことがあって、どう

も沈滞ムードが漂っているのではないかという

ふうに思います。 

  私も南陽市民の誇りを持って、南陽市を良く

したいというふうに思っておりますし、市長も

もちろんそうだと思っています。そういった意

味からも、もうちょっと比較していきたいと思

うんですが、次はふるさと納税です。これも全

く違う。 

  私は９億7,000万円、今は10億円に南陽市は

なっていますけれども、10億円になったななん

ていうふうに思っていたんですけど、同じ人口

規模で上山市は27億円です。その差は17億円あ

るんですよね。ということは、これは2.8倍近

く。 

  昨日の答弁でも、やっぱり市長はというか、

課長は物がないんだと。例えば果樹に関して言

えば、物がないと。だから、そういったことも

あってというようなことがありました。 

  じゃあ、その物がないのに、物を作るにはど

うするのかという様々なことがあると思います

が、これもやっぱり先人たちが頑張ってきて積

み上げてきたんだなというふうに思いますし、

この果樹産出額もそのまま40億円が南陽で上山

60億円、20億円の差。これがすとんと、ふるさ

と納税にも現れているのかなというふうに思っ

ているところです。 

  これを見て、市長、どういうふうに思われま

すか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  地形、気候、そういったもの、環境、

それを総合したものがこの数字に表れているの

かなというふうに感じたところです。 

－108－



 

  南陽市は、急激に米沢盆地に海抜が下がり、

上山に比べて雪も大変多く、気温差が大きい。

本日も最高気温と最低気温の差が21度も予想さ

れておりますけれども、そういった気候の差が

あります。 

  それが南陽市の果樹の品質の良さにつながり、

生産者の皆さんが手塩にかけるものがいいもの

になるといういい面がある一方で、量を生産す

ることが難しい。これはやっぱり地形、気候、

風土、そういった違いがあるのかなというふう

に感じました。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  果樹は、当然フルーツ、生も

のと加工ものもあります、乾燥ものもあります

けれども。そういったものを含めて、方策とし

てはあるんじゃないかなと私は思っています。

なので、こういったことを、こういった現実の

数字を突き合わせながら、南陽市としてどのよ

うな形に持っていったらいいのか。 

  今回、議長の計らいだと思うんですが、この

宮城興業さんと龍上海のポスターがあります。

こういうふうな、いわゆる売上げが今後もっと

増していく、そういったものをやっぱりしっか

りと支援していくみたいなことも、私はワイン

とずっと言っていますけれども、そういったこ

とも必要だなというふうに私はこの数字を見て

思っております。 

  次に進みたいと思いますが、次のページをお

願いします。 

  これは産業団地の整備費と土地開発基金の現

在高です。先ほど、土地開発基金については、

現金が1,700万円ぐらいですかね、あとは土地

の評価だというふうなことでした。 

  これを見ても、いろんなことがあると思うん

ですが、やはり南陽市が遅れているなというふ

うに思ったんです。 

  やはり経営判断の当該企業の経営判断の中に

は、南陽市はまだかかるよねと。それよりもや

っぱりもうできているようなところに行ったほ

うがいいよねというふうに思っちゃいますよね。

これを見ると、やっぱり産業団地でもう４億

1,000万円ほどをどんとつぎ込んでできました。

どうぞ来てください。ありますね。そういった

ものがやっぱり違うなというふうに思います。 

  これからいわゆる企業誘致に関するいろいろ

条例等の比較も出したいというふうに思います

が、その辺、やっぱり具体的に考えていった場

合に、ちょっと施策が戦略的に遅いんじゃない

かなというふうに思いますので、そこはぜひ今

後、積極的に、まさしく戦略的に頑張っていた

だきたいなというふうに思います。 

  その企業誘致に関してですけれども、市長は、

先ほど企業誘致は具体的には話しませんでした。

企業誘致の条例に基づいて考えていきたいとい

うふうなことでしたけれども、具体的に持って

いく必要があるんじゃないかなというようなと

きに、企業誘致の条例等を比較したものをちょ

っと見てみましょう。これは山形県で出してい

ますけども、すみませんこの表には間に合いま

せんでした。 

  例えば、かみのやま温泉インター産業団地企

業立地補助金、これは用地取得奨励金と称して、

自動車製造または特に大きい経済波及効果が見

込まれる業種の企業が事務所を新設、増設した

場合、用地取得額の40％を補助とあります。本

市は10％です。そう考えてみた場合、どうなん

でしょうかと。 

  あと、上記以外の業種の企業が事業所新設を

した場合は用地取得額の30％です。ここでもう

決定的に違いがあるんじゃないかと。株主の総

会の株主会、役員会でもそのようなことを比較

されれば、やっぱり駄目なんじゃないかなとい

うふうに思うんですよ。 

  この辺について、市長、どういうふうにお考

えですか。 

○議長  答弁を求めます。 
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  市長。 

○市長  上山市におきまして、東北中央自動車

道にかみのやま温泉インターチェンジがあると。

その場所は、東北中央自動車道の整備計画の中

で、相当前にああいった広大な土地がある、市

街地にも近い場所にインターチェンジを設置し

て、そこに工業団地を整備しようという計画が、

恐らく10年単位の計画で進められていたという

ふうに認識しております。 

  南陽市にも南陽高畠インターはございますけ

れども、現実的には南陽高畠インターが立地し

ているのは高畠町の行政区分の中でありまして、

南陽市の中にはインターチェンジがないと。言

ってみれば、ビハインド状態なわけであります

けれども、何とかそれを好転させるべく、スマ

ートインターチェンジの設置や工業団地の整備

などについて、これまで考えてまいりましたけ

れども、そこの差がどうしてもあるということ

は否めないところでありまして、今後そういっ

たところを克服して、ピンチをチャンスにして

いく方策を考えていかなければいけないという

ふうに思っております。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  私も市長の思いとは同じです。 

  何か逆転できないかなみたいに私は思ってい

て、逆襲というと表現が悪いんですけれども、

その中で、たまたま調べていったら、実は最後

の４番目の問題になるんですけども、上山の清

掃工場、先ほど、それは環境省が把握している

中で全然問題ないというふうにありましたが、

とある雑誌が、これは先ほどもあったように公

表しませんけれども、重金属汚染による健康被

害という形で、上山市のことをとある雑誌がす

っぱ抜いたんですね。汚染源は、ごみ焼却炉だ

と。しかも、ただ単にスキャンダルな形ではな

く、東京農工大が学会発表したということです。

そこで終わっていなくて、実はここから、７月、

来月にはどうも山形大学で学会発表があるとい

うふうに言われています。 

  そうすると、第一義的には当然上山市の議会

の問題になりますので、私はあまり深くしませ

んけれども、そういうふうな問題があるとすれ

ば、かなりの大問題になって、先ほどの上山の

果樹生産、あるいはふるさと納税の額、いわゆ

るちまたに広がって、なった場合には、いや、

ちょっと買えないなというふうになった場合に、

大変大きな問題になるというふうに私は思って

います。 

  したがって、南陽市は絶対に安全ですよとい

う売りもできるなというふうに思っているとこ

ろです。 

  そういったことで、市長にも一応書類という

か、文書として紙ベースではお上げしています

けども、これがどうのこうのという話ではなく

て、これが例えば広まったような場合を考える

と、本当に上山はもう死活問題になるなという

ふうに思っています。 

  それを良いことにというようなことではない

んですけれども、私が言いたいのは、いろんな

地形だ、気象だ、何とかという以前の問題とし

て、公害のない町、そういったものが大事なん

だろうなというふうに思っています。 

  その辺の認識について、市長にお伺いしたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  こういった問題に関しましては、一義

的には壇上でも申し上げましたように、環境省、

そしてこれは都道府県が所管する事項でありま

して、市としましては法令に則って、しっかり

と問題のないように対応したいというふうに思

っております。 

  この環境の問題や防災の問題、何かあったら

すぐ水没するような場所ではやはり操業できな

いわけで、そうしたことは基本的なこととして

我々はしっかり対応してまいりたいと思ってお
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ります。 

○議長  14番高橋一郎議員。 

○高橋一郎議員  次の画像をお願いしたいと思

います。この場所を皆さんは分かっていないか

もしれませんけれども、13号線をずっと上山に

向かって、右側にある清掃工場です。 

  次、お願いします。これはそこの清掃工場と

そこにある遊園地というんですか、遊び場です。 

  そして、次、お願いします。これ、行ってび

っくりしたんです。これが隣の、雑誌ではＡ工

場と言っていますが、そこの工場の手前のとこ

ろに、後ろに工場の会社名がかかっているんで

すけども、これがあったんですよ。びっくりし

たのは、汚染された土があるんですよみたいな

形になって、これが放置されているということ

で、これは本当にびっくりしました。 

  というふうなことが例えば広がっていった場

合には、大変怖いことになるなというふうに思

っています。それは健康被害だけじゃなくて、

さっき言った産業の、特に果樹生産に関しては

大打撃になるのかなというふうに思っていると

ころです。 

  これは、先ほど市長も言われたように、ほか

の市の議会の問題でもありますし、何とも言え

ません。ただ、このような場所だというような

ことで、今提示したかっただけですので、御了

解いただきたいというふうに思います。 

  そのような形で、今日の一般質問については

あれですけども、最終的にお話ししたかったの

は、一番最初にも申し上げたとおり、この南陽

市の本当の良さ、強みを出して、とにかく企業

誘致といってもいろんなものがあると思います。

括弧書きで教育関係も含むなんて書きましたけ

ども、様々なことがあると思いますので、これ

はぜひ真剣に、市長にはプロジェクトチームも

つくるような気持ちでやっていただきたいなと

思うんですが、最後にどうでしょうか。市長の

答弁をお願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員がおっしゃるとおり、これまでと

は違うような気持ちと、それから庁内での対応

をしていきたいなというふうに思っております。 

○議長  以上で、14番高橋一郎議員の一般質問

は終了いたしました。御苦労様でした。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は11時といたします。 

    午前１０時５１分 休 憩 

─────────────────── 

    午前１１時００分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

小 松 武 美 議員 質 問 

○議長  次に、８番小松武美議員。 

  〔８番 小松武美議員 登壇〕 

○小松武美議員  おはようございます。 

  ８番、小松武美です。よろしくお願いいたし

ます。 

  初めに、ちまたの話題といえば、先ほど高橋

一郎議員からもありましたとおり、備蓄米の放

出とか、そういった米の問題がテレビで多く取

り上げられています。 

  備蓄米５キロを2,000円で無限に出すと小泉

農水省大臣が威勢のいいことを言っていますけ

れども、無限に出すとはどういうことかと。数

量に決まりがあるので、そんなには出せないと。

全部で60万トンですかね。備蓄米なので、ある

程度出してもいいと思うんですが、価格を下げ

るために出すというのは、いかがなものかとい

うところがあります。 

  有事の際に取っておくものだという話もあり

ますし、そういった点で放出するのかなという

ところでありますが、2,000円の備蓄米、国民

全員に渡るわけでもありませんので、一部の早

く並んで求めた人だけ、限定的だなというふう
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に思います。 

  ５キロ2,000円といいますと、60キロにする

と２万4,000円で、今年の概算金が大体２万

4,000円くらいになるというふうに見ています

ので、農家の人には５キロ2,000円のそういっ

たお金しか入らないと。非常に厳しい。消費者

も、2,000円で求めて、安いというふうに思っ

ているというふうに思いますけれども、マスコ

ミを見ると、2,000円でも高いというような報

道もあります。 

  輸入米を見れば、高いというふうになります。

例えばアメリカの広大な農地、そしてベトナム

では二期作で２回も取れるというところと、そ

ういったところと一緒にするのは間違っている

のかなというふうに思っております。 

  備蓄米を放出しているために、倉庫を貸して

いる業者が悲鳴を上げていると。貯蔵する米が

なくなって、そこから確実に上がる貸賃、それ

がなくなってしまうという、そういった問題も

起きているようであります。 

  また、昨日ラジオを聴きますと、私くらいの

移住した年配の方かなと思いますが、田んぼを

作って２年目だということで、何が大変だった

かというと、草取りが大変だという話がありま

した。取っている後に、後ろからまた草が生え

てくると。私も田んぼを作っているのでよく分

かるんですが、取っても取っても出てくるとい

うことで大変だなと。一番大変な作業は、草取

りだというふうに思います。 

  その人たちは、やっぱり５キロ4,000円でも

安過ぎるなというふうなことを言っていました。

やはり作ったことのない人は高いと思うかもし

れませんけれども、そこに従事している生産者

の思いを考えれば、少しでも高い米で持続可能

な農業ができることを本当に思うところであり

ます。 

  政府のほうも少し方針転換、先ほどもありま

したとおり、生産調整もやめて、生産意欲が湧

くようにするという方針転換、どうなるかは分

かりませんけれども、そういった少し政府の方

針は間違っているということを認めたというと

ころがありますので、少し改善されるのかなと

いう、そういった期待もあります。 

  ただ、農作物、先ほどのサクランボもそうで

すし、米も天候に大きく左右されますので、今

年のこれまでの天候を見ると、ちょっと春先は

寒かったかなという部分もありますし、これか

らどうなるか分かりませんが、平年並みで穏や

かな気候になることを切に思うところでありま

す。 

  それでは、通告した質問に入りたいと思いま

す。 

  １番目に、南陽高校に対して、本市の支援に

ついてであります。 

  南陽高校は、南陽市にとって言うまでもなく

唯一の高等学校です。しかし、最近の志望倍率

を見ると、定員160名に対し、令和５年度は

0.61倍、令和６年度は0.58倍、そして今年度は

0.35倍と毎年下がっています。 

  その原因を分析することは難しいですし、学

校や中身について言える立場ではないので控え

ますが、南陽高校には市役所部という部活があ

って、南陽市の活性化に向けた様々なアイデア

を出すなど素晴らしい活動を行っています。 

  子どもの数が年々少なくなり、高校も生徒の

取り合いになっていることは否めませんが、こ

のままだと、南陽高校の存続が危機的な状況に

なってしまうのではないでしょうか。 

  地元の高校がなくなってしまうと、地域の衰

退や生徒の不利益につながる可能性もあり、大

きな損失だと思います。 

  高畠高校では、町の支援で町在住の生徒に限

り、新入生には10万円、２年生と３年生にはそ

れぞれ３万円を支給しています。ＪＲを利用し、

通学している生徒には、３か月以上の定期券に

半額補助しています。 
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  また、町内の生徒には、２キロ以上距離があ

る場合はデマンドバスを出すなど、高校に入っ

てもらう政策を行っています。 

  また、白鷹町の荒砥高校では、新入生には10

万円、２年生には修学旅行費を全額補助、３年

生には自動車免許取得費用として、町内に就職

し、定住する生徒には２分の１を補助する政策

があります。 

  このように、地元の高校に生徒を呼び込むた

めに、自治体が何らかの支援をすることが必要

ではないでしょうか。高畠高校では、令和４年

度は0.38倍、令和５年度は0.44倍、支援を導入

した令和６年度は0.75倍、今年度は0.51倍と少

し下がりましたが、効果があると見ていいので

はないでしょうか。 

  そこで伺います。 

  （１）南陽高校の志願倍率が毎年下がってい

ますが、存続の危機と捉えていますか。 

  （２）他の自治体のような経済的支援が必要

と思いますが、支援の考えはありますか。 

  ２番目としまして、既存の公民館とコミュニ

ティセンターの違いについてであります。 

  公民館の目的として、社会教育法第20条では、

公民館は、市町村その他一定区域内の住民のた

めに、実際生活に即する教育、学術及び文化に

関する各種の事業を行い、もって住民の教養の

向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文

化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目

的とするとあります。 

  この目的達成のために、第22条では、①定期

講座を開設すること。②討論会、講習会、講演

会、実習会、展示会等を開催すること。③図書、

記録、模型、資料等を備え、その利用を図るこ

と。④体育、レクリエーション等に関する集会

を開催することと記載されています。この法律

にのっとって、市内８か所の公民館で事業を展

開しています。ほかに、災害時の拠点や避難所

開設にもなります。 

  しかし、全国的には1,500館あった公民館が

1,300館と、公民館が減ってきています。背景

には、総務省が出した地方自治体の財政の立て

直し方針に地方自治体が従っているということ

があるようです。生涯学習と言いながら、学習

の場がなくなっていくということは問題だと思

います。 

  公民館と同じような施設にコミュニティセン

ターというものがあります。コミュニティセン

ターは、1971年に自治省が全国40地区にモデル

コミュニティを指定することで始まり、公民館

より明確に地域的住民センターを志向していま

すが、公民館とコミュニティセンターとの違い

は、ほとんどないに等しいと言われています。 

  しかし、コミュニティセンターになると、所

管が教育委員会から市長部局になり、大きな違

いが出てきます。教育行政の独立性が担保でき

なくなってしまい、市長が直接使用制限できる

ようになることは、非常に弊害が大きいと思い

ます。 

  また、公民館は社会教育法の適用を受けます

が、コミュニティセンターは適用除外となって、

住民の自主的な地域づくり活動など、利用の幅

が広がるとなっています。人事の面でも違いが

出てくると思います。 

  現在の公民館は地域づくりや住民の文化・福

祉の向上に大きな役割を果たしてきたと思いま

す。少子高齢化の中、公民館運営委員のなり手

を探すのも一苦労ですが、住民とのつながりを

持つことは大切です。 

  そこで伺います。 

  （１）公民館とコミュニティセンターの違い

は何ですか。 

  （２）コミュニティセンターのメリットとデ

メリットはどんなところですか。 

  （３）コミュニティセンターに移行する場合

は、住民への十分な説明と話合いが必要と考え

ますが、その考えはありますか。 
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  以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ８番小松武美議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、南陽高校に対しての本市の支援につ

いての御質問の１点目、南陽高校の志願倍率が

毎年下がっていますが、存続の危機と捉えてい

るかについてでございますが、全国的にも少子

化の影響で高校入学者の総数が減少している状

況であり、令和７年度山形県公立高等学校入学

志願状況の概要によりますと、全地域で定員割

れが散見され、置賜管内につきましては１校を

除き定員割れの状況となっております。 

  令和７年度の南陽高校の入学者選抜において、

一般選抜志願者数が42名で、倍率は0.35倍であ

りましたが、推薦・連携型・前期選抜内定者数

及び併設型中学校からの入学予定者数を含めた

総志願者数は83名となり、定員160名に対して

倍率は0.52倍となっております。 

  いずれにしても定員に満たない状況が続いて

おり、市といたしましても危機感を感じている

ところでございます。 

  南陽高校におきましては、令和２年に南陽高

校市役所部が発足し、様々なプロジェクト活動

やＳＮＳ発信などの活動を行っており、生徒の

中には市役所部の活動に参加したいという気持

ちから、南陽高校に入学を希望した生徒もおら

れるとお聞きしております。 

  県内の状況といたしましては、今年４月に置

賜管内において高校の統廃合が実施され、今後

も少子化による高校の統廃合が実施されるもの

と推測されます。本市におきましては、県教育

委員会で策定される今後の県立高校の基本的な

方向性を示す、県立高校未来創造ビジョン案の

動向も注視しながら、南陽高校とも協力し、魅

力ある高校の発信に取り組んでまいります。 

  次に、２点目の他の自治体のような経済的支

援の考えはあるかについてでございますが、近

隣自治体で独自に経済的支援を行っていること

は承知しております。経済的支援につきまして

は、近隣自治体で行っている事例も参考にしな

がら調査、検討をしてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、既存の公民館とコミュニティセンター

の違いについての御質問の１点目、公民館とコ

ミュニティセンターの違いについてでございま

すが、公民館は社会教育法に基づき、住民の生

涯学習及び文化活動を目的に設置する施設でご

ざいます。一方、コミュニティセンターは、地

方自治法第244条に基づき設置する公の施設で

あり、公民館よりも利用対象の範囲が広く、地

域住民の交流やまちづくり活動を目的とした施

設と認識しております。 

  次に、２点目のコミュニティセンターのメリ

ットとデメリットについてでございますが、メ

リットとしましては、社会教育活動を超えて、

地区住民の交流や地域に住む人々が自らの知恵

と力でまちづくりに参画することができる点に

あります。一方、デメリットとしましては、法

的基準がないため、運営内容や充実度等に格差

が生じやすく、公平な行政サービスの維持が懸

念される点がございます。 

  また、コミュニティセンター化に際しては、

今後の人口減少等に伴い、その事業を担う組織、

いわゆる指定管理者として運営を行う受け皿と

人材確保がますます懸念されるものと捉えてお

ります。 

  次に、３点目のコミュニティセンターに移行

する場合の住民への説明についてでございます

が、コミュニティセンターに移行する場合には、

地区が運営主体となりますので、地区住民との

話合いは不可欠と考えております。また、地区

の機運の高まり及び理解が必要ですので、地域
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の状況を注視してまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  初めに、南陽高校の問題であ

りますけれども、調査、研究して検討するとい

う答えでありましたけれども、検討だけではな

くて実施することが重要であります。これは待

ったなしではないかなというふうに私も考えて

いるところです。 

  近隣の例を見ると、新入生に10万円。例えば

南陽高校に地元の南陽市出身の生徒が50人入れ

ば、500万円という金額がかかります。それが

安いか高いかという部分はありますけれども、

使い道としては、制服代、運動着代、靴を買っ

たり、あとは参考書を買ったりという部分に使

われると思うんですけれども、やはり保護者に

とればこの10万円を補助してもらえるというこ

とで、大きな支援だなというふうに考えており

ます。 

  あと、高校の無償化になって、先ほど生徒の

取り合いと言いましたけれども、私立の高校に

入る生徒が多くなってきて、全国的に見ると公

立の高校が廃校に追い込まれていると、そうい

った事例もあるようです。 

  ですので、やっぱり公立の高校と私立の高校、

違いはそれぞれあると思うんですけれども、切

磋琢磨して教育を行うということが重要かなと

思うんですけれども、その点について市長の考

えをお聞かせ願えればと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  御質問にお答え申し上げます。 

  高校が全国的に私立と公立で生徒獲得に競争

が起きていて、無償化に伴って公立高校の志願

者が減少し、私立に流れているという現象があ

ることは承知しております。 

  高校に限らず、大学も、それから中学校も小

学校も、何となれば就学前の幼児施設において

も、私立に強い生徒を確保するというような意

欲があり、その点においては、公立高校は私立

の取組を追いかけているような状況ではないか

なというふうに思っております。 

  しかしながら、そういった、言ってみれば営

業努力もありますけれども、私立には私立の良

さ、そして公立には公立の良さがあるとも思っ

ておりまして、私個人としては、都市部、大都

市圏においては私立の選択肢が多数ありますの

で、地方とは状況が違うと思っておりまして、

公立高校における教育環境のさらなる充実を自

治体としては求めていきたいなというふうに思

っているところです。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  違いがあっていいというふう

に、市長の言うとおり、私もそう思います。 

  無償化になると、例えば公立高校のほうが授

業料は安かったですよね。私立は高いというこ

とで、それがなくなってしまうと、高校の特徴

というものを重視する、選ぶ基準だと思います。

今、市長が言ったように、都会では進学校と言

われるところがやはり特徴を持って、有名大学

に進学率は何ぼだというふうなことで売り出し

ていると思いますけれども。 

  あと、伝統のある公立高校は校舎がとても古

いと。どうせ学ぶなら新しい私立の校舎で学び

たいという、そういった生徒もいるようであり

ますけれども、やはり先ほど言ったとおり南陽

高校は市役所部、あとみらい議会にも出ている

ということで、そういった意味で本当に南陽市

のためにいろいろ考えている生徒さんが多くい

るなというふうに思っています。そのことをや

っぱり市としては本当に大事にしていく必要が

あると思います。ぜひ、経済的援助ということ

を本当に早急に考えていかなければならないの

ではないかなというふうに思います。 

  検討をすると言っていますけども、予算のか
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かることでありますし、そう簡単にはいかない

のかなというふうに思いますけれども、先ほど

高橋議員からありますとおり、南陽市では大き

な本当に工場が上山に移転するというようなこ

と、そして、もしくはこのままいけば南陽高校

も廃校になってしまうのではないかと、そうい

った危機感を持つわけでありますけれども、先

ほど市長が、米沢の商業と工業が統合になった

ということがありますけれども、南陽高校も統

合という、そういった話といいますか、計画は

あるのでしょうか。その点、伺いたいと思いま

す。 

○議長  答弁を求めます。 

  堀教育長。 

○教育長  ただいまの小松議員の御質問にお答

え申し上げます。 

  私が持っている資料としましては、令和２年

３月に山形県の教育委員会が発表した県立高校

の再編整備計画、これの東南置賜地区の高校に

ついて、これを見ますと、米沢市内の普通科高

校の在り方と米沢市外の東置賜地区の三つの高

校の在り方については、令和７年度から令和８

年度にかけて検討するというふうに記載してご

ざいます。 

  以上です。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  県のほうでそういった検討事

項に載ったということで、どこをどういうふう

に統合されるのかは、まだ現時点では分からな

いというふうに思いますが、俎上に載ったとい

うことで、本当に危機感を持つわけであります

が、その点について、市長はどのような対策を

考えているでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員からも言及がございました南陽高

校市役所部、あるいは南陽みらい議会。みらい

議会については、議場を使わせていただけると

いうことで、議長をはじめ、議員各位の御理解、

御協力に心から感謝を申し上げます。 

  そうした高校の魅力化、学習指導要領におい

て導入されている探求学習における地域との連

携、この教育の本丸に関すること、南陽高校の

魅力そのものに関することについて、南陽市で

は全力で応援しようということで取り組んでい

るところでございます。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  魅力ある高校ということで、

市としては力を入れているというのは分かるわ

けでありますが、経済的な支援、これも重要だ

なというふうに思います。 

  荒砥高校では免許まで支援するという、そう

いった取組もあるようでありますし、支援の在

り方はいろいろあると思いますけれども、でき

ることから始めていただければ、本当に助かる

なというふうに思います。 

  高畠高校のことを言うとあれですけども、Ｊ

Ｒで通学できるという、そういう利点もあって、

南陽高校ですと、フラワー長井線を使うという

部分、ちょっとフラワー長井線、山形鉄道には

申し訳ないんですが、料金も高いという部分で

ありますので、そこも補助していただければ山

形鉄道のほうも助かるのかなということを思う

わけでありますけれども。 

 今年度は83名ということで、だんだん少なくは

なってきています。ちょっと私が考えたんです

けども、皆考えているかもしれませんけれども、

できたとき、南陽高校は相当大きい規模なんで

すよ。今は270名ですか、そういう空き教室も

相当出てきているのかなというふうに思ってい

るわけですが、今度は南陽市に三つある中学を

一つにするというような答申も出されている。

それが全部そのとおりになるかどうかは分から

ないわけでありますが、一応そういった方針を

出されているというと、新しく建てるのかとい

う、また経済的な負担もあるわけでありますけ
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れども、南陽高校を今の沖郷中学校に移転して、

今の南陽高校を中学校に使うと。そうすると、

七百何名の中学生は今の南陽高校の校舎で間に

合うのかなという、そういったところをちょっ

と考えたところでありますが、ぜひそういった

点も考慮に入れてもらえれば助かるなと、経済

的な負担も少なくて済むなというふうなことを

思ったところであります。 

  魅力ある高校、そして当市でも援助するとい

うことを早急にお願いしたいというふうに思い

ます。このままだと、近隣の高校に負けてしま

うのではないかというふうに思っているところ

でありますので、ぜひお願いしたいというふう

に思います。 

  次に、２番目の公民館とコミュニティセンタ

ーの違いということで、コミュニティセンター

が地方自治法に則るということで、より住民主

導の形態に変わるということで、それはそれで

いいのかなと思いますし、人材確保という部分

でいくと、今の現状を考えると、厳しいものが

あるなということを市長の答弁で感じたわけで

ありますけれども、例えば、ぶっちゃけという

か、給与の面はどういうふうに変わるのかなと。

今の公民館がコミュニティセンターになった場

合の職員の配置とか給与の面については、どの

ように変わるんでしょうか。 

○議長  田中社会教育課長。 

○社会教育課長  ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  現状では、御承知のとおり、各地区の公民館

については、会計年度任用職員だったりという

ふうな位置づけと、それに見合った給与になっ

ておりますけれども、じゃあ、実際に、今度、

仮にコミュニティセンターになった場合にどう

なるかとなってくると、やはり議員がおっしゃ

ったように、まず地域、地区の住民の方々が主

導になって動いていただくというふうなことに

なりますが、そちらの具体的な給与については、

やはりコミュニティセンターをどのような形で

運営していくかという全般的な流れの中で検討

していくべきものと考えております。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  給与の面では、そこまでは考

えていないということでしょうかね。 

  コミュニティセンター、これからあまり機運

が盛り上がっていないのかなという、そういっ

た感覚で捉えているんですけれども、中にはや

っぱりコミュニティセンターにしないと駄目だ

という、そういった住民の声もあって、私とし

てはどっちかなということで今回質問をさせて

いただいたところでありますけれども、今の公

民館の会計年度任用職員の給与はそれに則って

ということでありますけれども、公民館長以外

は全時間勤務だというふうに思いますけれども、

会計年度だと、準公務員かな。そうすると、５

年間勤めると無期雇用というふうに民間ではあ

るんですけれども、その点、公民館の職員には

適用になるのか、ちょっと教えていただきたい

と思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢総務課長。 

○総務課長  お答え申し上げます。 

  公民館のほうの職員については、今の適用は

なりません。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  分かりました。 

  職員についても無期雇用と、そういったもの

には適用にならないということですけれども、

退職金についてはどうでしょうか。教えてくだ

さい。 

○議長  答弁を求めます。 

  長沢総務課長。 

○総務課長  退職金についての制度はございま

せん。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  会計年度任用職員は、毎年試
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験なり面接を受けて、１年ごとの採用になるん

でしょうか。その点をお願いします。 

○議長  答弁を求めます。 

  田中社会教育課長。 

○社会教育課長  会計年度任用職員につきまし

ては、基本的には毎年年度途中の期首面談と最

後に面談をさせていただいて、その中で評価と

いうふうなものを出させていただいて、その中

での更新であったりというふうな形になってご

ざいます。 

  以上です。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  １年ごとということで、人事

の面で言いますと、人事権はどこにあるんでし

ょうか。社会教育課なんでしょうか。教えてく

ださい。 

○議長  答弁を求めます。 

  田中社会教育課長。 

○社会教育課長  公民館職員につきましては、

教育委員会での辞令というふうな形でございま

すので、教育委員会のほうで人事のほうを行っ

ております。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  ありがとうございます。 

  公民館の職員を見ていると、大体３年くらい

で異動するのかなと思うんですけれども、市の

職員も異動はつきものなので、慣れたと思った

らいなくなるというか、異動してしまうという

のはしようがないのかなと思うんですけれども、

これはやっぱり住民にしてみると、せっかく名

前と顔と仕事ぶりも覚えて、ああ、この職員は

いいなと思ったら、その矢先に異動ということ

になると、非常に残念がっている住民の方もい

るということで、その点は何ともし難いという

ふうに思うんですが、そういう点を見るとコミ

ュニティセンターで、その地域で雇うまではい

かないとは思うんですけれども、意向が反映さ

れるのかなという部分があります。 

  そういった点の違いもあるのかなと思うんで

すが、面接試験、あといろいろなことで、その

人も毎年また採用するかということを決めるよ

うでありますけれども、勧誘する気はないんで

すが、住民の人の意見も参考にしていただいて、

よろしくお願いしたいというふうに思っている

ところであります。 

  市長の最後の質問で、やっぱり住民の方の機

運が重要だということで、そういった動きにな

れば当然説明はするという。やはり住民の機運

が強まらなければ、コミュニティセンターとい

う部分までは行かないということでよろしいん

でしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  端的に言えばそのとおりであります。

この市議会におきましても、様々な議員からコ

ミセン化については質問、御意見がこれまでも

ございまして、その際にお話ししていることは、

コミセンに不可欠なのは運営主体でありますの

で、運営主体が存在しなければコミセン化はで

きません。 

  そうした意味では、もしコミセンに移行する

となれば、説明は当然不可欠でありますけれど

も、小松議員の御質問では、市長部局になると、

教育行政の独立性が担保できなくなって弊害が

大きいという文言もありましたので、どちらか

というと反対のお立場なのかなと思ってお聞き

しておりますけれども、議員のおっしゃるよう

に様々な意見がございますので、ぜひ議員間討

議や地域住民の皆さんの意見の集約など、議員

にも我々に御示唆をいただければというふうに

思っております。 

○議長  ８番小松武美議員。 

○小松武美議員  いろいろな公民館を回って話

を聞くと、まだその機運は盛り上がっていない

なということを感じるので、私もどっちかとい

うと、今の公民館でもう十分なのかなというふ
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うな考えなんですけれども、中には、先ほど言

ったようにコミセンではないと駄目だと言う人

もいるので、だったらば、やっぱり地域でもっ

と頑張ってというふうなことになると思います

けれども、これはなかなか難しい問題かなと。 

  社会教育法ということで、それが市長部局に

なるということで、市長の意見が大きく反映す

るのかなという、そういった懸念。白岩市長は

リベラルな方で、民主主義を重要視する、重ん

じる市長だと思うので、そういうことはないと

思いますが、いろんな事例を見ると、市長の意

見が強く出て、例えば憲法に関することだとか、

そういったもののビラとか、講演会に圧力がか

かるという、そういった部分もあるので、ぜひ

そういったことが、今のところは市長部局には

なっていないので、公民館の社会教育法に則っ

ての運営ということでやっているわけでありま

すけれども、やはり人が少なくなって、運営委

員をどうしようかなという、何年も続けている

という人もいるので、そういったところも含め

て、やっぱり地域で何とかするということが重

要で、その点で、やっぱり地域に入って、いろ

いろ交流を持っていかなければならないなとい

うふうに思っています。 

  私も中川地区で今回の運営委員になったとこ

ろでありますけれども、活性化のために頑張っ

ていきたいなというふうに思っているところで

す。いろいろ行事等を考えて一生懸命やってい

ますので、経済的な面でもよろしくお願いした

いなと。 

  一言言うと、敬老会の予算が少なくなったと

いうことを公民館長が嘆いていたので、その点

も、これは通告していないので、私の独り言と

いうことになりますけれども、ぜひそういった

点も予算の面でも支援をお願いしたいなという

ふうに思っているところであります。 

  これを申しまして、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。どうもありがとうございまし

た。 

○議長  以上で、８番小松武美議員の一般質問

は終了いたしました。大変御苦労様でございま

した。 

  ここで、暫時休憩といたします。 

  再開は13時といたします。 

    午前１１時４５分 休 憩 

─────────────────── 

    午後 １時００分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

髙 岡 遼 多 議員 質 問 

○議長  次に、１番髙岡遼多議員。 

  〔１番 髙岡遼多議員 登壇〕 

○髙岡遼多議員  皆さん、こんにちは。ライブ

配信を御覧の皆さんもこんにちは。 

  議席番号１番、六合会の髙岡遼多です。よろ

しくお願いいたします。 

  まず、先日、仕事で行った先の階段で足を滑

らせ額を打ちつけてしまい、こんな状況になっ

ておりますが、記憶喪失等もなく元気でやって

おりますので御安心ください。 

  さて、初めに、私ごとながら、市会議員に当

選させていただいてから１年と２か月が経過い

たしました。この間、議員の立場を通じて、地

域の声に耳を傾け、多くの課題と向き合う中で、

学びと気づきに満ちた日々を過ごすことができ

ております。これもひとえに、市民の皆様の御

支援と御協力、そして日々、市政の最前線で御

尽力されている白岩市長をはじめ、市当局の皆

様のお力添えあってのことであり、心より感謝

を申し上げます。 

  本日は、そうした学びと現場でいただいたお

声を胸に、市民の安心と地域の未来に資するべ

く、二つのテーマについて質問をさせていただ

きます。 

  それでは、通告に従い、一般質問に入らせて
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いただきます。 

  １、新型コロナワクチン接種後の副作用や後

遺症について。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、世

界的なパンデミックへの対抗策として、ワクチ

ン接種が前例のない規模で迅速に進められまし

た。多くの市民が感染予防と重症化リスクの低

減を目的に、善意と社会的責任感を持って接種

に協力されたことは、私たちの地域社会の連帯

と公共精神の表れであると考えております。 

  しかしながら、その一方で、接種後に現れる

副反応のうち、一時的な発熱や注射部位の痛み

など軽微なものとは異なり、倦怠感、頭痛、関

節や筋肉の痛み、めまい、睡眠障害、さらには

四肢のしびれや震えなどの動作異常やブレイン

フォグ、思考力や集中力の著しい低下などが長

期間にわたり継続し、日常生活に重大な支障を

来しているという報告が全国的に寄せられてい

ます。中には、日常生活に支障を来すものや命

に関わる恐れのあるもの、例えば一部のワクチ

ンによる血栓症や神経系の自己免疫疾患であり、

筋力低下などを引き起こすギランバレー症候群

なども含まれています。 

  こうした症状に苦しむ方々の中には、接種直

後から明確な体調の変化を自覚した方もおられ

れば、数日から数週間後に異変を感じ始めたと

いうケースも見受けられます。医療機関を受診

しても明確な診断がつかず、様子を見ましょう

と言われるまま、慢性的な不調に悩まされてい

る方も少なくありません。 

  現在の医学的知見において、これらの症状と

ワクチン接種との直接的な因果関係を科学的に

証明することは困難であり、多くの事例が関連

性不明として扱われています。しかしながら、

ワクチン後遺症ではないかとの疑念が広がる症

状の報告は全国的に報告されており、不安と困

惑を抱える方々が多数存在している現状を私た

ち行政の関係者は重く受け止める必要があると

思います。 

  さらに、国の予防接種健康被害救済制度では、

接種と健康被害との因果関係が認定された場合

に救済給付が行われますが、申請手続の煩雑さ

や認定までの期間の長さが指摘されています。

また、申請に必要な書類の収集や医療機関との

連携にも課題があるとされています。 

  健康な生活を送るために接種したワクチンに

よって、このような症状が出ている方が少なか

らず発生していることを踏まえて質問をさせて

いただきます。 

  ①本市における新型コロナワクチン接種後の

副作用や後遺症に関する相談件数とその対応状

況について、本市における過去２年間の相談件

数と内容、それについての対応状況をお尋ねし

ます。 

  ②予防接種健康被害救済制度の申請手続にお

いて、市としてどのような支援を行っているの

か、お尋ねします。健康被害救済制度の申請に

は、医療機関からの診断書や各種書類の提出が

必要であり、申請者にとって負担が大きいとの

声があります。市として、申請者への支援体制

や相談窓口の設置状況についてお尋ねします。 

  ③副作用や後遺症に関する市民への情報提供

や啓発活動について、今後の計画や取組をお尋

ねします。また、ワクチン接種後の副作用や後

遺症に関する正確な情報提供は、市民の不安解

消に重要です。市として、どのような情報提供

や啓発活動を行っているのか、また、今後の計

画について教えていただきたいと思います。 

  ２、置賜地方広域による産業・工業団地造成

と定住人口の確保について。 

  このたびの中川地区の該当企業が上山に工場

を移転するというニュースは、驚きとともに非

常に大きなショックを受けました。しかも、上

山市は隣の市とはいえ村山地区、例えば置賜地

区のほかの場所であったならば少し良かったの

かと思ったりもしたり、思ったりしなかったり
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もしたり、非常に複雑な気持ちです。 

  昨日の中村孝律議員の一般質問、先ほどの高

橋一郎議員の一般質問にもございましたが、市

としてチェック、そして検証、そして反省をす

ることが必要です。旧ハイジアの問題も含めて、

将来の市民から嘆かれないように行動する必要

があります。 

  さらに、県や国の人口減が連日話題になって

おります。先月は山形県の人口が100万人を下

回った、また、先日４日には出生者数が統計を

取り始めて以降、初めて70万人を下回り68万

6,000人余りであったことが厚生労働省の調査

で分かりました。ますます加速度的に進む人口

減社会の少子化は若者だけの問題ではなく、国

家全体の存続基盤に関わる問題です。 

  そこで、置賜地方広域による産業・工業団地

造成と定住人口の確保について質問をさせてい

ただきます。 

  （１）総務省が推進する定住自立圏構想は、

人口減少や少子高齢化が進む地方において、都

市と周辺町村が機能を分担・連携しながら、圏

域全体で暮らしと産業の基盤を確保していくこ

とを目的として、平成21年度に構想・展開され

ました。この構想に基づき、置賜地方でも平成

30年２月26日に、全８市町、南陽市・米沢市・

長井市・高畠町・川西町・白鷹町・飯豊町・小

国町によって置賜定住自立圏が形成されました。 

 それから７年が経ち、人口減少と少子高齢化が

加速度的に進む今、置賜地方を形づくる我々が

力を合わせ、産業・工業団地を造成し、新しい

産業を誘致し、住民が希望を持って暮らすこと

ができるまちをつくる必要があると考え、お尋

ねします。 

  ①定住自立圏構想の理念を本市はどのように

受け止め、具体的に施策に活かしているのかお

尋ねします。 

  ②人口減の加速度的な進行、その一因にある

のが若者の都市部への流出です。その原因は

様々ですが、一つに地方には魅力的な環境・仕

事が少ないことが挙げられます。そして、これ

はどの自治体でも似たような問題を抱えていま

す。 

  そこで、置賜８市町と力を合わせ、広域行政

連携による共同出資型の広域産業団地・工業団

地の造成を目指す考えはあるかについてお尋ね

します。 

  以上で壇上からの質問を終わります。よろし

くお願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  １番髙岡遼多議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  初めに、新型コロナワクチン接種後の副作用

や後遺症についての御質問の１点目、本市にお

ける過去２年間の相談件数と内容、それに対す

る対応状況についてでございますが、ワクチン

接種後に起こる多様な症状につきましては、現

時点において、一定の割合で副反応の発現は認

められておりますが、ワクチンが原因で接種後

に遷延する症状、いわゆる後遺症が起きるとい

う知見は、先ほど議員がおっしゃられたとおり、

ございません。国では、接種後のいわゆる後遺

症を含めた副反応が疑われる症状について、実

態把握をする研究に取り組んでおります。 

  なお、本市における相談件数につきましては、

症状回復に時間を要しているという内容や接種

後の疾患発症の因果関係に関する相談を把握し

ているもので４件いただいております。相談を

受けた際には、まず、相談者に対して、ワクチ

ン接種後に発症した疾患の治療を受けた医療機

関へ、状況の説明と申請に必要な書類作成の相

談をお願いしますとともに、予防接種健康被害

救済制度の申請方法等を適宜御案内いたしてお

ります。 

  次に、２点目の予防接種健康被害救済制度の
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申請手続において、市としてどのような支援を

行っているのかについてでございますが、すこ

やか子育て課けん診係が相談窓口となり、制度

や手続の流れの説明、申請書の書き方など、相

談内容に応じた支援等を適切に行っております。 

  次に、３点目の副作用や後遺症に関する市民

への情報提供や啓発活動についてでございます

が、ワクチンの効果や健康被害救済制度につき

ましては、ワクチン接種対象者への個別通知の

ほか、市報や市のホームページ等においても情

報提供及び啓発を行っております。今後も、引

き続きワクチンに関する正確な情報提供に努め

てまいります。 

  次に、置賜地方広域による産業・工業団地造

成と定住人口の確保についての御質問の１点目、

定住自立圏構想の理念を本市はどのように受け

止め、具体的な施策に活かしているかについて

でございますが、総務省が推進する定住自立圏

構想は、地方圏において安心して暮らせる地域

を各地に形成し、地方圏から三大都市圏への人

口流出を食い止めるとともに、地方圏への人口

の流れを創出することを目的に構想されたもの

です。 

  置賜３市５町で形成する置賜定住自立圏につ

きましては、それぞれの特性を活かし、相互に

役割を分担しながら、圏域全体として魅力ある

地域をつくることを目指して、生活機能の強化、

結びつきやネットワークの強化、圏域マネジメ

ント能力の強化の三つの柱を掲げ取り組んでお

ります。具体的な施策として、山形おきたま観

光協議会による観光プロモーション、行政ＤＸ

の推進などに取り組んでおります。 

  今後も、地域の特性を活かしながら、持続可

能な地域社会の実現を目指して協調して取り組

んでまいります。 

  次に、２点目の置賜８市町と力を合わせ、共

同出資型の広域産業団地・工業団地の造成を目

指す考えについてでございますが、都道府県と

市町村、市町村と民間企業の組合せで産業団地

開発を行っている事例があることは承知してお

りますが、市町村同士の組合せで行っている事

例は把握してございません。本市にとって、近

隣の市町と共同で産業団地の造成をすることが

産業基盤の強化や経済活性化に効果的なものと

なるか、情報収集に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  １番髙岡遼多議員。 

○髙岡遼多議員  ありがとうございます。 

  本市における新型コロナワクチン接種後の副

作用や後遺症に関する相談件数と因果関係が証

明されない症状であっても、ワクチン接種を行

う限り、不安に思う方はこれからも出てこない

とは限りませんので、この辺、丁寧な御説明を

していただければと思っております。 

  そして例えば、ワクチン接種後に帯状疱疹を

発症する例が以前ありました。これは全国的に

多数報告されておりまして、帯状疱疹というの

は、かつて水ぼうそうにかかった方のウイルス

が一旦治まっているんですけれども、免疫力の

低下を契機に再活性化するもので、ワクチン接

種により、一時的な免疫応答の変化が生じ、そ

れが引き金となって発症したのではないかとい

う指摘もあり、因果関係については現在も慎重

な検証が続けられているところであります。 

  また、原因菌であるボルデテラ・パーツテュ

シス菌によって引き起こされる急性の呼吸器感

染症である百日せきに関しても、現在、全国的

に患者数が増加傾向にあり、とりわけ小児や高

齢者を中心にその流行が懸念されております。 

  特に乳幼児においては、呼吸停止や肺炎を伴

う重症化の危険もあり、適切な予防接種と早期

の診断、治療が求められております。 

  これらの流行の背景には、新型コロナウイル

ス感染症の流行期における外出自粛やマスク着

用等により、多くの感染症が一時的に抑制され、
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自然感染による免疫獲得の機会が減少したこと、

また、定期予防接種の機会が一部制限されたこ

となどが影響しているものと考えられます。 

  言わばコロナ禍が感染症流行の構図を一変さ

せたともいえ、今後、こうした反動的流行への

警戒とともに、定期接種の周知徹底、学校や保

育所等との情報共有並びに高齢者や基礎疾患を

有する方々への予防啓発が重要であると思いま

す。 

  今後、国や厚生労働省との情報共有や連携体

制について、市としてどのような取組を行って

いるのか、また今後の方針について、市長から

一言いただければと思います。 

○議長  それでは、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  ワクチン接種をはじめとする医療行為

につきましては、専門家の知見を欠かすことが

できないものでありまして、市役所内の担当部

署であります、すこやか子育て課から県や厚生

労働省へ紹介、あるいは情報の伝達等を相互に

行う中で、最新の知見を主として取り逃がすこ

となく、新たにお知らせすることが発生した場

合には、市民の皆さんにホームページや市報等

でしっかりお知らせしてまいりたいというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長  １番髙岡遼多議員。 

○髙岡遼多議員  ありがとうございます。 

  次に、予防接種健康被害救済制度の回答をあ

りがとうございました。 

  これから年一度の定期接種が65歳以上の方と

60から64歳の対象となる方、この方々に年に１

回、秋、冬に定期接種を行う予定というふうに

なっているんですけども、これも今後もより親

切な案内というのをしていただければいいなと

思っております。 

  そして、３番の後遺症に関する市民への情報

提供や啓発活動について、これも、これまで同

様、丁寧な案内をしていただければと思います。 

  そしてまた、今年の６月現在、アメリカがト

ランプ大統領に変わったことで、新型コロナウ

イルスのワクチン政策は大きな転換点を迎えて

おります。特に、子どもや妊婦に対する接種方

法の変更が注目されております。 

  まず、本年５月27日、アメリカの保健福祉長

官であるロバート・Ｆ・ケネディ・ジュニア氏

は、健康な子ども及び妊婦に対する新型コロナ

ワクチンの接種推奨を撤回する方針を発表しま

した。この方は、元駐日大使であり、南陽市に

もゆかりのあるキャロライン・ケネディさんの

いとこで、彼女からもいろいろと言われている

方ですが、これにより、これらの層はアメリカ

疾病予防管理センターの定期予防接種スケジュ

ールから正式に除外されることになりました。 

  ですが、この決定は、従来のような科学的審

議プロセスや専門委員会による議論を経ずに発

表されたものであり、アメリカ国内においても

賛否が分かれています。 

  中でも、医療専門家や公衆衛生関係者の一部

からは、拙速な判断であるとして懸念の声が上

がっておりますが、また一方で、これまで接種

対象とされてきた年齢層への必要性に疑問を持

っていた国民からは、ようやく再検証がなされ

たと歓迎する意見も見受けられます。 

  あわせて、アメリカ疾病予防管理センターは、

健康な子どもへの接種について、共同意思決定

という新たな方針を打ち出しました。これは親

と医療従事者が協議の上で接種の可否を個別に

判断するというもので、従来の一律的な接種推

奨から、より個人の状況を尊重した判断への移

行を意味します。 

  さらに、米国食品医薬品局も接種推奨の対象

を65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する者に限

定する旨を公表しており、健康な成人や子ども

に対しては、今後、ワクチンの有効性を改めて

検証する追加試験が求められることになりまし
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た。これにより、定期的なブースター接種の対

象範囲は大きく縮小されることになります。 

  こうした流れを受け、米国小児科学会や産婦

人科学会などの専門団体からは、妊婦や子ども

の重症化リスクに対する警戒を緩めるべきでは

ないとの見解が示されておりますが、同時に副

反応や長期的影響への不安に根差した声も根強

く、今後は科学的根拠に基づく冷静な議論と透

明性ある政策運営がより一層求められるものと

考えます。 

  また、日本のワクチン接種においては、接種

を受けるよう努めなければならないという予防

接種法第９条の規定が適用されます。これはい

わゆる努力義務と呼ばれているもので、義務と

は異なり、接種は強制ではなく、最終的にはあ

くまでも御本人が納得した上で接種を判断して

いただくというものです。 

  つまり、接種をするにしてもしないにしても、

選ぶのは個人の自由であるということになりま

す。 

  この点を、今後の広報に当たっても周知をし

ていただければいいなと思いますが、この辺に

ついて市長のお考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  アメリカにおけるワクチン接種等に関

する政策の変更につきましては仄聞しておりま

して、全体として心配しているというのは私の

思いでございます。 

  ワクチンの歴史を振り返りますと、そもそも

種痘から始まり、病気にかかられた方々の体液

等を健康な方に移すという行為がされたときに

は、周りの人からはというか、一般の方からは

そんなことをして大丈夫かという心配が非常に

あったわけですけれども、それを重ねていくう

ちに、確かにそれをやった人は病気にかかりづ

らくなるという歴史を積み重ねて現在に至って

いるということを考えれば、ワクチン自体の有

効性は、証明されたものは問題がないと思って

おります。 

  ただ、やはり今回は新しいワクチンであった

ことから、そういった懸念が広まることも十分

理解できるところで専門家の検証は当然必要だ

というふうに思っております。 

  そして、議員がおっしゃっていただいたこと

につきましても、市民の皆さんへの接種の判断

は誰が行うのかということについて、これまで

も封筒のお知らせや、それから予診票などに同

意するか、しないかという欄を設けて御本人に

間違いなく選択していただくようにしておりま

すが、今後もそのように継続してまいりたいと

思っております。 

○議長  １番髙岡遼多議員。 

○髙岡遼多議員  ありがとうございます。 

  次、２の置賜地方広域による産業・工業団地

造成と定住人口の確保について話させていただ

きます。 

  この件、非常によく分かりました。今回、中

川地区の該当企業の件だったんですけども、こ

の件で、例えば、定住自立圏構想の中で相談と

かそういうのはされたりはするものなのでしょ

うか。市長、お願いいたします。 

○議長  答弁を求めます。 

  渡邊商工観光課長。 

○商工観光課長  ただいまの御質問にお答えし

ます。 

  定住自立圏の構想の中で、中川地区の大手企

業様が転出されるということについては議論し

た経過がございません。 

  また、当市にのみにその情報をいただいてお

りましたので、ほかの市町村と共有するという

こともございませんでした。 

  以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長  ただいま担当課長が転出という言葉を

使いましたけれども、それは訂正させていただ

きます。正しくは、新工場の建設でありまして、

南陽市から撤退するということではないことは

御承知おきいただきたいと思いますし、数年前

には25億円をかけて造られた塗装工場があり、

その操業については今後も継続されるという話

も伺っているところでございます。 

○議長  １番髙岡遼多議員。 

○髙岡遼多議員  分かりました。 

  私個人としては、上山に行っちゃったという

のがちょっと悔しいというか、しようがないん

ですけど、置賜として大事なあれを失ったのか

なというのがすごくあって、ただいま質問をさ

せていただきました。 

  そして、例えば、若者の減少を引き止めるに

はやはり仕事が必要だというのは、一致してい

ると思うんですけれども、どこの市町も工業団

地を造ってみたり、企業誘致してみたり、皆さ

ん尽力されているこの状況はすごく分かるんで

すけれども、ちょっとここで、若者の減少、仕

事が少ないとされる状況にはやっぱり密接な相

互関係というのがあります。 

  どちらが原因でどちらが結果という単純な話

ではなくて、両者はお互いに影響を与え合いな

がら、地域の持続可能性を轟かす、負の循環を

形成しています。若者の減少によって、地域社

会にどのような影響が出るか、若年層は労働力

の中心であり、同時に消費の担い手でもありま

す。彼らが地域からいなくなると、地元の商業

やサービス産業は客数の減少に直面し、経営が

困難になります。製造業や農業などでも若手の

労働者が確保できず、企業は新たな投資や拡大

を控えるようになります。このようにして地域

の経済活動が縮小し、働き口が減っていきます。 

  その一方、地元に仕事がないと感じる若者が

都市へ流出していく現実もあります。地元で選

べる職種が限られていたり、給与水準やキャリ

ア展望が都市部に比べて見劣りしたりする場合、

進学、就職のタイミングで地元を離れる選択を

するのは自然なことです。そして、多くの場合、

進学後は都市部での就職、定住が続き、Ｕター

ンする人はごく一部に限られます。 

  こうして、若者がいないから仕事が生まれな

い、仕事がないから若者が戻らないという循環

が強化されていきます。 

  やがて、地域の企業は、後継者難や人手不足

に直面し、閉業や撤退を余儀なくされます。学

校や病院、交通インフラも利用者が減ることで

維持が難しくなり、生活環境としての魅力も低

下していきます。 

  結果として、さらに若者が離れ、地域の活力

は奪われていきます。 

  このような状況を打開するには、単に雇用を

増やすだけでなく、働きたいと思える仕事、戻

りたいと思える暮らし方、つながっていられる

地域の在り方を同時に考える必要があります。 

  例えば、廃校を活用した企業支援施設、テレ

ワークに対応した仕事環境の整備、地域資源を

活かした新産業の創出など、仕事そのものの見

せ方、生み方を変えていくことが求められます。 

  つまり、若者の減少と仕事の不足は、それぞ

れが原因であり結果である、連鎖構造であるこ

とを認識し、循環そのものを逆回転させるよう

な施策が必要です。 

  そこで、市長に提案したいのが、今回の置賜

８市町が共同で出資をして、そして工業団地・

産業団地を造ることの旗振り役、これをやって

いただきたいと思いまして、突然の提案で大変

申し訳ないんですけれども、喫緊の課題の一つ

であると考え、このたび御提案をさせていただ

きました。 

  これまでも、各市町がそれぞれ独自に取り組

んできた地域振興や産業施策ですが、正直なと

ころ、こうした個別最適のやり方にはそろそろ

限界が見えてきているように、私個人としては
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感じます。少子高齢化や産業構造の変化、自治

体の財政、人材の制約を考えると、今こそ本気

で広域連携を進める時期ではないかというふう

に思います。 

  置賜全体として一つの地域圏として捉え、課

題も資源も共有をしながら、新たな産業や定住

のモデルをともにつくっていく必要があるので

はないかと思います。 

  実際に行うとなると、やはり土地の選定であ

ったり、インフラの整備、水道や電力、ガスの

安定供給が可能であるかとか、または土地の利

用計画、ゾーニング、業種に応じてエリアを分

けるであったり、また、環境や安全への配慮、

法整備、地域・行政との連携など様々な難しい

問題があるのは非常によく分かります。 

  ただ、地域、地方自治体が共同で工業団地を

整備、運営するに当たっては、参加する各自治

体の財政的公平性をいかに確保するかが極めて

重要な課題となります。 

  地方自治法上、企業が立地する自治体に固定

資産税や法人住民税といった法定税収が帰属す

る仕組みとなっており、単純な意味での平等な

税収配分は制度上困難だからです。 

  したがって、共同事業に関わる他の自治体に

とっては、費用負担に見合う財政的見返りが得

にくく、連携が進まない要因にもなり得ます。

しかし、このような不均衡を解消するために、

現在の法制度の中でも幾つか実用的な手段は存

在します。 

  第１に、一部事務組合の設立です。地方自治

法第284条に基づき、複数の自治体が共同で特

定の事務を処理する組合を構成することで、募

集にかかる費用や収益の配分について構成団体

間で柔軟に協議し、調整することが可能になり

ます。 

  第２に、連携協約制度の活用が挙げられます。

これは地方自治法第252条の14の２以下に定め

られた制度で、複数の自治体が相互に事務を連

携、分担して行うための基本方針や財政負担の

在り方などを文書で明確に取り決めるものです。

連携協約を締結することで、法定税そのものの

再分配はできないものの、事実上の財政調整や

補助金による収益還元を図ることが可能となり

ます。 

  第３に、第三セクター等の共同出資法人の設

立です。工業団地の整備や管理運営を担う法人

を各自治体が共同出資で立ち上げ、その法人の

収益を出資比率などに応じて自治体に分配する

ことで、直接的な税収が立地自治体に偏る場合

でも、ほかの自治体に間接的に収益を還元する

仕組みを構築することができます。 

  また、こうした制度上の枠組みと並行して、

地域ごとの特性を活かしたゾーニングによる役

割分担型の工業団地モデルも重要です。 

  例えば、置賜地域においては米沢市を研究・

開発先端製造の拠点、南陽市や高畠を物流・商

流機能の中核、また、飯豊町の食品加工エリア

などといった具合に分担させることで、地域全

体の産業基盤の多様性と補完性を高めるという

ようなことが可能になるのではないかと思いま

す。 

  このように、税収の偏在という制度的制約を

超えて、広域自治間での持続的な協力と役割分

担を実現するには、法制度の活用と実効的な運

営計画の構築が不可欠です。そして、それを現

実のものとするため、各自治体の意思と覚悟が

問われる局面でないかと思います。 

  また、土地のやり方についても様々あります。

例えば、１か所に工業団地をどんとつくるのも

一つのアイデアではあるんですけれども、先ほ

ども申しましたように、米沢を研究・開発先端

の製造エリアとしたり、南陽市をインターチェ

ンジがあるのでアクセスがいいので、ここを一

つの物流の拠点としたり、例えば小国町をサテ

ライト型のＩＴ型の企業支援に特化した地区に

したり、また、共同出資による開発計画によっ
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ては、特別目的会社を設立し、インフラの整備

や用地取得、運営管理を一元化させたり、また

マーケティングなども置賜広域産業ゾーンとし

て、やはり世界に打って出る、世界にＰＲでき

るいいアイデアではないかと思っております。 

  やはりメリットとしては、分業による効率的

な立地誘導、そして地元の既存企業と新産業の

融合、人口減、少子化、少子高齢化に対応した

地方創生、そして広域によるスケールメリット

とＰＲ効果などが考えられます。 

  ちょっといろいろ話してしまったんですけれ

ども、この置賜地域が一つになって、皆さんの

アイデアを活かして、何とかできればいいなと

思って話してしまいました。 

  最後に、市長のこれからの10年先、20年先を

見据えたビジョンがあれば、お聞かせいただけ

ればと思います。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  議員が研究された様々な提案について

お話しいただき、誠にありがとうございます。 

  まず、人手不足というか、働く場がないのか、

人がいないのか話で申し上げれば、働く場は非

常に多くあると、求職者数に対する求人数の多

さ、有効求人倍率でありますけれども、そうい

ったものを見ても明らかに人手不足になってい

ると、雇用したい企業はたくさんあるけれども、

働きたいと思う方がその業種ではない別の業種

を希望されるということだと思います。 

  先日も工業団地の連絡協議会がありまして、

企業の皆さんとお話しする機会がございました

けれども、若い方がいわゆる３Ｋと呼ばれる職

種について敬遠されて、そうではないサービス

業とか開発業とかソフト的な事業を希望される

方が多いということを非常に心配しておられま

した。しかし、製造業をはじめとする求人はた

くさんあるわけで、そこをいかにマッチさせる

かというのが課題だというふうに思っておりま

す。 

  そして、人手が少なくなったということの一

つの大きな事象が、過去、我が国においても発

生しております、先の大戦の後であります、多

くの若い男性の命が失われ働き手が不足して、

女性もあらゆる業種にわたって働かなければい

けなかったという時代がありました。 

  今の時代の考え方とは大きく異なっておりま

すけれども、そういった時代を踏まえて我が国

の高度経済成長があることを思えば、そういっ

たことも教訓として今後に活かしていく必要が

あるのではないかなと思っております。 

  そして、御提案の広域連携による産業工業団

地造成でありますけれども、一部事務組合ある

いは連携協約第三セクター、いろいろな御提案

がございました。その中で、一部事務組合につ

いては既に置賜広域行政事務組合がまさしくそ

ういった目的で設立して、歴史的な経過もたど

っているところです。 

  それぞれの提案については、議員のおっしゃ

る利益もあろうというふうに思います。ただ一

方で、現実的に独立した市町村が考えることは、

どうしても我が町に投資を呼び込みたいという

ことであって、例えばある町については研究開

発分野というふうに分担した場合、食品業が立

地しようとしているけれども、それは自分の分

野ではないということで遠慮しなければならな

くなるということを思えば、なかなかそういう

制約を自らに課すというのは難しいのではない

かなというふうに思います。 

  議員がおっしゃったことを実現するために一

番現実的であるのは、恐らく広域連携よりも合

併であろうかというふうに思っています。そう

した意味では、いろいろな手法はあろうかと思

いますけれども、最もより良い手法を、今後も

議員の意見もお伺いしながら、考えてまいりた

いと思っております。 

○議長  １番髙岡遼多議員。 
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○髙岡遼多議員  貴重な御意見、本当にありが

とうございました。 

  私も置賜が一つになるのは、まだそこまで頭

が回っていないんですけども、取りあえず、今

後の施政が地域全体の未来を見据えたものにな

ることを願いつつ、質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

○議長  以上で、１番髙岡遼多議員の一般質問

は終了いたしました。大変御苦労様でございま

した。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は14時といたします。 

    午後 １時４６分 休 憩 

─────────────────── 

    午後 ２時００分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

─────────────────── 

須 藤 清 市 議員 質 問 

○議長  次に、11番須藤清市議員。 

  〔11番 須藤清市議員 登壇〕 

○須藤清市議員  11番六合会の須藤清市です。 

  締めくくりの８番目の出番となりました。緊

張しておりますが、どうぞよろしくお願い申し

上げます。いつものように、何か大きな課題を、

また市民の声を反映しながらと思って、質問い

たします。 

  南陽市行政当局皆様には、日頃、市長三役を

軸に、職員、各所管や役職において、市民のた

めに真摯に丁寧に施策を推進していただいてお

り、感謝を申し上げます。 

  この定例会では、市民住民参加でのまちづく

り推進の充実ということで、会派での研修と協

議、また市民意見を反映しながら、私なりの以

下の六つの項目で、南陽市総合力での身近な未

来づくり活動の実践を想定しての一般質問とさ

せていただきます。 

  現代社会、日本社会は少子高齢化が急速に進

み、それによる日常生活の様々な影響、これに

諸対策が展開されておりますが、これからの未

来の地域づくりの推進には、なお一層大切と思

われるのは、やはり地域を構成する市民一人一

人の考えや思い、夢をしっかりと捉えて、その

市民の力をベースにした行政と立法府である議

会の活動、この両輪に３者としての市民と大い

に協働連携を拡大するもの、責任を分担しなが

ら市の総合力ということで、目標に向かい、前

進するものであると改めて強く感じております。 

  市民の活動と考えますと、多種多様です。日

常生活では、教育、衛生福祉、また安全安心、

災害の対応と、公私にわたって協力し合ってお

りますし、また、それぞれにボランティア活動

や市との契約、いわゆる諸契約締結での業務委

託、また、指定管理者関係の業務、それから土

地やその他のいろいろなものの賃貸等と市への

協力の行動、それから各業種ごとの経営による

いわゆる収入確保、納税など老若男女それぞれ

活動をしているのが実態でございます。 

  現代に生きる我々の活動力というのと、これ

までに先人が残した行動実績、これらを学び重

ね合わせて、未来をつくる地域の力として継承

する必要がございます。 

  人口減が進む未来には、市民の力をベースに、

その意向、傾向を理解して、行政施策展開と議

会チェック、それから議会からの提案、約２万

9,000人の市民の三つの力で目標を共有すると

いうことが重要です。 

  さて、現在、南陽市の行政推進において、

様々な要因から発生した社会構成の要素の急変

に対応すべき大きな課題、隠れた可能性も多く

存在しております。旧ハイジアパークの再活用

について、秋葉山山林火災後の整備、それから

企業の移転発表による地域整備の見通し、少子

化での学校の数の減とか、学校統合等の経営の

検討、そのほか検討が関係者によって始まって

おります。見方を変えれば、その対応を今こそ
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市民総合力で未来に改革を実行していこうとい

うことです。特に、本年令和７年度は市制60周

年を間近にして、南陽市６次総合計画の後期５

年間作成、まち・ひと・しごと創生総合戦略の

地域創生戦略の新規５年間の策定、また市第２

期のＤＸ推進計画の立案等々の年で、未来づく

りの大事な計画立案のステージです。今こそ思

い切って新しいことにチャレンジしながら、市

民と協議を重ねて、行政施策実行、議会のチェ

ックとの提案の中で、市民総意での未来目標に

向かうというチャンスと認識もできます。 

  六合会では、政策をする議会を意識しまして、

市民の意見を反映して、行動指針として、行政

執行と現状を監査して、提案型の議会活動で、

自治体政策の制御、また変更をさせたりするよ

うな立法府の議会活動を目指そうということで

考えております。 

  私の考え方で、以下の六つの点を提案と市民

の意見を入れながら御質問をいたします。書面

にお書きしたとおりでございます。 

  （１）郷土理解と郷土愛につながる市内の文

化財についての取組。 

  長岡南森遺跡の調査の経緯と、この史跡を国

指定遺跡稲荷森古墳とともにある国指定の文化

財登録に向けて運動を展開して、南陽市内のほ

かにある多数の財産、史跡や人物・産物・自

然・ものづくり・思考・宗教・考え方など、そ

ういったものを文化の市として顕彰していく必

要があると思います。その市の取組については、

今後いかがでございましょうか。 

  （２）市内地域の集積の軸であるいわゆる学

校教育、それと社会教育の展開についてです。 

  少子化の中、子ども生徒の成長と教員関係者

の環境を軸に、中学校の統廃合も一つの形と考

えられておりますが、小中での学校教育展開上

の問題と地域における社会教育とその関連の中

で、地域からもし学校がなくなればということ

を考えますと、なくさない何かしらの方法で別

の学校を立案するなり、新たな教育展開を考え

られないものでしょうか。 

  （３）市内各地域の状況を活かした特徴ある

地域開発の支援について。 

  先ほど小松議員の御質問にもありましたが、

八つの公民館等が抱える生活状況は全て違いま

す。可能性も課題もあります。地域運営と行政

サービスの融合を考えると、地域ごとの自主自

立の機運を育て、目的と条件の下で、行政的な

窓口を扱える人、またそれを運動する資金をあ

てがうなど、拡大していく可能性はないでしょ

うか。お考えはどうでしょうか。 

  （４）広域の軸となるＪＲ、それからフラワ

ー長井線の駅が南陽市の赤湯駅にあります。そ

の周辺を見ますと、大事な箇所がいっぱいござ

います。 

  ごみやし尿、予防消防、医療提供、健康増進

のほか、人口減少、少子高齢化の中で、広域行

政の展開の役割がますます深まっていますが、

道路鉄道等の交通手段に優位に立つことで、具

体的に南陽市が市民やほかの市町にとっても役

立っていくことが大事だと思います。赤湯駅東

口の県道拡張が目されていて、西口の駅と周辺

の土地利用の充実を期して、赤湯駅周辺地区を

特別な集積地として、駅に集積するモデル地区

として、住民意識を軸にしながら、ＪＲや長井

線との共通の新目的を立ち上げて、将来の南陽

版の道の駅構想なども立ち上げながら、この地

だからできる新しいタイプの観光ＤＭＯなど、

方法があると思います。インバウンド客が増え

ています。広域と住民に叶う新赤湯駅周辺構想

を立ち上げていくような検討を強化すべきと考

えますが、その点、お考えはいかがでしょうか。 

  （５）市内の自然力、例えば、赤湯温泉でご

ざいますが、世界の保養地づくりへの可能性を

秘めております。その取組について、二色根源

泉がなくなり、森の山源泉活用の充実を図るべ

く、新しい源泉の掘削なども視野に入れながら、
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温泉保養地、この計画を構想できないかと思い

ます。もちろん今構想があるわけですが、それ

をより充実した、拡大したものとして、これか

ら見通しをどのように考えていけるでしょうか。

お考えをお持ちでしたら、お願い申し上げます。 

  （６）市民による未来協議会、（仮称）未来

市民会議の立ち上げについて。 

  この前山口議員の質疑もありましたが、ハイ

ジアパークについて、肩書を抜きに市民に自由

なまちづくりの提案、実践として、今以上に意

見を集積する機会として、市の市民課等が事務

局となったりして、市民有志を一定の規模で募

り、ハイジアパーク跡地を公園として活用する

など、市民による市民参加運営の事業としての

立ち上げも検討いただけないでしょうか。 

  以上、大変大きな問題、テーマでございます

けれども、共通した市民の参加ということで、

今行政がお考えの、市民がまだまだ行政につな

がっていない、この距離も含みながら、以上の

質問と提案などについて、当局の考え方をお聞

かせいただければと思います。よろしくお願い

申し上げます。 

  これで壇上からの質問を終わります。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  11番須藤清市議員の御質問にお答え申

し上げます。なお、市民参加でのまちづくり推

進の充実に向けての御質問のうち、文化財の取

組についてから特徴ある地域開発の支援につい

てまでにつきましては、教育長より答弁いたさ

せますので、御了承願います。 

  初めに、市民参加でのまちづくり推進の充実

に向けての御質問の４点目、広域の軸となるＪ

Ｒとフラワー長井線の駅である赤湯駅周辺の整

備についてでございますが、現在、赤湯駅周辺

整備につきましては、都市計画道路赤湯停車場

線の沿線住民の皆様で組織される赤湯駅前通り

まちづくり協議会におきまして、本市の玄関口

であるＪＲ赤湯駅の駅前周辺及び中心市街地を

通り、赤湯温泉へと向かう赤湯駅前通りの活性

化と賑わいのあるまちづくりを目指しまして、

各種講演会、街歩き、ワークショップなど各種

事業を行いながら、振興策の検討を進めていた

だいているところでございます。 

  都市計画道路赤湯停車場線の赤湯駅までの拡

張整備につきましては県の事業でございますが、

市では令和６年度に赤湯駅構内を改修し、赤湯

駅交流ラウンジをオープンさせるなど、赤湯駅

を中心としたまちづくりを進めております。 

  令和３年５月に策定した南陽市都市計画マス

タープランでは、赤湯温泉街の中心からＪＲ赤

湯駅周辺にかけてを中心市街地形成エリアと位

置づけ、また、立地適正化計画では、都市機能

誘導区域として位置づけており、今後とも、赤

湯駅周辺のにぎわいの創出を目指してまいりた

いと考えております。 

  次に、５点目の市内の自然力、赤湯温泉を活

かした世界の保養地づくりへの取組についてで

ございますが、赤湯温泉は、当市でも大変多く

の観光客が訪れる歴史ある観光地でございます

ので、非常に魅力のある観光資源と捉えており

ます。 

  森の山源泉の利活用や新しい源泉の掘削につ

きましては、まずは森の山源泉の安定供給を図

りながら、議員の御意見を踏まえて、今後の方

策について考えてまいります。 

  次に、６点目の市民による未来協議会、未来

市民会議の立ち上げについてでございますが、

議員の御提案は、住民参加型のまちづくりの手

法の一つとして考えられるところではございま

すが、意見の発出のみならず、会の運営や事業

への参画も含めた組織の立ち上げにつきまして

は、参加者意見の調整や継続的な運営及び事業

参画の担い手の確保など、実現に向けた課題が

あるものと考えております。 
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  また、旧ハイジアパーク南陽につきましては、

昨年度、市内外へ活用に関する意向調査を行っ

ておりますが、具体的な提案までは至らず、現

在のところ、庁内に検討会を立ち上げ、今後の

方向性を検討しているところでございます。 

  旧ハイジアパーク南陽の利活用につきまして

は、これまでも様々な場面で市民の皆様から御

意見を頂戴しておりますので、引き続き、施設

の活用や跡地の検討を進めてまいりたいと考え

ております。 

  私からは以上でございます。 

○議長  答弁を求めます。 

  堀教育長。 

○教育長  11番須藤清市議員の御質問にお答え

申し上げます。 

  初めに、市民参加でのまちづくり推進の充実

に向けての御質問の１点目、郷土理解と郷土愛

につながる市内の文化財についての取組につい

てでございますが、長岡南森遺跡は、赤湯地区

長岡の国指定史跡稲荷森古墳の南にある南森丘

陵に立地する古墳時代を主とする遺跡でありま

す。 

  遺跡の発見は昭和53年で、稲荷森古墳の調査

団によって確認され、その後、踏査を続けてま

いりました。平成28年に遺跡の保護を図るため、

現状把握等を目的とした測量調査を実施しまし

た。この調査により、古墳や中世の館跡を思わ

せる地形が確認され、自然の丘に手を加えた特

別な遺跡であることが判明したことから、平成

30年から遺跡の詳細を把握することを目的とす

る確認調査に着手し、今年度は第８次となる発

掘調査を実施しております。 

  これまでの調査の結果、大型の古墳である可

能性はなくなりましたが、本遺跡は丘陵上に営

まれた古墳時代の重要な集落遺跡で、稲荷森古

墳に埋葬された王に関連する地域の拠点集落で

あった可能性が高まってまいりました。 

  今後は、文化庁の指導を受けながら、国指定

に向けた取組を進めてまいりますが、稲荷森古

墳との関連性が深い遺跡でありますので、既に

指定を受けている稲荷森古墳の指定に追加する

形での国指定を目指してまいります。 

  確認調査はあと数年で終了とし、国指定の根

拠となる調査報告書を刊行した後、本格的に国

指定化へ向けた取組を進めることとなります。

国指定に当たっては、指定後の保存活用計画や

史跡整備に関する計画等も必要になってまいり

ますので、随時計画を策定し、稲荷森古墳と一

体的な活用を図れるよう、史跡化に取り組んで

まいります。 

  次に、南陽市内の多数の財産を文化の市とし

て顕彰していく取組について申し上げます。 

  地域の宝である文化財は、調査、保存、活用

のサイクルを大切にし、確実に未来へつないで

いくことが重要と考えております。地域にどん

な文化財や未来に伝えるべき宝があるのか把握

する各種調査を継続し、その成果として、新た

な市指定文化財の指定を図りながら、文化財と

郷土を愛する心の醸成に努めてまいります。 

  さらに、市民の皆様が身近な文化財等に興味

や関心を持てるよう、地区の文化財や歴史を学

べる機会の充実を図り、地域の宝の保存と活用

に関する取組を進めてまいります。 

  次に、２点目の市内地域の集積の軸である学

校教育・社会教育の展開についてでございます

が、教育委員会では、南陽市小中学校適正配置

等検討委員会を組織し、およそ１年間にわたっ

て、本市の子どもたちにとってより学びやすい

環境を整え、児童生徒一人一人の学びを広げ深

める観点で検討いただきました。その後、当該

検討委員会より検討結果を踏まえた答申を受け

取り、南陽市立小中学校適正規模・適正配置の

基本方針を策定し、市長に報告しております。 

  教育委員会といたしましては、当該検討委員

会が、慎重かつ多面的に検討いただいた答申を

尊重して、基本方針を策定した経緯がございま
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す。したがいまして、中学校につきましては、

市内１校を基本とし、スピード感を持って対応

すること、小学校につきましては、保護者や地

域の意見を聞きながら、段階的に統合を検討す

ることを基本として考えております。 

  今後、議員御指摘の小中学校における学校教

育展開上の問題と、地域における社会教育との

関連につきましても、本基本方針を基にして、

市長部局と連携しながら検討してまいりたいと

考えております。その際、これまで本市が進め

てまいりました、地域が持つ教育機能を連携・

連動・一体化させた地域総合型教育の理念及び

社会教育、学校教育という領域を超え、相互に

高め合う社学融合の教育機能の下、子どもを真

ん中に据えた市民総ぐるみの教育がより一層展

開できるよう、保護者の方々を含めた地域の皆

様の御理解と御協力をいただきながら進めてま

いりたいと考えております。 

  次に、３点目の市内各地域の状況を活かした

特徴ある地域開発の支援についてでございます

が、市内８地区においては、様々な地域ごとの

課題を抱えていることは承知しております。 

  地域コミュニティーの拠点である各地区公民

館においては、住民の生涯学習活動の推進のほ

か、住民の健康、福祉、地域づくり等広範な業

務を担い、職員は地域の皆様と協力しながら地

区運営を進めております。 

  地域活動の主役は地域の皆様ですので、地域

の要望に応えるべく、さらには青少年教育や女

性教育など地域づくりの担い手育成も視野に入

れながら、社会教育行政を進めております。 

  資金については、公民館予算のほか、例えば

元気がでるまちづくり交付金等により、費用を

地域に直接交付し、地域ごとの課題対応に役立

てていただいております。 

  以上でございます。 

○議長  再質問に入ります。 

  11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  御答弁ありがとうございまし

た。 

  今、市長と教育長から大変詳しい御答弁いた

だきましたが、最初に教育長のお答えの１番、

２番、３番について再質問をさせていただきま

す。 

  １番の文化財等々につきまして、担当の方か

らいただいたパンフレットを見ますと、南陽市

の中には文化財として大変な数がございます。

国、県、市の指定の文化財、平成20年度の地図

なども見せていただきました。そこには大変な

財産がありますし、また人物的に考えましても、

最近、赤湯地区で水心子正秀の顕彰、それから、

結城豊太郎をはじめ名誉市民の４名の方や、そ

れから、結城よしををはじめ、いろんな先輩が

おられたんですが、その方々や、それからいわ

ゆる名所旧跡等々がまだあります。イザベラ・

バードも、我々の共有の間接的な文化財という

か、文化の発祥になります。 

  そういったものを一人一人考えていくという

ことの、今の教育長の御答弁の中にありました、

これを皆の郷土愛につなげるように使っていく

ということで、最近は夕鶴の里をはじめ、いろ

いろな所蔵しているものの整理整頓など、活か

し方もいたしていただいておりまして、大変感

謝を申し上げたいと思います。 

  ここでちょっとお聞きしたいのは、前回もち

ょっとお聞きしたんですけども、今後具体的に、

例えばこれらをリストアップするとか、集積す

るとか、それからどこかにコーナーをつくって、

もう一度展示場をつくっていくとかというそう

いう計画は今の段階ではございませんでしょう

か。 

○議長  答弁を求めます。 

  角田史跡文化主幹。 

○史跡文化主幹  ただいまの議員の質問にお答

えいたします。 

  今後、具体的にこれらをリストアップすると
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いう点におきましては、現在、様々な文化財に

ついて一覧表にする、そういった事業のほうを

進めております。また、市内にあります各種文

化財の悉皆調査といいますか、何がどこにある

のかという調査も随時進めているところでござ

います。 

  あと、展示する計画等につきましては、今ま

で集積されてきた様々な文化財、あと、人物等

に関わるような資料、そういったものにつきま

しても全てどこに何があるか、そういったもの

は把握しておりまして、そういったものもリス

ト化を進めております。 

  そういったものを一括して展示するような場

ということにつきましては、必要性は感じてお

りますが、今のところ具体化するような計画は

持ち合わせておりません。 

○議長 11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  ありがとうございます。 

  先日、吉野石膏さんの美術品が山形天童ほう

から会社のほうに移動になりましたけれども、

今言われた文化財やいろんな美術品、芸術品も

含めまして、どうぞ、次々といろいろな流れに

乗りますので大変でしょうけれども、それを市

民に開示しながら使える方向をぜひお進めいた

だきたいと思ってございます。 

  それから、先ほどの国指定につきましては、

教育長のお話、分かりました。 

  いわゆる稲荷森と一緒になった調整を向けて

いくということと、それらを管理していくため

のあそこの場所の確保といいますか、あそこを

今度は国指定というものを見たときに、今まと

めていらっしゃる調査結果などを活かしながら

集積した場所として何かプランニングとしてエ

リアをつくっていくという計画は今後考えるん

でしょうか。 

○議長 答弁を求めます。 

  角田史跡文化主幹。 

○史跡文化主幹  ただいまの議員の質問にお答

え申し上げます 

  国指定になりますと、当然国指定のエリアと

いうものがはっきりいたします。そういった過

程の中で、どこまで史跡化するのかというのを

今後文化庁と協議しながら進めてまいることに

なりますので、それに基づきまして整理してい

きたいと思っております。 

○議長  11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  分かりました。面積が広がる

わけですから、一部、今、民地などの関係も出

てくると思いますけども、ぜひあそこをゾーン

として検証できていければと期待しているとこ

ろでございます。 

  次に、学校、社会教育について御質問いたし

ますけれども、小学校の適正配置等検討委員会

の中で市民からちょっと聞かれましたのは、細

かい点ですけども、３号委員の中に、沖郷小学

校、梨郷小学校、赤湯小学校、宮内中学校のＰ

ＴＡが入っていなかったんですね。だから、人

数が十何名という定員があったんでしょうけど

も、せっかく10校ある中で、何でそこだけ入れ

なかったのかなということと、あと、通常学級

でない子ども、生徒さんの教室に対してはこれ

からどう対応をなさるのか。 

  もう一つは、今、外国からの児童生徒も少し

ずつ流れが来ると思いますが、そういった対応

についていかが考えていらっしゃるでしょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  安達学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの須藤議員の御質問

にお答え申し上げます。 

  まず、１点目の適正配置等検討委員会の３号

委員の件でございますが、各校区ごとに人数を

決めまして、その中で検討していただいて委員

の方を御推薦いただいた経緯がございまして、

それで抜けている学校があるというような状況

でございます。 

  ２点目の特別な支援を要する児童生徒への対
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応につきましては、今まで同様、子への対応が

重要かと考えております。その子その子の教育

的ニーズに合った支援を行うこと、また保護者

の方と対話を深めながら、その子の自立と社会

参加に向けた適切な支援を行うことを目指して

まいりたいと考えております。 

  ３点目の外国籍または外国からいらっしゃっ

た児童生徒への対応ですが、早く日本または南

陽市になじんでいただけるよう、言語的な支援、

または文化的な支援を行いながら、とはいえ周

りの児童生徒と関わりを持つ中で、冒頭に申し

上げたように、早くこちらの文化・言語に慣れ

ていただけるような、過剰支援にならないよう

な適切な支援を行ってまいりたいと考えており

ます。 

  以上でございます。 

○議長 11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  ありがとうございます。 

  分かりました。学区ごとから選ばれた人たち

がその役員になったということで、きちんと入

っていると、ありがとうございました。 

  次に質問いたしますが、今、新しい学校とい

うのが、全国を見ますといろんなタイプの学校

があります。小学校などについては、特に地域

で小学校がなくなったらどうするんだという地

域の心配する一般的な声があるわけですが、例

えば、その学校がなくなった後、今回の荻小や

中川小のように、今、刻々と動きますけれども、

新しい学校という中に、いわゆる、去年、福井

県の勝山に行ってきたんですけども、あそこは

恐竜の史跡がありまして、恐竜をテーマにした

地域の独特なテーマ性とか、教材とか、それか

らあと、ローカルとグローバルを入れたグロー

カルな学校づくりとか、いろいろ書いてあるよ

うでしたけれども、特に最近というか、数年前

ですが、高畠の熱中小学校、あれは何か聞くと

ころによると、最初に南陽市に持ってきたかっ

たみたいで、地元出身の方や関係する方を講師

として迎える、そういう学校ということで聞い

たような覚えがあるんですが。 

  それからもう一つは、上山市に今回開校しま

した西郷小中学校というんでしょうか、いわゆ

る県内初の学びの多様化学校、不登校の子ども

さんや生徒さん方を比較的大事に対象にした学

校と聞いたんですが、そういった形も最近見え

てきております。 

  また、地域とネットワークするということで、

市の図書館や美術館、博物館、運動場と絡んだ

学校づくりとか、理化学の実験場がある学校づ

くりみたいな、いろいろと全国にはあるようで

すが、今、特に、先ほどの教育長のお話のよう

に、社会教育との連携、地域の特性を活かした

学校の学び、そして先ほどの子どもを中心とし

た考え方という中に、今、こういうことの計画

はないとしても、そういう意識の中で、統合や

いろんな関わりの中で、これからあり得ること

だと思うんですが、今の時点でのお考えはあり

ますか。 

○議長  答弁を求めます。 

  安達学校教育課長。 

○学校教育課長  ただいまの須藤議員の御質問

にお答え申し上げます。 

  議員の御指摘のとおり、学校と地域は切って

も切り離せないくらい大切な、密接な存在だと

考えております。 

  先ほどの教育長の答弁にもございましたよう

に、本市におきましては、長年来、地域総合型

教育という市民総ぐるみの地域の皆様の教育力

を活かした教育を念頭に置いて進めてまいりま

したし、社学融合という教育機能の下、進めて

まいりました。 

  全国的には、学社融合、学校教育、社会教育

の融合という呼び名が一般的なのですが、本市

におきましては、社会教育を大事に、地域を最

も大事にして、社学というふうにある意味でわ

ざと社会教育を前に持ってきた名前にするほど、
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地域との関係を大事にしております。とりわけ

小学校につきましては、それが最も反映される

発達段階にあると考えております。 

  したがいまして、議員の御指摘のような多様

な学校につきまして検討していかなければなら

ないというふうに考えておりまして、実際に検

討委員会でも、また教育委員会の基本方針にお

いても、小学校の最後の文章のところに、多様

な学校の在り方について検討を進めていくとい

うことでまとめております。 

  したがいまして、教育委員会といたしまして

も、議員の御助言にもあったような学校も検討

しながら、丁寧に、保護者の方、地域の方の御

意見を賜りながら進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長 11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  ありがとうございます。 

  中川地区などもいろいろ今事情が変わります

が、やっぱり岩部のあそこだからこそできる学

校というか、人の集まり、それが学校の再現じ

ゃなくても、人を考えれば、イコール、目的は

大体同じでございます。 

  そういう意味で、地域学を学ぶ学校、地域の

力が、いわゆる上から、要は教育のほうで来る

当たり前の勉強を地域に照らし合わせて学ぶ、

そういったことも含めた、ぜひ南陽市のこの歴

史あるあれを地域学教材として使っていただく

よう、ぜひ御努力をお願い申し上げます。あり

がとうございます。 

  次でございますけれども、実は先ほど教育長

からお話がありましたが、八つの地域というこ

とでございますが、今ちょっと調べてみました

ら、赤湯地区が大体40％の世帯数と人口数、そ

して宮内地区が25％、郡山地区が大体25％とい

うことで、今２万8,854人という市民課さんの

４月１日の人数があったんですけれども、こう

いったいろいろな人数の特徴もございますが、

今、地方を見ましても、本当に行政の方には市

民の目線に立って、いろいろな対策を取ってお

られます。例えばカラスとか、ああいうものに

対する駆除とかがあります。 

  実は赤湯なんですが、赤湯のエリアに今さぎ

が大変多くて、今日も朝４時からさぎの音で目

が覚めたような状況でございます。上からフン

も大変ついたりしますが、ところがやっぱりル

ールがありますから、何もかにもできません。

民地であれば民地がやるんですけれども、困っ

ていることを解決するために、今地元が苦労し

ているようです。 

  前に総務課のほうにも質問したんですが、区

長さんの手当というか、報酬ですね、それはき

ちっと十何項目かの区長さんの公務員の一角と

しての役割があるようです。その公務員さんも

例えばさぎの問題、騒いでも、どこに誰をどう

したらいいかということで、先人もやってきた、

引き継いだけど、どうしたらいいかということ

があります。 

  そのときに、私、前に議員をやっていたとき

に、五人でフランスのナンシーという市に行き

ました。当時の荒井市長からメッセージをもら

ったりして行ってきたんですが、金沢市と姉妹

都市でしたけども、そこに行くと、市役所に入

ると、まずコンパニオンの方みたいなのがきれ

いな女性の方で三、四人いまして、全部の課の

窓口が１階にあるんでした。当時でも、一時的

な用事は全部済みました。２階に行くと、何か

図書館みたいに政策センターになっていました。

すごく学校みたいだなと思ったんですが、そこ

で案内されたのは姉妹都市とか何かの交流はこ

っちですと、別の建物に御案内されたら、そこ

は全部、先ほど小松議員もおっしゃいましたけ

ど、市から年度で雇われたかどうかは分かりま

せんが、ボランティアを絡めた市民の有志と、

そういったビルディングが行政から離れて、管

理の組織がございました。 

－135－



 

  いろんなやり方があるなと思ったんですけど

も、いずれにしても、区長さんたちがいろいろ

困っていて、直接建設課に行ったり、いろいろ

行ったりしてお世話になっていると思います。

総務課の地域係というのがあるわけですけれど

も、どういうふうにしていって、どうしたらい

いかと、そのときに、例えば面会をして、それ

を御案内して、最後まで解決に結びつけるとか、

もちろん議員の立場もございますけれども、そ

ういった意味で、先ほど言った元気がでる交付

金、これ、環境を直すには市民課から500万円

が出ると言いました。人数によって違う。それ

以外に、例えば敬老の費用とか何かとか、今の

段階でコミセンにならなくても、こういうちゃ

んとした目的があって結果を出せば、こういう

お金を使いなさいというふうなことを考えたと

きに、今後地域としてはそういう案内、それか

ら、お金の面だけでないんですが、そういう機

会と支援、そういった意味で、これからもう少

し太く改善していける方法はないものでしょう

か。それは誰に聞いたらいいか分かりませんが。 

○議長 答弁をお願いします。 

  大沼副市長。 

○副市長  例えば、さぎの話は今聞いていまし

て、行政というのは、ある事象があって、それ

を解決するためのセクションがあって、そこに

相談に行かないと物事は解決しません。つまり

窓口は１個と、例えば外側には見えるんですが、

その内実は事象を別な担当課のほうに回しなが

らやっているというのが今の現実です。 

  ですから、議員がおっしゃるように、例えば、

それを各公民館でやりましょうといったとして

も、結局は市役所に来ないと、その事象という

のは担当していないのでなかなか難しいんです

が、それをつなぐ役割が公民館にあるというこ

とについては今もあるので、例えば、いろんな

ことは、公民館を通して本庁のほうにさえ上げ

ていただければ、それなりのセクションで対応

するというような今の動きになっています。 

  ですから、先ほどさぎについては元気の交付

金も使ったらどうかというような、いろいろな

アイデアがあると思うので、それらが本当に可

能かどうかについては、庁内の中で検討させて

いただいてフィードバックするというような動

きになるかと思います。 

  なので、一つの行政課題、地域の課題が出た

場合、例えば道路の穴ぼこの話から側溝全て、

実際は地区長さんを通して、市のほうは問題点

を吸い上げて、担当課が解決策を練るというの

が今の行政のスタイルでありますので、公民館

自身もしくはコミュニティセンター的なところ

で全ての行政課題を解決するというのは、今の

行政のやり方としてはかなり大変だというかな、

難しいというのか、現実的にはなかなか難しい

のではないかというふうに思います。 

  以上です。 

○議長 11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員 分かりやすい御説明をありがと

うございました。 

  先ほど小松議員がおっしゃったように、コミ

センになったときに、市長部局という話もあり

ましたけれども、公民館の館長皆それぞれ集ま

って、訓練なり勉強している経験者がいらっし

ゃると思いますから、公民館をちゃんと通すと

いうことが一つ分かりましたと同時に、やはり、

資金的な面も含めて、先ほどの指定管理までな

るかは別として、いずれ、この八つの地域がそ

れぞれ特徴を出していくことが市民の力にもな

り、市長のほうからも一緒になったまちづくり

の中に、必ずや続いていくはずですので、小松

議員のお話でございませんけども、地域がそれ

ぞれオリジナルでやれるような体制をやっぱり

総務課さんをはじめ、いろいろと御協議いただ

きまして、今後ともお導きよろしくお願い申し

上げます。確認するような話になってしまいま

した。申し訳ございません。すみません。 
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  今の件はもう少しあるんですが、そういうこ

とでお願いしたいと思います。そして、市長に

は先ほど御答弁いただきましてありがとうござ

いました。 

  最後の６番目のハイジアに関してのことなん

ですけれども、ちょっと思いつきで書いたわけ

でもないんですが、いろんな意見をいただいた

ので、ちょっとせっかくだから質問させていた

だきました。 

  いわゆるあそこで毎年新春が始まるわけです。

そして見上げる、見下ろすも、あのハイジアで

の市民の経験は皆共通したいい経験と、またい

ろいろな経験もあったと思いますが、皆のハイ

ジアパークが、今たまたま縁があって、我々の

市民の手に戻ってきたわけです。 

  市長部局も皆それぞれ頑張った結果、こうい

うふうな流れを得てたまたま戻ってきているか

ら、それをやっぱり市民が求めているいろいろ

なサービス機能みたいなこと、何もかもごちゃ

まぜにするつもりはありませんが、市当局の利

用価値にかなうような場所の活用方法や議会か

らの審議提案などもぜひさせていただきたいと

思っておりますから、今もいろいろと勉強会を

していますし、そういうようなことを市民の意

見もある程度、今回の自分ごと化会議ではござ

いませんが、テーマとしてもう少しこの現状で

これだけの面積、11万9,966平米、そして館の

面積も4,800平米、そういったものと、ここに

昔ゴルフ場があって、今は田んぼだかブドウ園

をやっている人もいるんですが、そういう場所

がハイジアなんだと、そしてこれをこういう形

でやったけど、こうなったけど、今皆でアイデ

アをくれみたいな、何かここに来て、いろいろ

課題はありますが、皆が参加できるようなやり

方を市長の下でぜひやっていただけないのかな

というふうにちょっと甘い考え方ですが、思っ

ております。 

  また、議会の検討も入っておりますし、ぜひ。

いいことに。例えば全体をあれだけ広い場所じ

ゃないわけですから、公園化しちゃって、スポ

ーツ公園にしようじゃないかと。じゃあ、この

館をこうしてこうして、将来はこういうものを

持ってくるとか、それから別に今度体験の丘に

しようかとか、そういったことも含めて、やっ

ぱり市民参加で何か話題にして、市長を中心に

頑張ると、こういう流れをつくりたいというの

が我々の本音でございまして、いろいろな手法

を考えていただいて、ハイジアのことは庁舎内

だけでなくて、何とかもうちょっと方法がない

ものでしょうか。市長、いかがですか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  いろいろと多様な多岐にわたる御提案

をいただきまして、ありがとうございます。 

  旧ハイジアパークにつきましては、先ほども

申し上げましたけれども、市内外に意向調査を

行いました。しかしながら、何件かお問合せや

具体的な実地の御視察をいただく件もありまし

たけれども、残念ながら現在の状況に至ってい

るところでございます。 

  御意見については、随時、私どもは承ってお

りますので、これまで同様にこの施設の活用や

跡地の検討を進めてまいりたいと思っておりま

す。 

○議長  11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  ありがとうございます。 

  もうちょっと具体的な動きに新しく体制をつ

くっていただきたいという希望はあるんですけ

れども、本当にこの前の火災のときも、堤で初

期消火の水が汲めました。 

  そして今、おかげさまで、秋葉山で植林の話

もあるようですし、それとの連携も含めて、と

にかく南陽を大きくＰＲするには大事な箇所、

しかも話題になっているものを市民皆で市長を

中心にこうやってクリアしてやっているという

ものを売りにしていきたいというふうに思いま
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す。 

  ぜひともひとつ特段の、また市民の意見など

もありましたらお持ちしますので、よろしくお

願いします。 

  時間もございますので、最後に５番、駅のこ

とでございますが、失礼します。これで終わり

にします。 

  先ほど、広域行政についての議員からのいろ

んな質問もございましたけれども、南陽市は持

って生まれたこの地の利は、まさに置賜の中心

として位置づけています。そして駅に向かう、

先ほどの話のように、いろんな目的を持った方

がいっぱいおられますけれども、今、外山議員

を中心としたまちづくりにも大変な慎重なもの

があります。 

  ただ、それを利用して、みどりの窓口はない

ものの、やっぱりあそこからつながる長井線・

米坂線も直接ではありません。そういった駅の

結節点として、また県自体があそこを開発しな

くちゃいけないという予算をつけて、ここから

今後は南に持っていこうというアイデアもある

ようでございます。 

  あそこを何か置賜の一つの軸にするときに、

市役所があって、シェルターがあって、丸堤の

ほうにあって、消防署があって、そしてこちら

の温泉街に来ればということになると、大体半

径１キロくらいのエリアの中で、大変な集積地

で、それをどう見せるか、ここに道の駅は小さ

な道の駅じゃなくて、南陽市全体を道の駅にす

ると。例えば今回熊野神社のほうも工事が入る

そうです。 

  そういったことも含めてですが、コンシェル

ジュという案内役も含めて、もうすぐにできる、

人材的に専門の人たちはいっぱいおりますので、

そういった方を形にして、ぜひ赤湯駅を中心と

した、いわゆる置賜の中心地ということを何と

か構想として思い切って市長に打ち上げていた

だきたい。 

  この前、二色根源泉の跡地も駅に持っていか

ないかと勝手に言ってしまったんですけども、

そういうことで、次の展開においては駅を中心

としたまちづくりを軸にして、ぜひその辺をお

捉えいただきたいと思うんですが、いかがでご

ざいましょうか。 

○議長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  御提案をありがとうございます。 

  まさしく我々市当局といたしましては、それ

ぞれ市内に大切な拠点が数か所ありまして、赤

湯駅についてはその特徴を活かして、都市計画

マスタープランや立地適正化計画において、そ

の機能を位置づけているところでありまして、

今後、街路事業を整備進行に伴って、さらに望

ましいエリアにすべく、議員のお知恵も拝借し

ながら、我々も力を尽くしてまいりたいと考え

ております。 

○議長  11番須藤清市議員。 

○須藤清市議員  ありがとうございます。 

  具体的なこともこれから入ってくるでしょう

から、ぜひとも議員各位も皆考えておりました

ので、いろいろと検討させてください。 

  それから、最後に赤湯温泉の温泉のことでご

ざいます。 

  蔵楽をはじめ、大変にぎわっております。や

っぱりあそこの蔵楽の集積を活かして、この前、

観光のほうのアンケートもありましたけれども

月に一遍くらい控室のあたりのところに、月ご

とに何か展示をするなり、もっと活用ができな

いか。 

  それから前回、総務常任委員会でもお願いし

ましたＰＲ、それから温泉の宣伝、ぜひとも続

けてよろしくお願いしたいと思っております。 

  大変盛りだくさんになりました。これで質問

を終わります。どうぞよろしくお願いします。 

○議長  以上で11番須藤清市議員の一般質問は

終了いたしました。御苦労様でした。 
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  以上をもちまして、通告されました８名の一

般質問は全て終了いたしました。 

  長時間御苦労様でございました。 

  質問された議員、答弁なされました執行部各

位の労をねぎらい、今後の市政運営に活かされ

ることを期待しております。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

散   会 

○議長  本日は、これにて散会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  大変御苦労様でございました。 

    午後 ２時５０分 散 会 
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令和７年６月２０日（金曜日） 

 

 

 

 

 本  会  議  
 



 

令和７年６月20日（金）午前10時00分開議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議事日程第４号 

令和７年６月20日（金）午前１０時開議 

 

議会報告  議会運営委員長報告 

 

（総務常任委員長報告） 

日程第 １ 議第 44号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定について（小滝辺地） 

 

日程第 ２ 議第 45号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定について（中川辺地） 

 

日程第 ３ 請願第２号 日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について 

 

 

（文教厚生常任委員長報告） 

日程第 ４ 議第 43号 南陽市介護保険給付基金条例等の一部を改正する条例の設定について 

 

 

（産業建設常任委員長報告） 

日程第 ５ 議第 46号 南陽市道路線の廃止について 

 

日程第 ６ 議第 47号 南陽市道路線の認定について 

 

 

（予算特別委員長報告） 

日程第 ７ 議第 41号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第１号） 

 

 

（追加議案） 

日程第 ８ 議第 48号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第２号） 

 

日程第 ９ 議第 49号 令和７年度南陽市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

日程第 10 発議第３号 日米地位協定の見直しを求める意見書の提出について 
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  閉   会 

──────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程第４号に同じ 
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───────────────────────────────────────────────────────────────────── 

出 欠 席 議 員 氏 名 

 

◎出席議員（１６名） 

  １番   髙  岡  遼  多  議員   ２番   大  友  太  朗  議員 

  ３番   茂 出 木  純  也  議員   ４番   佐  藤  和  広  議員 

  ５番   中  村  孝  律  議員   ６番   外  山  弘  樹  議員 

  ７番   佐  藤  信  行  議員   ８番   小  松  武  美  議員 

  ９番   濱  田  藤 兵 衛  議員  １０番   伊  藤  英  司  議員 

 １１番   須  藤  清  市  議員  １２番   山  口  裕  昭  議員 
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開   議 

○議長（遠藤榮吉議員）  御一同様、御起立願

います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより本日の会議を開きます。 

  ただいま出席されている議員は、16名全員で

あります。よって、直ちに会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してございます

議事日程第４号によって進めます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  議会報告 議会運営委員長報告 

○議長  ここで、本日の会議の運営等について、

議会運営委員長より報告を願います。 

  議会運営委員長 高橋一郎議員。 

  〔議会運営委員長 高橋一郎議員 登壇〕 

○議会運営委員長  おはようございます。 

  ６月定例会の最終日であります本日の議会運

営について、先ほど議会運営委員会を開催し、

協議いたしましたので、その結果を御報告いた

します。 

  初めに、付託議案及び請願の審査の結果につ

いてですが、各常任委員長報告、続いて予算特

別委員長から報告を受け、それぞれ質疑、討論、

表決を行うことにいたしました。 

  次に、本日追加されます議案について申し上

げます。追加議案は、補正予算案２件、発議案

１件の計３件であります。 

  補正予算案２件については、提案理由説明、

質疑省略、予算特別委員会に付託し、本会議休

憩中、同委員会を開催し審査をいただき、審査

終了後、本会議再開、予算特別委員長報告、質

疑、討論、表決の順で行うことといたしました。 

  発議案１件については、提案理由説明、委員

会付託省略、質疑、討論、表決の順で御審査く

ださるようお願いいたします。 

  次に、本日の会議の日程でありますが、お手

元に配付してあります議事日程第４号により行

うことといたしました。 

  以上、本定例会の最終日の運営につきまして、

議会運営委員会において協議決定いたしました

ので、議員各位の御賛同と御協力を賜りますよ

うお願いを申し上げ、報告といたします。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （総務常任委員長報告） 

  日程第１ 議第４４号から 

  日程第３ 請願第２号まで計３件 

○議長  日程第１ 議第44号 辺地に係る公共

的施設の総合的な整備計画の策定について（小

滝辺地）から日程第３ 請願第２号 日米地位

協定の見直しを求める意見書の提出についてま

での議案２件及び請願１件を議事の都合により

一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案２件及び

請願１件について、総務常任委員長の報告を求

めます。 

  総務常任委員長 須藤清市議員。 

  〔総務常任委員長 須藤清市議員 登壇〕 

○総務常任委員長  私から、総務常任委員会の

報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案２件、請願１件について、日程に従い、

去る６月11日午前10時から議員全員協議会室に

おいて、関係課長等の出席を求め、委員会を開

催し、慎重に審査いたしましたので、その経過

と結果について御報告を申し上げます。 

  初めに、議第44号 辺地に係る公共的施設の

総合的な整備計画の策定について（小滝辺地）

を申し上げます。 
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  本案は、小滝辺地に係る公共的施設の総合的

かつ計画的な整備の推進に当たり、総合整備計

画を策定するために、辺地に係る公共的施設の

総合整備のための財政上の特別措置等に関する

法律第３条第１項の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

  当局より、計画の対象となる地域は小滝上、

中、下及び居残り沢を含む19.47平方キロメー

トルであること。 

  計画の内容は、地域住民生活の向上、地域経

済の活性化のために消防施設として可搬式送水

装置の配備とポンプ自動車の購入、ポンプ庫の

改築、除雪機械としてロータリー除雪車の導入、

そのほかスクールバスの更新、小滝多目的集会

施設２階和室の改修を行っていくものであるこ

と。 

  総事業費は、１億1,050万円。そこに係る一

般財源１億650万円のうち財政上の特別措置で

ある辺地対策事業債7,960万円を活用する予定

であること。計画期間は、今年度から令和11年

度までの５年間の計画であることの説明があり

ました。 

  委員からは、過去に同様の計画があったか、

また、近隣市町の状況について質問があり、当

局よりこれまで梨郷の平野、山ノ内、それから

中川の釜渡戸が該当していたという経緯がある

こと、そして高畠町や飯豊町で地区を指定して

いることの説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、議第45号 辺地に係る公共的施設の総

合的な整備計画の策定について（中川辺地）を

申し上げます。 

  本案についても、議第44号同様に財政上の特

別措置である辺地対策事業債を活用して地域住

民の生活向上、地域経済の活性化を図る整備を

行う計画であります。 

  当局より、計画の対象となる地域は新田、川

樋、小岩沢、元中山及び釜渡戸合わせて15.33

平方キロメートル。 

  整備内容は、可搬式送水装置の配備、耐震性

貯水槽の設置、ポンプ庫の改築、ロータリー除

雪車の導入、スクールバスの更新を行い、総事

業費は１億2,560万円。そこに係る一般財源１

億2,160万円全額に辺地対策事業債を活用する

予定であること。 

  計画期間は今年度から令和11年度までの５年

間の計画であることの説明がありました。 

  委員から、こうした計画に住民意見を反映す

る方法はあるのかとの質問があり、当局より地

区の御要望があれば協議をさせていただき、所

管課でも検討を進めていくこと、今後計画の変

更が必要となった場合、改めて議会の議決が必

要になることの説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  次に、請願第２号 日米地位協定の見直しを

求める意見書の提出についてを申し上げます。 

  本請願は、在日米軍基地に起因する諸問題か

ら国民の生命財産及び基本的人権を守るために、

日米地位協定の見直しを求める意見書を国に提

出するよう求めるものであります。 

  委員より、これまで日米地位協定の問題点が

指摘されているが、協定が締結されてから一度

も改定がなされていない。国会で議論すること

が重要であって、地方議会から国に訴えていか

なければならないとの意見が出されました。 

  審査の結果、願意妥当と認め、全員異議なく

採択と決した次第であります。 

  以上、総務常任委員会の報告といたします。

終わります。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの総務常任委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 
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  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第44号 辺地に係る公共的施設の総合的な

整備計画の策定について（小滝辺地）から請願

第２号 日米地位協定の見直しを求める意見書

の提出についてまでの議案２件及び請願１件に

ついて、総務常任委員長報告のとおり決するに

御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第44号から請願第２号までの議案

２件及び請願１件は、総務常任委員長報告のと

おり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （文教厚生常任委員長報告） 

  日程第４ 議第４３号 南陽市介護保険給付

基金条例等の一部を改正する条例

の設定について 

○議長  日程第４ 議第43号 南陽市介護保険

給付基金条例等の一部を改正する条例の設定に

ついてを議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案１件につ

いて、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

  文教厚生常任委員長 山口裕昭議員。 

  〔文教厚生常任委員長 山口裕昭議員 登

壇〕 

○文教厚生常任委員長  おはようございます。 

  私から、文教厚生常任委員会の報告を申し上

げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

議案１件について、日程に従い、去る６月12日

午前10時から議員全員協議会室において、関係

課長等の出席を求め、委員会を開催し慎重に審

査いたしましたので、その経過と結果について

御報告申し上げます。 

  議第43号 南陽市介護保険給付基金条例等の

一部を改正する条例の設定について申し上げま

す。 

  本案は、介護保険法第115条の49の規定に基

づき市町村が実施する保健福祉事業の実施に当

たり、介護を取り巻く環境の変化や上位法の改

正等に迅速かつ柔軟に対応するとともに、その

財源として介護給付基金を活用するため、南陽

市介護保険給付基金条例及び南陽市介護保険条

例の一部を改正するものであります。 

  当局より、初めに南陽市介護保険給付基金条

例の一部改正については、題名を南陽市介護保

険給付基金条例から南陽市介護保険給付等基金

条例に改めるとともに、第１条の設置目的にも

保険給付の次に等を加え、第４条の処分、取崩

しを行うことができる場合、保健福祉事業の経

費に充てるときを追加するものであること。 

  次に、南陽市介護保険条例の一部改正につい

ては、市が実施する保健福祉事業について、現

在、個別事業として重度要介護者介護手当を条

例に掲げているが、介護環境の変化などに迅速

かつ柔軟に対応するため、条例では包括的に保

健福祉事業を行うものとし、具体的な事業の実

施については南陽市介護保険条例施行規則に委

任するものであるとの説明がなされました。 

  審査の結果、当局の説明を了とし、全員異議

なく原案のとおり可決すべきものと決した次第

であります。 

  以上、文教厚生常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの文教厚生常任委員長の報告に対し、

質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結
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いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第43号 南陽市介護保険給付基金条例等の

一部を改正する条例の設定について、文教厚生

常任委員長報告のとおり決するに御異議ござい

ませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

43号は、文教厚生常任委員長報告のとおり決し

ました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （産業建設常任委員長報告） 

  日程第５ 議第４６号及び 

  日程第６ 議第４７号の計２件 

○議長  日程第５ 議第46号 南陽市道路線の

廃止について及び日程第６ 議第47号 南陽市

道路線の認定についての議案２件を、議事の都

合により一括議題といたします。 

  ただいま議題となっております議案２件につ

いて、産業建設常任委員長の報告を求めます。 

  産業建設常任委員長 伊藤英司議員。 

  〔産業建設常任委員長 伊藤英司議員 登

壇〕 

○産業建設常任委員長  おはようございます。 

  私から、産業建設常任委員会の報告を申し上

げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た議案２件について、日程に従い、去る６月13

日午前10時から、関係課長等の出席を求め、委

員会を開催し慎重に審査いたしましたので、そ

の経過と結果について、御報告申し上げます。 

  議第46号 南陽市道路線の廃止について及び

議第47号 南陽市道路線の認定について申し上

げます。 

  両議案は、関連がありますので、一括して審

査を行いました。 

  初めに、議第46号は市道１路線の廃止であり

ます。緑町４号線を県に移管するため廃止する

ものであります。 

  次に、議第47号は市道３路線の認定でありま

す。南陽警察署北西線及び若狭郷屋玉ノ木線は、

民間の宅地開発道路が完成したことにより新た

に市道認定するものであります。 

  また、蒲生田関口３号線は、蒲生田関口線が

開通したことに伴い、第１蒲生田踏切が閉鎖に

なったため、既存の道路の取付道路として認定

するものであります。 

  議第46号廃止１路線、議第47号認定３路線に

ついて、現地調査を行い慎重に審査した結果、

当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、産業建設常任委員会の報告といたしま

す。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの産業建設常任委員長の報告に対し、

質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第46号 南陽市道路線の廃止について及び

議第47号 南陽市道路線の認定についての議案

２件は、産業建設常任委員長報告のとおり決す

るに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

46号及び議第47号の議案２件は、産業建設常任

委員長報告のとおり決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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 （予算特別委員長報告） 

  日程第７ 議第４１号 令和７年度南陽市一

般会計補正予算（第１号） 

○議長  日程第７ 議第41号 令和７年度南陽

市一般会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

  ただいま議題となっております補正予算議案

１件について、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長 山口裕昭議員。 

〔予算特別委員長 山口裕昭議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から、予算特別委員会の

御報告を申し上げます。 

  本定例会において、当委員会に付託されまし

た案件は、令和７年度一般会計補正予算１件で

あります。 

  これを審査するため、去る６月17日委員会を

開催し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を御報告させていただきます。 

  議第41号 令和７年度南陽市一般会計補正予

算（第１号）は、全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決した次第であります 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長の報告に対し、質

疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がご

ざいませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第41号 令和７年度南陽市一般会計補正予

算（第１号）は、予算特別委員長報告のとおり

決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

41号は、予算特別委員長報告のとおり決しまし

た。 
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委 員 会 報 告 書

各委員会に付託された事件について、審査の結果別紙のとおり決しましたの

で、会議規則第１１０条及び第１４７条の規定により報告します。

なお、決定に対する理由、意見等は委員長報告によって承知されたい。

令和７年６月２０日

総 務 常 任 委 員 長 須 藤 清 市

文教厚生常任委員長 山 口 裕 昭

産業建設常任委員長 伊 藤 英 司

予 算 特 別 委 員 長 山 口 裕 昭

南陽市議会議長 遠 藤 榮 吉 殿
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令和７年６月定例会議案審査結果表

７．６．２０

付 託

委員会
議案番号 件 名

審査の

結 果

総 務

議第４４号
辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定につ

いて（小滝辺地）
原案可決

議第４５号
辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の策定につ

いて（中川辺地）
原案可決

文 教

厚 生
議第４３号

南陽市介護保険給付基金条例等の一部を改正する条例

の設定について
原案可決

産 業

建 設

議第４６号 南陽市道路線の廃止について 原案可決

議第４７号 南陽市道路線の認定について 原案可決

予 算

特 別
議第４１号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第１号） 原案可決
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 請 願 審 査 結 果 表

７．６．２０

付 託

委 員 会

受理年月日

受 理 番 号

件 名

請 願 者
紹 介 議 員 審査結果 摘 要

総 務 ７. ５. ２６

請願第２号

日米地位協定の見直しを求める意見書

の提出について

鶴岡市水沢字行司免 43－13

沖縄に応答する会＠山形

代表 漆山 ひとみ

板垣 致江子 採 択
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

  日程第８ 議第４８号及び 

  日程第９ 議第４９号の計２件 

○議長  日程第８ 議第48号 令和７年度南陽

市一般会計補正予算（第２号）及び日程第９ 

議第49号 令和７年度南陽市介護保険特別会計

補正予算（第１号）を議事の都合により一括議

題といたします。 

  この際、市長に対し、提案理由の説明を求め

ます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  おはようございます。 

  ただいま上程されました議第48号 令和７年

度南陽市一般会計補正予算（第２号）及び議第

49号 令和７年度南陽市介護保険特別会計補正

予算（第１号）の補正予算案２件につきまして、

一括して提案理由を申し上げます。 

  初めに、議第48号 令和７年度南陽市一般会

計補正予算（第２号）について申し上げます。 

  補正の内容は、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金を受けて実施する事業で、令和６

年分所得税額等が確定したことにより実施する

定額減税補足給付金（不足額給付）事業費の追

加。 

  米の長引く価格高騰を受け、消費者の米離れ

による消費減退を防ぐとともに、市民の家計を

応援するため、全市民にお米券を配布する南陽

市お米券事業費の追加。 

  物価高騰が続いても学校給食の内容を維持で

きるよう、食材購入を支援する学校給食物価高

騰対策事業費の補正を行うものでございます。 

  財源につきましては、全額国庫支出金で措置

いたすものでございます。 

  次に、議第49号 令和７年度南陽市介護保険

特別会計補正予算（第１号）について、申し上

げます。 

  補正の内容は、市内の訪問介護事業所に対し、

基本報酬の引き下げ相当分を支援する訪問介護

事業所経営安定化支援事業費の追加を行うもの

でございます。 

  財源につきましては、介護給付基金繰入金で

措置いたすものでございます。 

  以上、補正予算案２件につきまして提案理由

を申し上げましたが、御審議の上、御可決くだ

さいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長  市長の提案理由の説明が終わりました。 

  お諮りいたします。 

  質疑は予算特別委員会において行うこととし、

この際、質疑を省略したいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、この

際、質疑を省略することに決しました。 

  ただいま議題となっております補正予算議案

２件は、会議規則第37条第１項の規定により、

別紙議案付託表のとおり予算特別委員会に付託

いたします。 

  それでは、予算特別委員会を休憩中に開催し、

審査を願います。 
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 議 案 付 託 表

７．６．２０

付 託

委員会
議案番号 件 名 件 数

予 算

特 別

議第４８号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第２号）

２

議第４９号 令和７年度南陽市介護保険特別会計補正予算（第１号）
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○議長  ここで暫時休憩といたします。 

  再開は、予鈴をもってお知らせいたします。 

    午前１０時２７分 休 憩 

─────────────────── 

    午前１０時３９分 再 開 

○議長  再開いたします。 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （予算特別委員長報告） 

○議長  ただいま議題となっております議第48

号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第２

号）及び議第49号 令和７年度南陽市介護保険

特別会計補正予算（第１号）について、予算特

別委員長の報告を求めます。 

  予算特別委員長 山口裕昭議員。 

〔予算特別委員長 山口裕昭議員 登壇〕 

○予算特別委員長  私から、予算特別委員会の

御報告を申し上げます。 

  本定例会最終日において、当委員会に付託さ

れました案件は、令和７年度各会計補正予算２

件であります。 

  これを審査するため、休憩中に委員会を開催

し、審査を行いました。 

  当委員会は、議長を除く全員で構成されてお

りますので、審査経過などは省略し、結果のみ

を御報告させていただきます。 

  議第48号 令和７年度南陽市一般会計補正予

算（第２号） 

  議第49号 令和７年度南陽市介護保険特別会

計補正予算（第１号） 

  以上、補正予算２件は、全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決した次第であります。 

  以上、予算特別委員会の報告といたします。 

○議長  これより質疑に入ります。 

  ただいまの予算特別委員長報告に対し、質疑

ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第48号 令和７年度南陽市一般会計補正予

算（第２号）及び議第49号 令和７年度南陽市

介護保険特別会計補正予算（第１号）について

は、予算特別委員長報告のとおり決するに御異

議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、議第

48号及び議第49号の補正予算案２件は、予算特

別委員長報告のとおり決しました。 
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令和７年６月定例会議案審査結果表

７．６．２０

付 託

委員会
議案番号 件 名

審査の

結 果

予 算

特 別

議第４８号 令和７年度南陽市一般会計補正予算（第２号） 原案可決

議第４９号 令和７年度南陽市介護保険会計補正予算（第１号） 原案可決
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 （追加議案） 

  日程第１０ 発議第３号 日米地位協定の見

直しを求める意見書の提出につ

いて 

○議長  日程第10 発議第３号 日米地位協定

の見直しを求める意見書の提出についてを議題

といたします。 

  ここで、提案理由の説明を求めます。 

  11番須藤清市議員。 

  〔11番 須藤清市議員 登壇〕 

○須藤清市議員  私から、発議第３号 日米地

位協定の見直しを求める意見書の提出について、

提案理由を申し上げます。 

  日米地位協定は、在日米軍による施設・区域

の在り方や日本における米軍の地位について定

めた条約でありますが、昭和35年に締結されて

以来、現在まで一度も改定されておりません。 

  この間、米軍人等による事件・事故、米軍基

地に起因する騒音問題、環境問題が発生してお

りますが、在日米軍には原則として我が国の国

内法が適用されないなど、我が国の主権が大き

く制限されている状況であります。 

  一方、我が国同様に米軍が駐留しているドイ

ツ、イタリア、イギリスなど他国では、それぞ

れの国内法が原則として米軍に適用されており、

我が国への対応との矛盾が見られるところであ

ります。 

  こうしたことから、先ほど採択された請願の

趣旨に基づき、在日米軍基地に起因する諸問題

から国民の生命・財産と基本的人権を守るため、

在日米軍への国内法の原則適用等を内容とする

日米地位協定の見直しを早急に行うことを求め、

別紙意見書を国の関係機関に提出するものであ

ります。 

  以上、提案申し上げますので、議員各位の御

賛同を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。以上です。 

○議長  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております発議第３号は、

所管の総務常任委員会全員の賛成を得て提案さ

れたものであります。よって、委員会付託を省

略したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第３号は委員会付託を省略することに決しまし

た。 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  質疑がないようですので、質疑を終結

いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○議長  討論の希望がございませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  発議第３号 日米地位協定の見直しを求める

意見書の提出については、原案のとおり決する

に御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、発議

第３号は原案のとおり決しました。 

  最後にお諮りいたします。 

  本定例会において議決されました議案の中で

整理を要するものについては、会議規則第43条

の規定により、その整理を議長に委任願いたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○議長  御異議なしと認めます。よって、整理

を要するものについては、その整理を議長に委

任することに決しました。 
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  以上をもって、本定例会に提案されました議

案の審査は全て終了いたしました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

市 長 挨 拶 

○議長  ここで、市長より発言を求められてお

りますので、これを認めます。 

  市長。 

  〔白岩孝夫市長 登壇〕 

○市長  ６月定例会の閉会に当たり、一言御挨

拶を申し上げます。 

  本定例会におきましては、追加提案をいたし

ました議案も含め、慎重に御審議を賜り、原案

のとおり、御承認、御同意、そして御可決いた

だきましたことに、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、このたび、長年にわたる議員としての

御活躍が認められ、全国市議会議長会から議員

在職25年表彰を受けられ、さらに、全国市議会

議長会評議員としての功績により感謝状を受け

られました遠藤榮吉議長におかれましては、誠

におめでとうございます。心からお祝いとお喜

びを申し上げます。 

  今後とも、ますます御活躍をいただき、市政

発展と市民福祉の向上のために、さらなる御尽

力を賜りますよう、お願い申し上げる次第でご

ざいます。 

  さて、南陽高校市役所部は、新入部員を迎え

て第５期の活動に入っており、３年目となる南

陽みらい議会では、南陽みらい市長選挙で当選

したシランカ・カワイ新みらい市長を先頭に、

今月末から議会がスタートします。議場の使用

に御配慮いただき、感謝申し上げます。次世代

を担う若者の挑戦を応援してまいりたいと考え

ておりますので、皆様の御支援と御協力を賜り

ますようお願い申し上げます。 

  結びになりますが、気温が高い日が続いてお

りますが、議員各位におかれましては、御自愛

をいただき、御健勝にて御活躍されますことを

心から御祈念申し上げまして、お礼の御挨拶と

いたします。 

  誠にありがとうございました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

閉   会 

○議長  これをもちまして令和７年南陽市議会

６月定例会を閉会いたします。 

  御一同様、御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労さまでした。御苦労さまでした。 

    午前１０時５０分  閉  会 

 

南陽市議会議長  

会議録署名議員  

同        
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 

６月１７日（火曜日） 

 

 

 

 

 予 算 特 別 委 員 会  
 



 

令和７年６月１７日（火）午前10時00分開会・開議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

山  口  裕  昭  委員長     佐  藤  和  広  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１５名） 

  １番   髙  岡  遼  多  委員   ２番   大  友  太  朗  委員 

  ３番   茂 出 木  純  也  委員   ４番   佐  藤  和  広  委員 

  ５番   中  村  孝  律  委員   ６番   外  山  弘  樹  委員 

  ７番   佐  藤  信  行  委員   ８番   小  松  武  美  委員 

  ９番   濱  田  藤 兵 衛  委員  １０番   伊  藤  英  司  委員 

 １１番   須  藤  清  市  委員  １２番   山  口  裕  昭  委員 

 １３番   島  津  善 衞 門  委員  １４番   高  橋  一  郎  委員 

 １５番   板  垣  致 江 子  委員 

◎欠席委員（０名） 
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───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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─────────────────── 
  本日の会議に付した事件 

議第41号 令和７年度南陽市一般会計補正予算

（第１号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開   会 

○委員長（山口裕昭委員）  御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  おはようございます。 

  御着席願います。 

  これより予算特別委員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は15名全員であ

ります。 

  これより予算の審査に入ります。 

  本委員会に付託されました案件は、令和７年

度補正予算１件であります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  議第４１号 令和７年度南陽市一般会計補正

予算（第１号） 

○委員長  議第41号 令和７年度南陽市一般会

計補正予算（第１号）について審査を行います。 

  当局の説明を求めます。島貫正行財政課長。 

  〔財政課長 島貫正行 登壇〕 

○財政課長  〔令和７年６月定例会 予算に関

する説明書により 議第41号に

ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、歳

入、歳出の順に行います。 

  最初に、歳入全般、10ページから12ページま

でについて質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○委員長  次に、歳出全般及びその他附属資料、

13ページから22ページまでについて質疑ござい

ませんか。 

  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  ちょっと拍子抜けしています

けれども、歳出全般でいいんですね。 

  農林水産で、17ページです。林業振興で秋葉

山のいわゆる再利用についての予算についてお

伺いします。私のちょっと勉強不足で、この内

容についてよく分からなくているものですから、

もう一度説明をお聞きしながら質問していきた

いなというふうに思います。 

  特に、焼損木再利用業務委託というふうなこ

となんですけれども、具体的にはどのような形

で、どこにお願いをするというふうなことなん

でしょうか。 

○委員長  答弁を求めます。 

  山口広昭農林課長。 

○農林課長  ただいまの御質問にお答えをいた

します。 

  秋葉山につきましては、昨年の林野火災以来、

再生連絡会議を開きまして、その活用方法につ

いては議論を重ね、今年度の当初予算等を基に

伐倒処分、今ちょうど旧山小屋があったところ

につきましては、焼損が一番激しかったところ

については、伐倒処分をおおむね終わったとこ

ろでございます。 

  この中ででございますけれども、特に今御指

摘いただきましたのが秋葉山の焼損木の再利用

業務委託というようなことになるわけでござい

ますけれども、こちらにつきましては、やはり

林野火災があったということは、今後、後世に

おいてもきちんと伝えて、山火事の恐ろしさを

伝えていくというようなことが大事なんだろう

と思ってございます。 
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  その点で、この秋にも、植樹イベントという

ことで全協でも報告させていただきたいと思っ

ていますが、そういった様々な市民のお力を借

りて、植樹のイベントも実施していきたいと考

えております。 

  一方、この再利用につきましては、焼損木、

過去にも全国で様々な例があるんですけれども、

焼損木を用いて、やはりそちらを後世に語って

いくためのものとして、何か再利用していくと

いうようなことがございまして、南陽市におき

ましては、例えばベンチとか、あるいは小学生

さん、あるいは一般の方にお手伝いいただきな

がら植樹イベントをしますけれども、その際の

例えばコースターとか、そういう焼損木を使っ

て後世にこの山火事を伝えていく、あるいは山

火事から防いでいく、こういう教訓を伝えてい

く、こういった焼損木の再利用の方法を市内の

業者さんにお願いしたいというように考えてい

るところでございます。 

  私からは以上であります。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  いい意味でつながっていくという、悪い経験

も含めて、それをうまくつなげていくというよ

うなことで、大変いい企画だと思います。 

  私がちょっと前にも質問したときがあるんで

すけども、心配しているのは大分再生というか、

木々のほうもすごく生えてきて、外から見ると

緑にもなってきているということがありますが、

これから７月、９月に向けてのいわゆる大雨の

シーズンに入った場合の、いわゆる二次災害と

いうんですかね、そういった大雨の災害につい

ては大丈夫だというふうなことが前の質問に対

する答弁としては返ってきているんですけども、

その辺について何か議論はしているのか、ある

いはもう大丈夫だというようなことで考えてい

るのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長  答弁を求めます。 

  山口農林課長。 

○農林課長  お答え申し上げます。 

  こちらについては、総合防災課とも連携して

おります。また、県の総合支庁の河川砂防課、

こちらとも十分協議を行いながら、河川砂防課

さんのほうについては、再生連絡会議について

は入っていただいて御指導いただいております

けれども、河川砂防課さんのほうでは警報発令

ごととか、そういう大雨が出たごとに、沢につ

いては必ず点検に入っていただいておりまして、

逐一その状況については御報告をいただいてご

ざいます。 

  その点におきましては、過去の大雨災害時に

おいても、去年１年、沢の変化は見られないと

いうことで定点観測はいただいているんですけ

れども、今年度についても定点観測は行ってい

ただいておりますので、その点につきましては、

市と県が十分に情報を共有しながら災害の未然

防止には進めてまいりたいと。こちらについて

は、市内部ですと総合防災課と一緒にさせてい

ただきたいと思っております。 

  また、山全体を守っていくということについ

て、こちらについても県のほうと今協議中でご

ざいまして、今、具体的な策についてはお話し

できませんけれども、今度は山全体を守ってい

くという観点においても、今後、再生連絡会議

等で十分な議論を詰めてまいりたいと考えてお

ります。 

  私からは以上であります。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。心配ないとい

うふうに考えたいと思います。 

  それから、いわゆるこの秋葉山の火災で、ピ

ンチをチャンスにとよく言われるわけですけど

も、単なる復旧だけではなくて、いわゆる再生、

秋葉山をもっともっとうまく活用されるような、

そういった考え方をして、いろんな考え方があ

ると思います。道路を遊歩道にしてもっと増や
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すとか、様々なことがあるとは思うんですが、

そういったことの話というのは、再生会議とは

また別個かもしれませんけれども、あるのかな

いのか、お伺いしたいと思います。 

○委員長  答弁を求めます。 

  山口農林課長。 

○農林課長  お答え申し上げます。 

  様々な観点から、今、秋葉山の在り方につい

ては議論を進めております。その中で、やはり

焼損の被害に遭われた地権者の方のお考え、こ

ういったものをどういうふうに市のほうで酌み

取っていくかということも重要な案件かと思い

ますので、個別具体には申し上げませんけれど

も、地権者の方とも十分協議を進めながら、今、

方向性の打合せを行っているところでございま

す。 

  以上であります。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  市長にお伺いします。 

  この秋葉山と、それからいわゆる旧ハイジア

パークのところの場所というのは、隣接をして

いる、言ってみれば地続きになっている場合が

あるわけですけども、これを一体として考えて

いくというふうな構想なんていうのは、市長の

現段階としてはあるのかどうか、お伺いしたい

と思います。 

○委員長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  旧ハイジアパークの場所については、

火災のときに一時現地対策本部を設置したよう

な経緯もあり、火災には無縁のところではない

ですし、場所も非常に近いということで、一体

として考えるということはございます。 

  一体として考えるというのは、先ほど課長か

らも答弁がありましたけれども、今行っている

焼損が一番ひどかったところだけでなく、その

ほか南側とか東側、東側というか、北側ですか

ね、そういうところも全体として今後どうやっ

て安全を保ちながら、市民の皆さんに親しまれ

る秋葉山に再生していくかという基本的なスタ

ンスの下で、全体として考えていくということ

でございます。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  最後に要望になりますけれど

も、今、市長が言われたように、一体として考

えていく、そういうふうなことで、私は何度も

申し上げていますけども、まさしく100年の大

計として、ぜひ考えていただきたいなというふ

うに思いますので、要望したいと思います。 

○委員長  ほかに御質疑ございませんか。 

  15番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  14ページ、３款民生費のと

ころでお伺いしたいと思います。 

  先日、濱田議員のほうから、訪問介護のほう

がかなり厳しくなっているというところで一般

質問があったんですが、市民の方たちからこん

な話を聞いたんですがということで、デイサー

ビスをやめる施設がかなり出てくるんじゃない

かというお話があったりしたものですから、そ

の辺のところ、市としてはどのように聞いてい

るでしょうか。 

○委員長  髙橋直昭福祉課長。 

○福祉課長  ただいまの御質問にお答え申し上

げます。 

  委員のほうからございましたとおり、デイサ

ービスのほうを休止または廃止ということで、

そのような状況になっている事業所があるとい

うことは承知してございます。 

  そちらの事業所のほうにお話をお聞きしたと

ころ、人材不足または職員の高齢化と、なかな

か職員が集まらないという状況が続いていると

いうことで、こちらのほうもできる限り利用さ

れている方が不便を来さないように、再開に向

けてお話がいただけないかとか、あと、市内の

他の事業所のほう、そちらのほうとの利用調整

については、利用されている方が困らないよう
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にしていただきたいということでお話をしてい

るところです。 

  どうしても人手がいなければ成り立たない事

業でございますので、今後とも事業所の方の現

状については把握をさせていただきながら、介

護保険の運営協議会などでも様々な御意見をい

ただいて、国、県の支援策、また市として何が

できるかということを模索していきたいという

ふうに考えています。 

  以上です 

○委員長  15番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  このデイサービスというの

は、家庭での介護の負担減、そしてまたリハビ

リに通っていらっしゃる方たちは、少しでも良

くなって、普通の生活ができればいいというこ

とで頑張っていらっしゃるんですが、そこが休

業したり廃止したりすると、行ける場所がなく

なるというところで、本当に今、現役生、私た

ちの年代の人たちもこれからどうなるんだろう

という心配はしているんですね。 

  本当にそこは大事なところだと思いますが、

これから利用調整とか、あと国、県の支援とい

うことで、国とか県のほうからは何かそれに対

して支援的なものは決まっているものがあるん

でしょうか。 

○委員長  答弁を求めます。 

  髙橋福祉課長。 

○福祉課長  お答えいたします。 

  いずれも人材不足ということが主な原因とい

うふうに聞いてございます。 

  県のほうでは、人材確保の育成ということで、

介護福祉士資格の取得資金の貸付け、また福祉

分野への再就職準備金の貸付け、いずれも返還

の免除規定もございますが、そういった資金的

な部分の支援、また外国人人材の受入れに係る

相談窓口の設置を行っているところです。 

  また、そのほかの県のほうでは、この５月か

らになりますが、国の物価高騰対応の臨時交付

金を活用しました燃料費、食材費、また人件費

に係る支援をしてございます。 

  あと、国のほうにつきましても、人材確保育

成につきましては、生産性向上や業務効率化計

画を策定したりした事業所に対しましての補助

金、またハローワークと協力しての求職イベン

トの実施、また介護ロボットなどデジタル技術

を活用した介護の負担の軽減、こういったとこ

ろを県、国のほうでは事業として実施している

ところであります。 

  以上です。 

○委員長  15番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  いろいろな支援が今考えら

れているようですが、今現在、若い人たちがそ

こに行こうとしないというのは、やはり介護関

係の職業というのは本当に厳しいと思います。

体力もなければできません。 

  そういうことを考えると、市としてもぜひ強

力に国、県の支援を使いながら、人材の確保に

御尽力いただきたいと思いますが、市長として

最後によろしくお願いします。 

○委員長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  この介護の人材不足については、もう

本当に構造的な制度の問題が根本にあるという

ふうに感じているところです。 

  それについては、全国市長会等を通じて、介

護が持続可能な制度になるようにという要望は

引き続き強く継続してまいりたいというふうに

思っておりますけれども、先般御提案申し上げ

ました訪問介護における市独自の支援も行いま

すけれども、そのほかの面においても何が必要

か、市ができる部分は限られますが、しっかり

注視して、できることは対応してまいりたいと

考えております。 

○委員長  15番板垣致江子委員。 

○板垣致江子委員  介護を受けなければならな

い、サービスを受けなければならないという人
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たちの心配は本当に多大でございますので、ぜ

ひ頑張っていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員長  ほかに御質問ございませんか。 

  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  18ページの消防費のトイレカ

ー購入費についてお伺いしたいと思います。 

  これは補正ですので、トータルで幾らになる

のかというようなことを改めてお伺いしたいと

いうことと、これは隣接の市町ではあまり聞い

たことがないんですけれども、この辺では本市

が一番早い導入になるのかですね。 

  あと、もう一点、これはいわゆる自主財源が

補正予算ではない、いわゆる国県補助というふ

うに思っていますけれども、ということは、い

わゆる汎用的なことができるのかどうか。ひも

つきの補助金で、例えば災害オンリーというふ

うなことになるのかどうか、その辺をお伺いし

たいと思います。 

○委員長  答弁を求めます。 

  川合俊一総合防災課長。 

○総合防災課長  ただいまの御質問にお答えい

たします。 

  初めに、１点目、トータルの費用ということ

でございますが、当初は中型トイレカーを導入

する計画で、予算として1,725万5,000円を計上

しておりました。 

  しかしながら、予算成立後に製造元から中型

車の製造中止の通知があり、調達が困難となり

ました。そのため、同等以上の機能を有した代

替え車両の選定を進めた結果、大型トイレカー

へ仕様変更を行ったものです。 

  この変更に伴いまして、車両本体価格や架装

費用が高くなるため、今回補正として1,826万

7,000円の増額ということで、トータルで3,552

万2,000円ということでございます。 

  メーカーの都合による状況変化に対応するた

めの措置であり、必要性を御理解賜りますよう

お願い申し上げます。 

  続きまして、２点目の隣接市町の導入の状況

ということでございますが、現在のところ隣接

ということで、例えば東南置賜とか、県内のほ

うのところに照会をかけて、トイレカーの購入

についてやっていることはございません。 

  あと３点目、財源のことに伴って汎用性のこ

とということで、いわゆる平常時に利用という

ことでお答えさせていただきたいと思いますが、

トイレカーは災害時の使用を最優先に想定して

いますが、市主催の防災訓練あるいはイベント

には活用も可能と考えております。 

  財源については、本事業につきましては、緊

急防災・減災事業債ということで、交付により

整備を進める方針としております。 

  以上です。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  隣接市町に私はあまり記憶がないと思うんで

す。そうすると、例えば風水害の場合は、ほと

んどここ、隣接市町に大体被害があると思うん

ですけれども、何か特別な別の災害があって、

例えば隣の町で何かそういったことで必要があ

ったというふうな場合とか、そういうのは、貸

出しというようなことは考えられるのかという

こと。 

  それから、今、答弁があったように、災害あ

るいは防災、それから市が行うイベントの中に

は当然観光も入ってくると思っているんですけ

ども、そういったところで使用していくといっ

た場合での様々な利用に関するマニュアル、あ

るいは管理に関するマニュアルというのが必要

だと思うんですが、その辺についてはどうでし

ょうか。 

○委員長  答弁を求めます。 

  川合総合防災課長。 

○総合防災課長  お答えいたします。 

  初めに１点目の貸し借りといいますか、それ
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は可能かということの御質問でございますが、

現時点では、例えば近隣の市町あるいは民間業

者への貸出しは原則行わない方針と考えており

ます。 

  続いて２点目、観光のイベント等もあった場

合のマニュアルの必要性ということでございま

すが、現在、いわゆる貸し出した後の衛生管理

といいますか、誰が掃除をするとか消毒をする

とか、いろんな管理等もありますので、そちら

のほうに関しては、今後、関係機関とともにマ

ニュアルの整備について検討してまいりたいと

考えています。 

  以上です。 

○委員長  答弁を求めます。 

  市長。 

○市長  今、補足させていただきますけれども、

能登半島地震のときに、やはり避難所が過密に

なり、トイレの環境が悪化して感染症が蔓延し

た、あるいは体調不良を招いたということもあ

り、南陽市としても、自分のだけで使うのでは

なくて、もしよそでそういった大規模な災害が

あった場合には、当然ながら支援という形で派

遣するということは考えております。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  今、市長が答弁するようなこ

とを再質問したいなと思ったんですけど、分か

りました。そのようなスタンスでいないと、や

っぱりいろいろな災害時の支援については、そ

れぞれお互いさまのところがありますので、ぜ

ひそういった姿勢でお願いしたいものだという

ふうに思います。 

  それから、イメージとして、その車はどのよ

うな、例えば大型バスがありますね、あるいは

中型のバスがあります、どのくらいの大きさな

のか、そして免許は大型免許が必要なのか、お

伺いしたいと思います。 

○委員長  答弁を求めます。 

  川合総合防災課長。 

○総合防災課長  お答えいたします。 

  １点目の車両のイメージにつきましては、車

両の仕様上は、一応大型と呼んでおりますが、

ベース車両がいわゆる２トントラックになりま

すので、道路交通法上は準中型免許で運転が可

能でございます。 

  したがいまして、大型免許までは必要ござい

ません。 

  以上です。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  分かりました。 

  最後に、いわゆる当然、維持管理が必要だと

思います。そのくらいの大きさですと、常時、

駐車場がどのような形になるのか。野ざらしに

すれば当然劣化していくのかななんて思ったり

しているんですが、その件についてはどういう

ふうに考えていますか。 

○委員長  答弁を求めます。 

  川合総合防災課長。 

○総合防災課長  お答えいたします。 

  現在のところ、トイレカー専用の保管用の車

庫につきましては、確保はされておりません。

ただし、災害時にはすぐに出動できる体制を維

持することが最優先であるため、既存の公共施

設や関係機関との連携を含めまして、適切な保

管場所の確保を検討している段階でございます。 

  以上です。 

○委員長  14番高橋一郎委員。 

○高橋一郎委員  当然、陸運局のほうに申請を

して番号をつけていくわけですよね。当然、駐

車場のことも、車庫についても証明が必要だと

いうふうに思いますけれども、そこは非常に大

事なことだと思いますので、早急に決めていた

だきたいなというふうに思います。 

  最後に要望なんですけど、例えば烏帽子山の

桜の開花時期に、やっぱりトイレが足りないと

かというふうにあった場合、そういった場合に

活用するというふうな考え方で行ってもらいた
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いなというふうに思うんですけれども、これは

今のところは要望にしかならないかなと思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長  ほかに御質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

  （発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第41号 令和７年度南陽市一般会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決すべきもの

と決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第41号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、本委員会に付託されました補正予算

１件の審査は終了いたしました。 

  慎重な御審議を賜り、誠にありがとうござい

ました。 

  委員各位の御協力に対し、深く感謝申し上げ

ます。 

 

─────────────────── 
 

散   会 

○委員長  これをもちまして、予算特別委員会

を散会いたします。 

  御起立願います。 

  傍聴席の方もお願いいたします。 

  どうも御苦労様でした。 

    午前１０時３６分 散  会 
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令 和 ７ 年 ６ 月 定 例 会 

６月２０日（金曜日） 

 

 

 

 

 予 算 特 別 委 員 会  
 



 

令和７年６月２０日（金）午前10時28分開議 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

山  口  裕  昭  委員長     佐  藤  和  広  副委員長 

 

出 欠 席 委 員 氏 名 

 

◎出席委員（１５名） 

  １番   髙  岡  遼  多  委員   ２番   大  友  太  朗  委員 

  ３番   茂 出 木  純  也  委員   ４番   佐  藤  和  広  委員 

  ５番   中  村  孝  律  委員   ６番   外  山  弘  樹  委員 

  ７番   佐  藤  信  行  委員   ８番   小  松  武  美  委員 

  ９番   濱  田  藤 兵 衛  委員  １０番   伊  藤  英  司  委員 

 １１番   須  藤  清  市  委員  １２番   山  口  裕  昭  委員 

 １３番   島  津  善 衞 門  委員  １４番   高  橋  一  郎  委員 

 １５番   板  垣  致 江 子  委員 

◎欠席委員（０名） 
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────────────────────────────────────────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 

白 岩 孝 夫 市 長  大 沼 豊 広 副 市 長 

長 沢 俊 博 総 務 課 長  穀 野 純 子 み ら い 戦 略 課 長 

小 野 勝 司 
情 報 シ ス テ ム 
主 幹 

 島 貫 正 行 財 政 課 長 

大 沼 清 隆 税 務 課 長  川 合 俊 一 総 合 防 災 課 長 

竹 田 啓 子 市 民 課 長  髙 橋 直 昭 福 祉 課 長 

佐 藤 幸 代 障 が い 支 援 主 幹  嶋 貫 憲 仁 
す こ や か 子 育 て 
課 長 

山 口 広 昭 農 林 課 長  渡 邊 正 規 商 工 観 光 課 長 

嶋 貫 幹 子 観 光 振 興 主 幹  加 藤 善 和 建 設 課 長 

遠 藤 晃 司 上 下 水 道 課 長  髙 橋 宏 治 会 計 管 理 者 

堀   裕 一 教 育 長  鈴 木 博 明 管 理 課 長 

安 達   心 学 校 教 育 課 長  田 中   聡 社 会 教 育 課 長 

角 田 朋 行 史 跡 文 化 主 幹  吉 田 茂 樹 
選 挙 管 理 委 員 会 
事 務 局 長 

佐 野   毅 
監査委員事務局長 
（併）ＤＸ普及主幹 

 山 内 美 穂 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

──────────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

太 田   徹 事 務 局 長  江 口 美 和 局 長 補 佐 

小 阪 郁 子 庶 務 係 長  楠   賢 史 書 記 
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─────────────────── 
  本日の会議に付した事件 

議第48号 令和７年度南陽市一般会計補正予算

（第２号） 

議第49号 令和７年度南陽市介護保険特別会計補

正予算（第１号） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

開   議 

○委員長（山口裕昭委員） これより予算特別委

員会を開会いたします。 

  ただいま出席されている委員は15名全員であ

ります。 

  これより予算の審査に入ります。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  議第４８号 令和７年度南陽市一般会計補正

予算（第２号） 

○委員長  本定例会最終日において、本委員会

に付託されました案件は、令和７年度補正予算

２件であります。 

  初めに、議第48号 令和７年度南陽市一般会

計補正予算（第２号）について、審査を行いま

す。 

  当局の説明を求めます。島貫正行財政課長。 

  〔財政課長 島貫正行 登壇〕 

○財政課長  〔令和７年６月定例会 予算に関

する説明書により 議第48号に

ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  この際、委員各位並びに当局にお願

い申し上げます。 

  質疑、答弁は、ページ数、款項目を明示し、

簡明に行い、議事進行に特段の御協力をお願い

いたします。 

  これより質疑に入ります。 

  補正予算書の予算に関する説明書により、行

います。 

  歳入歳出全般及びその他附属資料８ページか

ら13ページまでについて質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の希望はございませんか。 

  （発言する声なし） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第48号 令和７年度南陽市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり可決すべきもの

と決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第48号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  議第４９号 令和７年度南陽市介護保険特別

会計補正予算（第１号） 

○委員長  次に、議第49号 令和７年度南陽市

介護保険特別会計補正予算（第１号）について、

審査を行います。 

  当局の説明を求めます。島貫財政課長。 

  〔財政課長 島貫正行 登壇〕 

○財政課長  〔令和７年６月定例会 予算に関

する説明書により 議第49号に

ついて説明〕省略別冊参照。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

  歳入歳出全般、22ページから23ページまでに

ついて質疑ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○委員長  質疑がないようですので、質疑を終

結いたします。 
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  これより討論に入ります。 

  討論の希望ございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

○委員長  討論の希望がありませんので、討論

を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第49号 令和７年度南陽市介護保険特別会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決す

べきものと決するに御異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

○委員長  御異議なしと認めます。 

  よって、議第49号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  以上で、本定例会最終日において、本委員会

に付託されました令和７年度補正予算２件の審

査は終了いたしました。 

  慎重な御審議を賜り、誠にありがとうござい

ました。 

  委員各位の御協力に対し、深く感謝申し上げ

ます。 

 

─────────────────── 

 

閉   会 

○委員長  これをもちまして、予算特別委員会

を閉会いたします。 

  どうも御苦労さまでした。 

    午前１０時３７分 閉  会 

 

予算特別委員長 山 口 裕 昭 
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